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１ 事業概要 

 事業の⽬的 
TPP 協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑⽌に働く⾏政措置の強化が規定される

とともに、⽇ EU・EPA の「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連す
る貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採
⽊材への対策として平成 29 年５⽉に施⾏された「合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する
法律」（通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。）を着実に運⽤していく必
要がある。 

本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている⽣産国リスク情報
を、⽊材関連事業者等の利⽤者がより活⽤しやすくするための検討及び情報の整理を⾏うことを
⽬的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認（デュー・デリジェンス）
の⼿引きの作成、②リスク評価に活⽤可能な統計情報や NGO 等の調査結果のリスト化、③⽶国
等における先進事例調査の実施、④「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている情報の整理を⾏っ
た。 

これらの活動のうち、①及び②については、報告書 上巻（合法性確認の⼿引きの作成等）に、
③については、報告書 下巻（先進事例調査）に取りまとめた。 

 

 事業実施体制 
本事業は、公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES）が受託し調査等を実施した。事業従事

者は表 1.1 のとおりである。 
 

表 1.1 事業従事者 
⽒名 所属・役職 
⼭ノ下⿇⽊乃  
（事業責任者） 

公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域 ジョイント・プログラムディレクター 

鮫島弘光 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域 リサーチマネージャー 

藤崎泰治 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域 リサーチマネージャー 

梅宮知佐 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域／気候変動とエネルギー領域 リサーチマネー
ジャー 

⼭下⼀宏 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域 研究員 

⾓島⼩枝⼦ 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES） 
⽣物多様性と森林領域 アシスタント 

 

 実施内容 
１-３-１ 調査委員会の設置、開催 

学識経験者、業界団体等からなる 1-3-2 から 1-3-4 の調査⽅針及び調査結果への助⾔、評価の
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ための調査委員会を設置した。調査委員会は、事業実施期間中３回開催した（表 1.2）。調査委員
会の構成員（表 1.3）は林野庁担当職員と受託者が協議の上で決定した。 

 
表 1.2 調査委員会の開催 
 ⽇時 議事 
第 1 回 2022 年 6 ⽉ 4 ⽇ 

10-12 時 
 事業概要の説明 

・ 事業概要  
・ DD ⼿引きの作成  
・ DD 仮想実施とリスク評価関連情報リスト化 
・ 先進事例追加調査  

 その他の事業内容 
第 2 回 2022 年 11 ⽉ 18 ⽇ 

13-15 時 
 事業進捗状況報告 

・ 先進事例追加調査（①⽶国 ②英国 ③オーストラ
リア ④EU ⑤ドイツ） 

・ DD ⼿引きの作成  
・ リスク評価関連情報リスト化と DD 仮想実施 

 今後のスケジュール等 
第 3 回 2023 年 2 ⽉ 20 ⽇ 

10-12 時 
 事業進捗状況報告 

・ 先進事例追加調査（①⽶国 ②英国 ③オーストラ
リア ④EU ⑤ドイツ） 

・ DD ⼿引きの作成とリスク評価関連情報リスト化 
・ DD 仮想実施 

 報告会について 
 
表 1.3 調査委員会構成員 

 ⽒名 所属・役職 

学識 
経験者 

⽴花敏 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学 ⽣命環境系准教授 

岩永⻘史 国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学⼤学院 
⽣命農学研究科准教授 

業界 
団体 

岡⽥清隆 ⽇本⽊材輸⼊協会 専務理事 

尾⽅伸次 公益財団法⼈⽇本合板検査会 専務理事 

加藤正彦 ⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会 企画部⻑ 

NGO 相⾺真紀⼦ 公益財団法⼈世界⾃然保護基⾦ジャパン（WWF ジャパン） 
森林・野⽣⽣物室 森林グループ⻑ 

 

１-３-２ 合法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿引きの作成 
クリーンウッド法において、⽊材関連事業者はリスクに基づき合法性確認（デュー・デリジェ

ンス、以下、「DD」という。）を⾏うことが必要であるが、そのための基本的な⼿引きの作成を⾏っ
た。当初、仕様書の指⽰は、「クリーンウッド法の対象となる⽊材等（以下「⽊材等」という。）の
合法性確認の⼿法は、原産国や加⼯状態、流通経路等によって⼤きく異なるが、本事業では同法
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施⾏規則で定める第⼀種⽊材関連事業者が⾏うべき合法性確認のうち、①国産丸太、②輸⼊丸太
及び製材、③その他合板等受託者の提案による輸⼊物品（１〜２種類を想定）について⾏うもの
とする。」であったが、その後、林野庁担当職員と事業受託者が協議した結果、DD 実施において
活⽤する書類等は製品ごとに異なる⼀⽅、DD の⼿法そのものは製品を通じて共通であるという
考えとなった。なお、⼿引きは様々な⽊材関連事業者が利⽤することを想定し、基本的かつ汎⽤
性の⾼いものとした。 

合法性確認の⼿引き（以下、「DD ⼿引き」という。）の作成とリスク評価に活⽤可能な統計情
報や国際機関・NGO 等の調査結果のリスト化、DD の仮想実施（上巻第 2 章、第 3 章）にあたっ
ては、「デュー・デリジェンス⼿引きワーキンググループ（以下、「DD ⼿引き WG」という。）」
を設置した。構成員は林野庁担当職員と受託者が協議の上で決定した（表 1.4）。DD ⼿引き WG
は、6 回開催した（表 1.5）。 
 
表 1.4 DD ⼿引き WG 構成員 
⽒名 所属 
内⽥敏博 北海道⽊材産業協同組合連合会 
岡⽥清隆 ⽇本⽊材輸⼊協会 

御⽥成顕 国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構 
森林総合研究所東北⽀所 

⾦井誠 ⽇本合板商業組合 
中村有紀 Preferred by Nature 
森⽥⼀⾏ ⽊材流通専⾨家 
柳澤衛 ⼀般社団法⼈⽇本ガス機器検査協会 

 
表 1.5 DD ⼿引き WG の開催 
 ⽇時 議事 
第 1 回 2022 年 7 ⽉ 5 ⽇ 10-12 時  概要説明 

・ 事業の説明 
・ DD ⼿引きの概要説明 
・ DD ⼿引きの構成案 

第 2 回 2022 年 8 ⽉ 22 ⽇ 13-15 時  DD ⼿引き（ドラフト）概要の説明 
・ フロー図 
・ 各⼿順における確認シート 

第 3 回 2022 年 10 ⽉ 4 ⽇ 15-17 時  DD ⼿引きの検討 
 フローチャート案説明 

第 4 回 2022 年 11 ⽉ 10 ⽇ 15-17 時  DD ⼿引き（案）の検討 
 チェックリストの検討 

第 5 回 2022 年 12 ⽉ 12 ⽇ 15-17 時  DD ⼿引き（案）の検討 
 チェックリストの検討 
 仮想実施の検討 

第 6 回 2022 年 2 ⽉ 6 ⽇ 13-15 時  DD ⼿引き（案）の検討 
 チェックリストの検討 
 仮想実施の検討 
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１-３-３ リスク評価に活⽤可能な統計情報や NGO 等の調査結果のリスト化 
リスクに基づき DD を⾏うためには、リスクの評価が必要となる。このため、リスク評価に活

⽤可能な統計情報や国際機関・NGO 等の調査結果のリスト化を⾏った。また、⽊材関連事業者が
リストを活⽤して DD を⾏う際の参考とするために、上巻第 2 章の DD ⼿引きを踏まえつつ、上
述したリストを活⽤し、第⼀種⽊材関連事業者が⾏う輸⼊⽊材等の DD を仮想的に実施（以下、
「仮想実施」という。）し、事例として取りまとめた（上巻第 3 章）。仮想実施は、林野庁担当職
員と受託者の協議の上、5 事例を選定した。1-3-2 と 1-3-3、1-3-5 を効率的・効果的に実施するた
めに、調査内容・⼿法等の専⾨的な知⾒を有している認定 NPO 法⼈ 国際環境 NGO FoE Japan
に再委託を⾏った。 

 

１-３-４ 先進事例追加調査 
違法伐採対策の関連法令が整備されている国・地域の違法伐採リスク低減に係る先進事例の情

報を収集・分析した。林野庁担当職員と受託者の協議の上調査対象国は、アメリカ合衆国、オー
ストラリア、EU、英国、ドイツ連邦共和国の 5 か国とした。これらの国は過年度に調査が実施さ
れたことがあったため、その調査結果を踏まえ、追加的な内容について調査を⾏った。調査内容
は次のとおりである。 
 ⽊材の流通等に関する法令等調査 

・ 合法⽊材の流通（違法伐採⽊材の流通抑⽌）に関する法令等の概要及び執⾏状況 
・ 森林の伐採に関する法令等の概要 
・ 森林の伐採の合法性が確認できる書類の事例及びその発⾏条件 
・ その他の⽊材の流通段階における法令の有無及び執⾏状況の事例 
・ ⽊材・⽊材製品を輸⼊・輸出する際の法令及び執⾏状況の事例 

 違法伐採⽊材リスク低減に関する事例調査 
・ リスク低減に関する国等の取組の実施状況の概要 
・ ⽊材関連事業者や業界団体によるリスク低減措置に関する事例 

 
⽂献調査に加え、英国、ドイツ連邦共和国については、現地調査を実施した。アメリカ合衆国、

オーストラリア、EU については、オンラインやメールでインタビュー等を実施した。 
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１-３-５ 事業者向け報告会の企画、開催 
本事業において得られた情報について、事業者向け報告会をオンラインで 2023 年 3 ⽉ 3 ⽇に

開催した（表 1.6）。参加申込者は 321 名、出席者は 258 名であった。 
 
表 1.6 事業者向け報告会概要 

タイトル 林野庁委託事業成果報告会 
クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引き：リスクベースで
考える⽊材のデュー・デリジェンス 

⽇時 2023 年 3 ⽉ 3 ⽇ 14-16 時 
プログラム  開会挨拶：林野庁 ⼩島 裕章 ⽊材利⽤課⻑ 

 クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引きの概要説明：
IGES 鮫島 弘光 リサーチマネージャー 

 合法性確認の仮想実施事例紹介：FoE Japan 佐々⽊ 勝教 森林
チームリーダー 

 質疑応答 
 

１-３-６ 「クリーンウッド・ナビ」の記載情報の整理及びコンテンツ作成 
1-3-2 から 1-3-4 を踏まえ、その情報を追加するだけではなく、既存の情報の再整理を⾏うこと

に留意して、「クリーンウッド・ナビ」の掲載情報を⽊材関連事業者がリスクに基づく DD を⾏う
際に利⽤しやすい形式に整理した。この整理に基づき、「クリーンウッド・ナビ」の整理を⾏うた
めのコンテンツの作成を⾏った。 
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２ 合法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿引きの作成及びリスク評価に活⽤可能
な統計情報や NGO 等の調査結果のリスト化 

 合法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿引きの作成 
２-１-１ 合法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿引きの作成⽅針 

DD ⼿引きは【はじめに／本⼿引きの⽬的】、【解説編】、【実践編】という 3 部構成で作成した。
【はじめに／本⼿引きの⽬的】では本⼿引き作成の背景、【解説編】では違法伐採問題を取り巻く
状況や⽊材等の合法性確認（デュー・デリジェンス）の意義を解説した。【実践編】ではそれらを
踏まえたうえで、チェックリストを⽤いた合法性確認（デュー・デリジェンス）の具体的な⼿順
を⽰した。 
 ※DD ⼿引きは巻末資料１に掲載 

 

２-１-２ 調査委員会や DD ⼿引き WG において⽰された論点 
 主な論点と対処⽅針 

1-2-1、1-3-2 のとおり、DD ⼿引きの作成に当たっては、調査委員会（全 3 回）やワーキング
グループ（全 6 回）で指摘された意⾒を参考にした。調査委員会等で⽰された主な論点と、それ
らに対する対処⽅針は表 2.1 のとおり。 
 
表 2.1 調査委員会等での主な論点と対処⽅針 
主な論点 対処⽅針 
○ DD ⼿引き全体について 
 クリーンウッド法が必要になった理由等

を説明すべき。 
 リスクベースアプローチについて理解で

きるよう分かりやすく⽰すべき。 

 「解説編」を作り、制度の背景や⼿法の考
え⽅等を⽰すこととした。 

 素⼈向けに取り組みやすいものとすべき。 
 合法と判断できるまでの⼿順を⽰すべき。 
 フローチャートやチェックリストを提⽰

すべき。 
 EUTR をベースにすればよいのではない

か。 
 DD をより⾼いレベルに持っていくとい

うやり⽅は、今やるべきではない。 

 初めて取り組む事業者にも分かりやすい
ものとなるよう、DD の⼿順やフロー
チャート等を⽰すこととした。 

 収 集 す る 書 類 や リ ス ク 評 価 項 ⽬ 等 を
チェックリストにまとめることとした。 

 本⼿引きはモデル的なものと位置づけ、
個々の業界、事業者が必要に応じて修正し
て使⽤するものとした。 

 幾つチェックできればよいなど、以降のプ
ロセスをやらなくてよいポイントを⽰す
べき。 

 DD 作業を定量化（点数化）するのはどう
か。 

 何点なら合格（合法と判断）というような
判断の⽬安があるべき。 

 最後の判断は事業者しかできない。DD ⼿
引きでその基準を⽰すとなると、完璧なも
のしか認められなくなってしまう。 

 チェックリスト２の各項⽬の「低リスク評
価寄与度」を３段階で設定し、評価寄与度
が⼤きい上位の項⽬にチェックできれば、
下位の項⽬は省略可能と整理した。 

 本⼿引きでは、DD 作業の点数化や最終的
に合法と判断する⽬安等は⽰さないこと
とした。 

 他⽅、個別項⽬について、「このような場
合はリスクが低いと考えられる」という例
を⽰すこととした。 
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 どこまで確認を求めるなど細かい基準の
議論を進めるのは終わらない作業なので
避けるべき。 

 国レベルのガイドラインでそこまでやる
国はない。スコア化は業界団体レベルで出
すのが⼀般的。 

 どうしても分からないものについてのみ、
利⽤者には代替材などの選択を促すよう
にしてほしい。 

 また、「仮想実施事例（上巻 3 章参照）」
が、事業者の判断の参考となるよう整理す
ることとした。 

 合法性が確認できなかったと判断した場
合の措置について記載することとした。 

○ ⼿順１、チェックリスト１について 
 森林認証について、⼿順 3 ではなく、早い

段階の情報として認めるべきではないか。 
 森林認証は補助的・補完的なもの考える。 
 認証は合法性を証明するものではなく、認

証の要件に合致した森林管理や⽊材流通
を⾏うことを約束していくことを⽰すも
のである。 

 森林認証等の情報は「補⾜情報」と整理し、
⼿順１で他の合法性に係る情報とともに
収集することが効率的、と⽰すこととし
た。 

○ ⼿順２、チェックリスト２について 
 森林認証は、⽊材の合法性の証明と、認証

を持っている会社であることを⽰すとい
う⼆つの役割がある。 

 商品名は樹種名とは認められない。 
 個別の樹種名が特定できなくても、総称か

ら違法伐採リスクが低いことが確認でき
ればよいのではないか 

 「認証材であること」と「事業者が認証を
取得していること」を別の項⽬として整理
することとした。 

 樹種名について「範囲が明確な総称」を把
握していることを評価する項⽬を設定す
ることとした。 

 

 個別意⾒ 
調査委員会委員等の個別意⾒を抜粋し、論点ごとに整理した。この際、委員会の開催順や発⾔

順等の時系列には必ずしも従わず、論理的整合性がつくように並べた。 
調＝調査委員会、WG＝ワーキンググループ、数字はそれぞれ第何回かを表す。 

 

1） 解説編について 
 なぜ CW 法が必要であったかを、世界の潮流のなかに含めては。また、なぜ 2006 年林野庁

ガイドラインでは不⼗分で CW 法が必要になったのかの説明を⼊れるべき。【WG４】 
 考え⽅やツールの使い⽅を説明することが重要【調１】 
 DD のアプローチはリスクベースでという考え⽅はよい。より具体的に提⽰してほしい。【調

１】 
 現⾏ CW 法の⽅向性はリスクベースとなっている。【WG１】 
 ⾒る⽅が⽊材に精通していればよいが、リスクベースアプローチが出てきたときに理解でき

るのか？精通していない⼈にも分かりやすく書くべき。【WG４】 
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2） 実務編について 

(1) 概要について 

 事業者の理解度、実際の組織的な体制は多様であり、どのようなユーザーを対象とするのか
を明確にするのは重要【調１】 

 ⼀般の中⼩企業がやるとなったら、何も分からないなかでやらなければならない。【WG２】 
 膨⼤な作業をやって下さいでは無理。素⼈向けに、やりやすいように、何でやらないといけ

ないのかの説明も含めて作成すべき。【WG２】 
 わかりやすく、汎⽤性が⾼く、現場の⼈がその場で使えるようなものにしていただきたい。

チェックリスト・フローチャートなどで、Yes・No で回答できるようなものであると現場の
⼈が使いやすい【調１】 

 チェックリスト等が提⽰できれば、各組織で使えるようになり、指針にもなる。【調１】 
 今回の⼿引きは、事業者がチェックしやすくする⼿助けであり、他の⼈が評価するためのも

のではない。これまで⼿を付けられなかった⼈が、リストの順番に従うとここまで出来たと
分かるものにすべき。【WG２】 

 違法材であるの可能性を 100%排除できているわけではないが、合法であると判断できる⼿
順を⽰す。【WG２】 

 基本的にこのようなチェックリストは事業者がこれまで 5 年間待ち望んでいたものではあり、
この⼿引きを出すことは評価。【調２】 

 

(2) 確認を求める合法性の要件について 

 EUTR の 5 項⽬を取り⼊れて、準ずる法律を確認する範囲とすればいいのではないか。→
EUTR をベースに考えるのはおかしい。【WG１】 

 持続可能性はひとまず置いておく。この機会に乗じて、DD をより⾼いレベルに持っていく
というやり⽅は、今やるべきではない。【WG１】 

 

(3) 合法性確認のタイミングについて 

 本来は発注や契約の前に合法性の確認をすべき。商品が届く段階では遅い。どこでも話題に
ならないが、本事業ではその発想を含めてほしい。【WG１】 

 

(4) ⼿引きにおいて合法性判断の基準を設定すべきか否かについて 

 どれくらいの項⽬にチェックできたら合法性を確認したと判断できるかに、利⽤者からは質
問が集中するのではないか？チェックシートの最後の欄で確認したかどうかの「適否判断」
をする形だが、多くは判断が微妙なケースで、⼈によりむらが出るように思う。【WG４】 

 完璧でなくとも、80 点なら OK というような判断基準を⽰してほしい。【WG１】 
 チェックリストの最後の部分で各⾃が判断するのであれば、それまでの DD 作業を定量化（点

数化）するのはどうか？真剣に DD をやっても、真⾯⽬な事業者ほど、最終判断できずに苦
しまないか？ 実際のその商売をやる⼈が最終判断するとなると、余りにも DD が恣意的に
なりすぎて、確認するという結果ありきで、公正さが得られないのではないか？事業者に任
せるにしても、⽬安があるべき。点数を上げるために何かをやるといったインセンティブが
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働かない。少なくとも、その商売の担当者⾃らが独りで、DD を⾏い、確認判断すると⾔う
のは拙い気がする。【WG４】 

 インボイス情報以外、何も分からないというケースは、判断できないというケースとして例
⽰すべき。結局は DD でどれだけ先⽅より聞き出せるか？ 第三者への説明責任を果たせる
ぐらいに Due Care は可能な限り⾏った。その結果、腹落ちしたという確信が持てれば、「確
認」と⾒做すべきだろう。【WG６】 

 ⼿順 3 に⾏かないようにするフィルタリングは、きめ細かくできればよい。 
 例：（前提として貿易制裁ない） 
 FLEGT 材／CITES 材でない 
 →認証材でない 
 →CPI 低い 
 →樹種リスク⾼い※ 
 →混合リスク⾼い※ 
 …いずれかの段階で該当しない場合にリスク評価は不要 
 …※は該当した段階でリスク評価が必要 
 上記が⼿順 2 の上段（前段）にあればよい。こういう⽅法もあると提案。【WG３】 

 最後の Yes/No 判断は事業者しかできない、しかしその判断の説明責任は持てるようにして
ください、としか⾔えない。つまり出来るのはツールづくりで、こういった書類を集めてく
ださいなどの具体的な作業の内容。その結果これだったらＯK か否かは各社の判断に任せら
れる。DD マニュアルでは⾔えない。DD マニュアルでその基準を⽰すことになると、その
場合は完璧なものしかダメとなってしまう。【WG１】 

 どこまで確認を求めるなど細かい基準の議論を進めるのは終わらない作業なので避けるべき。
【WG１】 

 先進事例調査でも、国レベルのガイドラインでそこまでやる国はない。やはり事業者判断。
スコア化は、業界団体レベルで出すのがドイツも含め⼀般的なので、国でやることは難しい
のでは。【WG４】 

 どのような判断をしたかを、各社が⽰すようにすべきという点も盛り込むべき【調３】 
 実際に当該商品を扱う担当者⾃⾝のみがこの作業を⾏うより、同じ社内でも管理部⾨とか、

より⽴場が中⽴的な⼈が⾏う⽅が良い。或いは、社内の調達委員会のような営業部と管理部
⾨が⼀緒になったような組織で、機関決定出来るような⼯夫があってもいい。【WG４】 

 どうしても分からないものについてのみ、利⽤者には代替材などの選択を促すようにしてほ
しい。（若しくは、⼀定期間後に取り扱いを⽌める）【WG２】 

 

(5) チェックリスト全般について 

 リスクは偏在している。リスクがどこにあるのか？何をもってリスクが⾼いのかを、事業者
が分かるように明⽰すべき。【WG２】 

 幾つチェックできればよいなど、それ以降のプロセスをやらなくてよいポイントを⽰すべき。
【WG３】 

 ⼀発合格リスト、⼀発アウトリスト等、離脱リストを整理できると、効率的に無視できるリ
スクがわかり、追加的な措置がわかるのか、そういったものが必要。【WG３】 
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(6) ⼿順１、チェックリスト１について 

 最初に集めるべき情報のフォーマットがないのが問題。そこを⼀階部分でしっかり作るべき。
【WG１】 

 ア〜オの情報は必ず収集できる。インボイス等に書かれている。【WG３】 
 ⼿順 1 で、事業者はカの書類がほとんど⼊⼿できなくて困っている。しっかりとした「証明

する書類」がない。ア〜オは⼊⼿可能だが、丸太の所有者まで遡れないという現状もある。
カ）についてはないのが 99％。【WG３】 

 認証であれば先進国中⼼でかなりある。カ）に相当するものとして第三者認証を⼊れて、あ
るのであればその書類を収集するとしてはどうか。【WG３】 

 書類以外の情報も含めて評価すべきではないか。総合的に評価するための情報の⼀つとして
はどうか？【WG３】 

 ⼿順 3 で森林認証を出すのではなく、早い段階（⼿順 1 のカ）として認めるべきではないか。
【WG３】 

 認証も V-Leagal も評価できそうなものはすべて含めては？⼿順 2 は、幅を持たせて、⼗分不
⼗分をチェックリストで判断できるようにしてはどうか。評価の⾜しになるものなら、どん
なの情報でも拾い上げるべき。【WG３】 

 森林認証⾃体は、⼿順１のカ）とは違うと理解。認証があってもⅤ-Leagal が⼊⼿はできない
ので、認証は、ア〜カの情報の補助的・補完的なもの考える。【WG３】 

 ア〜カを補填する書類として認証を位置づけるのが原則。認証は合法性を証明するものでは
なく、別のものである。【WG３】 

 「キ」を追加して、それ以外の情報も加えてはどうか？【WG３】 
 

(7) ⼿順２、チェックリスト２について 

 森林認証を取得していても、合法性が担保されているかは、別建てにしてフローチャートを
整備すべき。【WG２】 

 森林認証は⼆つの役割がある。合法性の証明であれば⼿順１だが、認証を持っている会社と
いう意味であれば⼿順３で信頼性を図るのも可能か。【WG３】 

 認証は組織に与えられている。与信を⾼めるためもある。DD での製品のリスク評価であれ
ば、組織の認証取得ではなく、認証材であるのかどうかの⽅が、意味がある。【WG３】 

 「認証材」でもフェイクがあり得るという問題は別のところで解決するべき問題だと考えま
す。【WG３】 

 情報提供に関する事項を、取引相⼿との契約書に含めることが「極めて有効」であると説明
しても良いと思う。【WG３】 

 リスクの⾼低は主に、原産国と樹種によるものである。【WG２】 
 樹種名、取引される商品名は、別々に記載するようにしてはどうか？【WG２】 
 「インドネシアン・ハードウッドプライウッド」などは、樹種名ではなく商品名なので認め

られない。このようなものについては調達先に樹種名を確認するべき。【WG４】 
 樹種名に拘るなら、インボイスに記載した情報では不⼗分。SPF でも、S（スプルース）なの

か P（パイン）、F（ファー）なのか分からない。しかし、どの種であったとしても違法伐採
リスクが低い名称の場合は、どの樹種か特定できなくてもよいのではないか？【WG４】 

 近年、⼟地利⽤転換の⽂脈で、天然林を転換した⼈⼯林由来のリスクもあるのではないか？
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それをどうここに盛り込むか？ 【WG５】 
 ⼈⼯林については、⼈⼯林＝安⼼ではない可能性は理解している。EUDR 的には⼈⼯林でな

くてはアウトとなることもあるので、合法性のリスクの提⾔としては、中程度とすべきでは
ないか。クリーンウッド法では、ここのチェックが⼊らなくでも違法とはならないので留意
すべきであり、本⽂でしっかり説明すべき。【WG５】 

 

(8) ⼿順３について 

 ⼿順 3 のチェックリストは、⼿順 2 の振り分け次第。⼀発 OK と⼀発×の間に落ちたものの
枝を、⼿順 3 では辿ることになる。【WG３】 

 ⼿順 3 が分⽔嶺となる。現地に実地検分に赴き、⾃分の⽬で⾒、話を聞いてきたという事実
が要る。【WG３】 

 

(9) DD ⼿引き作成後の運⽤について 

 PDCA を踏まえて、わが国の違法伐採対策を充実させることが重要と考える。【調３】 
 次の段階でもよいが、判断の結果の報告だけではなく、各事業者が適切にこの作業を⾏って

いるかをチェックすることが重要。【調２】 
 5〜10 年くらいやらないと根付かない部分もある。監査も、法律に適合しているかどうかだ

けではなく、⾃ら決めて内部統制できているかどうかの経験が重要。【WG４】 
 実際に使う場合、使ってからでないと⾒えない部分もあるので、どうアップデートにつなげ

るかが重要。また、内部監査も⾏うことになるが、どういう書類があればよしとするかにつ
いては、担当する⼈によって違いも⽣まれるので、このような客観的な資料も重要となるが、
内部で教育する機会がなければ運⽤は難しいと感じる。【調３】 

 DD を誰がやればよいかではなく、川上からエンドユーザーまでのつながりがあってこそ精
度も上がり、認識も変わる【WG４】 

 
 

 リスク評価に活⽤可能な統計情報や NGO 等の調査結果のリスト化 
調達する⽊材等について違法伐採リスクを評価し、合法性確認（デュー・デリジェンス）を⾏

う際には、国が提供するクリーンウッド・ナビの他、統計情報や国際機関、NGO 等の調査結果を
参照することによって効果的・効率的なリスク評価が可能になる。このため、リスク評価に活⽤
可能な統計情報や国際機関・NGO 等の調査結果のリスト化を⾏った。作成したリスク評価関連情
報提供サイトのリストで取り上げた情報源は表 2.2 のとおり。 

完成したリスク評価関連情報提供サイトのリストは、DD ⼿引きの付属資料とした。 
 ※リスク評価関連情報提供サイトのリストは巻末資料２に掲載 

 
表 2.2 リスク評価関連情報提供サイトのリストで取り上げた情報源 
リスク評価関連情報提供サイトの名称 提供主体 
ティンバーレックス 国際⾷糧農業機関（FAO） 
森林ガバナンスと合法性 英国王⽴国際問題研究所（チャタムハウス） 
ソーシング・ハブ Prefered by Nature 
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FSC リスク評価プラットフォーム 森林管理協議会（FSC） 
違法森林減少と関連取引リスク フォレスト・トレンズ 
オープン・ティンバー・ポータル 世界資源研究所（WRI） グルーバル・フォレスト・ウォッチ 
腐敗認識指数 トランスペアレンシーインターナショナル 
IUCN 絶滅危惧種レッドリスト 国際⾃然保護連合（IUCN） 
フェアウッド・パートナーズ フェアウッド・パートナーズ 

 
 

２-２-１ 調査委員会や DD ⼿引き WG において⽰された論点 
1-3-1、1-3-2 のとおり、リスク関連情報のリスト化に当たっては、調査委員会（全 3 回）やワー

キンググループ（全 6 回）で指摘された意⾒を参考にした。以下に主な意⾒を抜粋した。 
調＝調査委員会、WG＝ワーキンググループ、数字はそれぞれ第何回かを表す。 
 
 リストにある情報源について分類をされていたが、それについても明記してほしい。確認し

たい事項との対応が明確であるとよい。【調３】 
 ⾒やすくて分かりやすい。情報提供サイトの分類とチェックリストとの対応が分かれば事業

者は助かるだろう。【調３】 
 伐採国までしかわからなくて伐採地が分からない場合、この情報で低リスク国と分かれば、

それ以上深掘りしなくてよいという判断もあり得る。【調３】 
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３ 合法性確認の仮想実施 

 仮想実施の⽬的 
本事業では、事業者による合法性確認を促進するため、DD ⼿引きを作成し、その中で、合法

性確認の⼿順や、効果的・効率的に実施するためのチェックリストを例⽰した。しかし⼿順や
チェックリストを⽰すだけでは、事業者は実際に業務を⾏っていく中で、どのような書類や情報
を収集し、それらを⽤いることでどのように違法伐採リスクを評価（チェックリストにチェック）
し合法性確認を⾏うのか、また、合法性確認ができなかった場合にどのような対応を⾏うのか、
具体的なイメージをつかむことは容易ではない。そのため本章では、実際に合法性確認を実施し
ている事業者を参考としつつ、DD ⼿引きを活⽤した合法性確認を仮想的に実施し、事例として
作成・整理した（以下、本章で作成した事例を「仮想事例」という。）。 

 

 仮想事例の作成⼿順 
仮想事例の作成にあたっては、⽊材及び⽊材製品のうち、輸⼊量が多い物品、⽣産国について、

合法性確認の経験が豊富な業界団体及び第⼀種⽊材関連事業を⾏う輸⼊事業者に対し、実際の合
法性確認に利⽤した書類サンプルの提供及びチェックリストの試⽤を依頼した。その結果、事業
者から 5 つの調達について書類サンプルの提供及びチェックリストの試⽤の所感を得たことから、
これらを元に、チェックリストへの記⼊例を含む 5 つの仮想事例を作成した。 

なお、仮想実施の対象とする調達先や製品の種類、判断の結果の妥当性等については、調査委
員会及びワーキンググループでの議論（表 3.1）にも基づき検討・決定した。 

仮想実施を通じて得られた知⾒については、チェックリストを含む⼿引きの修正に活⽤した。 
 
表 3.1 調査委員会等での主な論点と対処⽅針 
主な論点 対処⽅針 
 仮想実施で特別な優良事例を提⽰しても、

それは多くの事業者にとっては役に⽴た
ないと考える。あまりにも⾼いレベルの
DD 事例を⽰すのではなく、多くの事業者
が実施して、同じような結果が得られるよ
うな事例であることが必要。 

 特殊なものを対象にしても汎⽤性がない。 
 事業者への周知を進めないと、事業者に

よって差が⽣まれるので、周知徹底の段階
で事業者へのコンサルティングが重要と
なるだろう。 

 ⼿引き、特にチェックリストをどう使って
もらうかの理解してもらうことを優先し
て仮想実施を作成した。まずは多くの事業
者にチェックリストを使ってもらうこと
を⽬指す。ぎりぎりの事例で作ると、合法
性の確認ができるのかできないのかとい
う線引きにフォーカスがあたることにな
るので避けた。この論点は来年度以降の課
題としたい。 

 
 

 仮想事例の解説 
巻末資料に 3-2 の⼿順により作成した以下の５つの仮想事例を収録する。 

 
 仮想事例１ ⽶国産丸太 
 仮想事例２ カナダ産製材 
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 仮想事例３ オーストリア産製材 
 仮想事例４ インドネシア産合板 
 仮想事例５ 中国産集成材 
 
 

 まとめ 
３-４-１仮想実施 5 事例のまとめ 

本事業における合法性確認の仮想実施は、⽇本に輸⼊される⽊材・⽊材製品のボリュームゾー
ンを対象とし、以下の通りの 5 つの仮想実施事例を⽰した。特に作業の進め⽅のイメージがしづ
らいとの指摘が多い⼿順３に⾄る事例を２事例作成し、追加の情報収集及び違法伐採リスクの再
評価について様々な⽅法があることを⽰した（オーストリア産製材、中国産集成材）。 

⼿順１の多くの項⽬は、通常の取引書類の記載情報でカバーできるが、主に合法性の根拠と伐
採国情報が得にくい。⼿順 2 において合法性の根拠を⽰す書類が得られなくとも、他の項⽬の情
報から違法伐採リスクが無視できると評価する事例を⽰した（⽶国産丸太）。また伐採国が不明で
も、⼿順 3 において、調達先への問い合わせや、その供給源についてのオンライン情報の確認に
よって違法伐採リスクを無視できると評価する事例を⽰した（オーストリア産製材、中国産集成
材）。 
 

調達先と製品 
合法性
の根拠 

樹種 伐採国 ⼿順 2 ⼿順 3 

⽶国産丸太 なし ダグラス
ファー 

⽶国 ⾃社の認証林から
の⽊材であり、違
法伐採リスクは無
視できると評価 

 

カナダ産製材 PEFC ダグラス
ファー 

カナダ 違法伐採リスクは
無視できると評価 

 

オーストリア
産製材 

なし White Wood 
（オウシュウ
トウヒ） 

不明 伐採国が不明であ
り、違法伐採リス
クは無視できない
と評価 

調達先へ問い合わせ、丸太
の調達先に対する合法性確
認を⾏っており、伐採国は
オーストリアに限定される
ことを確認 

→違法伐採リスクは無視で
きると評価 

インドネシア
産合板 

V-Legal メランティ、 

ファルカタ 

インド
ネシア 

違法伐採リスクは
無視できると評価 

 

中国産集成材 なし Red Wood
（オウシュウ
アカマツ） 

不明 伐採国が不明であ
り、違法伐採リス
クは無視できない
と評価 

調達先へ問い合わせ、原料
（製材）の供給源はドイ
ツ、スウェーデンの２事業
者であることを確認 
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供給源の事業者が HP で公
開している合法性確保に関
する取組等を確認 

→違法伐採リスクは無視で
きると評価 

 
 

３-４-２仮想実施の活⽤について 
今回⽰した事例の評価、判断は⼀つの例であり、同じ書類を得ても、事業者⾃⾝の知⾒や参照

した情報等によって、異なる評価、判断が⾏われることは⼗分に考えられる。また、この仮想実
施の同様の事例おいて、今回⽰した書類を全て集めなければ、合法性確認（デュー・デリジェン
ス）を実施できない⼜は、合法性が確認できたと判断できない、ことを⽰しているわけではない
ことに注意が必要である。 

本章の仮想実施で⽰すように、DD ⼿引きを⽤いたデュー・デリジェンスに取組む際には、特
定の合法性証明書だけでなく、既存の取引書類に記載された様々な情報を利⽤して総合的なリス
ク評価を⾏い、また必要に応じて追加の情報収集を⾏うことによって、効果的な合法性確認が可
能になる。クリーンウッド法における合法性確認の判断は事業者に委ねられるが、本事業で作成
された DD ⼿引きと仮想実施が事業者の状況に合わせて活⽤されることが望まれる。 
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４ 事業者向け報告会の企画、開催 

 報告会の概要 
本事業の成果を報告するために、「クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引き−リス

クベースで考える⽊材のデュー・デリジェンス」と題したウェブ報告会を 2023（令和５）年 3 ⽉
3 ⽇ 14 時から 16 時に開催した。プログラムを表 4.1 に⽰す。事業受託者である IGES のホーム
ページに報告会情報を掲載するとともに、登録実施機関や森林･林業･⽊材関連の業界団体等に報
告会の事前周知を依頼した。その結果、参加申込者は 321 名、出席者は 258 名となり、出席率は
約 8 割と⾼かった。参加申し込み者のうち 75%は企業に所属しており、事業者の関⼼の⾼さが伺
えた。その他、財団法⼈・社団法⼈等（10%）や、教育機関（6%）からの参加もあった。報告会
で使⽤したプレゼンテーションは、IGES のウェブサイト1からダウンロードできるようにした。 

 
表 4.1 事業者向け報告会プログラム 
タイトル 林野庁委託事業成果報告会 

クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引き−リスクベースで
考える⽊材のデュー・デリジェンス 

⽇時 2023（令和５）年 3 ⽉ 3 ⽇ 14-16 時 
プログラム  開会挨拶：林野庁 ⼩島 裕章 ⽊材利⽤課⻑ 

 クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引きの概要説明：
IGES 鮫島 弘光 リサーチマネージャー 

 合法性確認の仮想実施事例紹介：FoE Japan 佐々⽊ 勝教 森林
チームリーダー 

 質疑応答 
 ※発表資料は巻末資料４に掲載 
 
 

 参加者からの質問事項 
参加者からの質問・コメントを表 4.2 にまとめた。参加者はクリーンウッド法改正に興味があ

り、質問の多くもそれに関する内容であり、本報告会では回答が困難なものが多かった。報告会
では、合法性確認⼿引き・仮想実施に関連する部分について回答を⾏った。 

 
表 4.2 参加者からの質問・コメント 

 質問・コメント 
1 ⽊材パレットは合法性確認の対象になるか。ある講演では、回収パレットは対象にはな

らない、新品パレットは対象になると聞いたが、実際のところが不明である。 
2 集成材他、⽊材を使⽤した⼿すり、壁材、フローリング等もクリーンウッド法改正にお

いて対象アイテムとなっているか？ 
3 今回の⼿引きは改正後の CW 法にも適⽤できる、という事は合法性の DD のやり⽅につ

いては改正後も変更はない、という理解でよいか。 
4 リスクベースアプローチについて、商品や樹種、伐採国によるリスクの⾼低について具

体的に⽰されているか？ 

                                                       
1 https://www.iges.or.jp/jp/events/20230303 
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5 同法は⾃社にて合法性が担保されているか否かを判断するとのことで、改正法では罰則
規定が盛り込まれるとの事であるが、判断者と管理者が異なることから理解の相違が⽣
まれないのか？ 

6 欧州の EUDR では合法性に加え、森林減少に寄与していないといった持続可能性の確
認も⾏う必要があるが、CW 法では持続可能性に関しての確認事項は規定されている
か？ 

7 我が国では伐採跡地の再造林がなされていない場合が多いというリスクがあるようだ
が、今回の⼀連の⼿続きによって、このようなリスクを回避する可能性が増えるか？ 

8 紛争⽊材でも合法性があると⾃社で判断すれば取引できるか？ 
9 平成 29 年 9 ⽉ 8 ⽇制定(⼀社)⽇本建材・住宅設備産業協会・(⼀社)リビングアメニティ

協会発⾏の「建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法運⽤ガイド」の「⽊材
等」に該当しない製品の考え⽅についての内容は、林野庁⽊材利⽤課がまとめた資料「合
法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律（クリーンウッド法）の概要と意義に
ついて」と合致しているか? 

10 今までは森林所有者⇒素材⽣産者（森林組合）⇒流通・製材・加⼯業者など証明書のリ
レーによって、合法⽊材である旨の⽂⾔を⾃社納品書に記載していたが、今後もこの⽅
法は有効か？ 

11 ロシア材は何故仮想実施の対象でなかったのか？ロシア材を合法であると証明するこ
とは、現時点で困難なのか？ 

12 国産材でチェックリストを活⽤し DD を実施する場合、⽊材等の納⼊ごとに、チェック
リストの作成・保管が必要か？ 

13 樹種が特定出来ない場合、所謂 MLH (mixed lightweight hardwood）などはどのように
対応したらよいか？ 

14 改正後に事業者登録制度が廃⽌になるという事だが、今後も事業者登録を新規で⾏う必
要があるか？ 

15 違法伐採業者（国内、国外）は偽造書類を作成すると可能性があると考えられるが、そ
れに対する罰則等はあるか？ 

16 ⾃社判断で合法性確認としてよいとのことだが、その基準が⾮常に難しい。DD を⾏っ
てさえいれば、罰則対象にならないという理解でよいか？ 

17 合法性に関しては事業者⾃⾝が判断を⾏うとの事だが、⾃社にて合法と判断し提出した
ものに関して、審査により再確認と再提出のケースがあるのか？ 

18 新聞記事では団体による認定制度は廃⽌されるとあったが、林野庁ガイドラインの団体
認定が無くなるということか？ 

19 インドネシア合板の「4．原材料となっている樹⽊が伐採された国または地域」欄の「1）
伐採国は汚職・腐敗が⾏われている可能性が低く、かつ違法伐採対策に関する法令が整
備されています。」、「2) 伐採国または地域において、違法伐採や違法⾏為等の報道は
ありません。」について、インドネシアは（2）になっており、チャタムハウスの評価が
基準になっているようだが、各輸⼊者は、各輸出国がどちらに当てはまるかは、輸⼊者
おのおのの判断でよいのか？それとも決まった評価基準があるのか？例えば、インドネ
シアの環境林業省は、インドネシアは⼗分（1）に該当すると思っているが、その場合、
（1）につけるかどうかは輸⼊者次第という認識でよいか、それとも（2）で統⼀すべき
か？ 

20 質問ではなく申し訳ないが、合板事業者としては、出来れば「ごうばん」でなく「ごう
はん」と呼んで頂きたい。 

21 先程の紛争⽊材だが、PEFC はロシア材を紛争⽊材とみなし認証停⽌をしていると思う。
こうした材も⾃社 DD で合法性証明が可能なのか？ 
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22 紛争⽊材の定義は PEFC の考え⽅とは異なる考え⽅という認識でよいか？ 
23 そもそも合法性とは輸出国での合法という事か？勝⼿に⽇本側で合法の解釈をしてい

いのか？ 
24 純粋に感想，個⼈的な考えであるが、ロシア材について、現在 ESG、⼈権 DD が重視さ

れる世論、消費者、諸外国からの⽬がある中で紛争国から材料を仕⼊れるという事につ
いて、リスクと捉えるか否かというところを事業者がどう判断するか、というところ
もっとも重要なのではと考える。 
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【はじめに／本⼿引きの⽬的】 

平成 28（2016）年に制定された「合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律（平成 28
年法律第 48 号。以下、「クリーンウッド法」という。）」は、我が国⼜は伐採国の法令に適合して
伐採された⽊材等（以下、「合法伐採⽊材等」という。）の流通及び利⽤を促進することにより、
地域及び地球の環境の保全に資することを⽬的としています。クリーンウッド法では、事業者が
⽊材等を利⽤する場合に合法伐採⽊材等を利⽤することを努⼒義務として定めるとともに、⽊材
が合法に伐採されたものか否かの確認（以下、「合法性確認」という。）をするための基準を定め
ています。 

合法性確認の⽅法については、法令に加え通知などで⽰してきましたが、どの⽂書を読めばよ
いのか分かりにくい、具体的に⾏うべき作業内容をイメージできない、その背景となるデュー・
デリジェンスの考え⽅が分からない、といった課題を事業者や関係者から指摘されていました。 

⾃然環境の保全に配慮した⽊材産業の持続的かつ健全な発展がはかられる世の中とするために
は、クリーンウッド法をより多くの事業者が理解し、合法伐採⽊材等の利⽤が促進されることが
重要です。このため、事業者が⽊材等の合法性確認をより円滑に⾏うための⼿引きを作成するこ
ととしました。本⼿引きの特徴は、２点あります。１つめは、様々な通知等を１つにまとめ、で
きる限り他の資料を参照せずに利⽤できるよう⼯夫していることです。２つめは、解説編 2.1 節
で詳しく述べますが、合法性確認を効率的かつ効果的に⾏うために、リスクベースアプローチを
取り⼊れていることです。本⼿引きをそれぞれの事業体の状況や⽬的に合わせて活⽤し、今まで
合法性確認に取り組んでいなかった事業者においては始めの⼀歩を踏み出すこと、合法性確認の
⼿法に確信が持てずにいた事業者においてはその内容を確かなものとすること、既に合法性確認
を⾏ってきた事業者においてはより精緻な確認へレベルアップすることなどにつなげていただき
たいと考えています。 
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【解説編】 

1 違法伐採問題を取り巻く状況 
1.1 違法伐採が引き起こす問題 
 違法伐採とは、法令に反して⾏われる伐採のことですが、なぜ違法伐採が問題なのでしょうか。
第⼀に、森林の持つ機能に負の影響を与えることが挙げられます。森林は、国⼟の保全、⽔源の
涵養、⽣物多様性の保全、地球温暖化の防⽌（気候変動の緩和）、⽂化の形成、⽊材等の物質⽣産
等の多⾯的機能を有しており、多くの国ではその機能を維持するために、伐採の⽅法等が法令に
よって制限されています。しかし違法な伐採が⾏われるとこれらの機能が過度に失われ、災害の
原因となったり、回復不能になったりする可能性があり、地域及び地球環境の保全に⽀障が⽣じ
る恐れがあります。第⼆に、違法な伐採によって⽣産された⽊材（以下、「違法伐採⽊材」という。）
は適正なコストを⽀払わないため不当に価格競争⼒が⾼く、健全な林業・⽊材産業の発展に⽀障
となる可能性があることが挙げられます。このように、違法伐採は様々な負の影響をもたらす可
能性があるため、違法伐採⽊材の流通の対策をしっかりと進めることが重要です。 
 
1.2 世界的な違法伐採対策の潮流 

1990 年代以降、違法伐採対策についての国際的な議論が進み、我が国もこれに貢献してきまし
た。平成 10（1998）年の G8 バーミンガムサミットで G8 森林⾏動計画が合意され、主要な⽊材
消費国を中⼼とした違法伐採対策の取組が本格化しました。あわせて、東アジア、アフリカ、欧
州及び北アジアなどの各地域で、「森林法の施⾏と統治（Forest Law Enforcement and Governance、
略称：FLEG）に関する閣僚会議」が開催され、合法的に伐採された⽊材の市場取引を促進するこ
と等も合意されました。平成 17（2005）年の G8 グレンイーグルズサミットにおいては、各国が
政府調達、貿易規制、⽊材⽣産国⽀援などの具体的⾏動に取り組むという、グレンイーグルズ⾏
動計画が合意されました。平成 20（2008）年の G8 洞爺湖サミットにおける⾸脳宣⾔では、違法
伐採及び関連取引抑制の緊急の必要性が明記され、平成 28（2016）年の G7 伊勢志摩サミットに
おける⾸脳宣⾔でも、違法伐採の根絶への共同対応が含まれました。また、平成 27（2015）年の
国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals、略称：
SDGs）」においては、「陸の豊かさを守ろう」（⽬標 15）や「つくる責任つかう責任」（⽬標 12）
が掲げられ、違法伐採対策はこれらの⽬標を達成するための重要な課題となっています。 

これらの国際的な議論を踏まえ、各国・地域において違法伐採対策の法制化等の取組が進めら
れてきました。平成 15（2003）年に森林法の施⾏・ガバナンス・貿易（Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade 、略称：FLEGT)に関する EU ⾏動計画が策定され、その後、⽶国レイシー
法改正（平成 20（2008）年）、EU ⽊材規則制定（平成 22（2010）年）、オーストラリア違法伐採
禁⽌法制定（平成 24（2012）年）、韓国⽊材の持続可能な利⽤に関する法律改正（平成 29（2017）
年）、中国森林法改正（令和元（2019）年）と、各国において違法伐採⽊材の流通や取扱いに対す
る法令等の整備が進んでいます。 

近年、違法伐採に関する国際的議論においては、伐採の違法性だけでなく、伐採が森林減少・
劣化に寄与するかどうかについても検討すべきとの考え⽅も注⽬されています。また、⽊材・⽊
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材製品に加え、⽜⾁や⽪⾰、パーム油、⼤⾖、カカオ、コーヒーなど、農地拡⼤のための森林減少
が顕著となっている農産物に対象を拡⼤する議論も起きています。令和 3（2021）年の気候変動
枠組条約締結国会議第 26 回締結国会議（COP26）では、2030 年までに森林の消失と⼟地の劣化
を⾷い⽌め、さらにその状況を好転させることを⽬標とする「森林・⼟地利⽤に関するグラスゴー・
リーダーズ宣⾔」が発表され、我が国もこれに署名しました。また EU では、令和４（2022）年
12 ⽉に EU ⽊材規則に代わる「森林減少・劣化に関連する農林産物に対する規則」が暫定政治合
意され、森林減少に関わる特定の産品について、違法に伐採された⼟地由来のものとともに、合
法であっても森林が新たに伐開されて造成された⼟地由来のものの EU 域内での販売が禁⽌され
ようとしています。我が国でも、令和 4（2022）年に成⽴した「環境と調和のとれた⾷料システ
ムの確⽴のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（みどりの⾷料システム法）」にお
いて、環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業
に由来する環境への負荷の低減を図るために⾏う事業活動等に関する計画の認定制度を設けてい
ます。このような状況の中、事業者が取り扱う⽊材が違法伐採⽊材である可能性が低いことを確
認することは、⽊材産業の振興や⽊材利⽤の促進について、今後も引き続き社会的な応援を得て
いく上で、いっそう重要性を増していると⾔えます。

1.3 我が国の状況 
1.3.1 森林・林業・⽊材産業に対する注⽬の⾼まり 

我が国では、戦後植林した森林が本格的な主伐期を迎え、⽊材⽣産活動が活発になっています。
我が国の林業・⽊材産業は、⻑期にわたり⽊材価格の下落等の厳しい状況が続いてきましたが、
近年、国産材の⽣産量・利⽤量の増加、⽊材⾃給率の上昇、輸出の拡⼤等の傾向が⾒られ、その
活⼒を回復させつつあり、この結果、林業産出額や従事者給与の増加などの成果にもつながって
きています。他⽅、地球温暖化やそれに伴う豪⾬の増加等による⼭地災害等への対策として、森
林が有する多⾯的機能に期待が集まっており、それらの機能が維持・発揮されるような⽊材⽣産
の重要性が⾼まっています。

また、政府としても令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050
年カーボンニュートラル」の実現を令和２（2020）年から⽬指しており、令和 3（2021）年 6 ⽉
に閣議決定された新たな森林・林業基本計画では、林業・⽊材産業が内包する持続性を⾼めなが
ら成⻑発展させ、⼈々が森林の発揮する多⾯的機能の恩恵を享受できるようにすることを通じて、
社会経済⽣活の向上とカーボンニュートラルに寄与する「グリーン成⻑」を実現していくことと
しています。建築・建設分野においても、令和 3（2021）年に改正された「脱炭素社会の実現に資
する等のための建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律（通称：都市（まち）の⽊造化
推進法、旧法律名：公共建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律）」、令和 4（2022）年
に改正された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（通称：建築物省エネ法）」等に
よって、建築物における⽊材利⽤の拡⼤が推進されています。

1.3.2 これまでの違法伐採対策 
我が国は、国際的な取組として、熱帯林の持続可能な経営を促進し、合法的な伐採が⾏われた
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森林からの熱帯⽊材の国際貿易を発展させるため、⽊材⽣産国と⽊材消費国との間の国際協⼒を
促進する⽬的で昭和 61（1986）年に設⽴された国際熱帯⽊材機関（ITTO）を横浜に誘致し、そ
の活動を⽀援してきた他、平成 15（2003）年に⽇本とインドネシアの⼆国間協⼒の枠組みにおい
て「⽇インドネシア違法伐採対策協⼒⾏動計画」を策定するなど、⽊材⽣産国における違法伐採
対策の⽀援を実施してきました。

国内に向けては、平成 12（2000）年に、循環型社会の形成のために、国等の公的機関が率先し
て環境負荷低減に資する製品等の調達を推進すること等を定めた「国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律（以下、「グリーン購⼊法」という。）」が制定されました。平成 18（2006）
年にグリーン購⼊法の基本⽅針が⾒直され、⽊材や⽊材製品が調達の対象に追加されるとともに、
「原料の原⽊は、伐採に当たって、原⽊の⽣産された国⼜は地域における森林に関する法令に照
らして⼿続が適切になされたものであること」とされました。それに伴い、⽊材・⽊材製品の供
給者が合法性・持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項を取りまとめた「⽊材・
⽊材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成 18（2006）年。以下、「林野
庁ガイドライン」という。）」が定められました。これらに基づき合法性が証明された⽊材・⽊材
製品は「合法⽊材」と呼ばれています。林野庁ガイドラインで定められている合法性証明の仕組
みのひとつである、森林・林業・⽊材産業関係団体の認定による証明⽅法は特に広く普及し、我
が国の⽊材市場において、多くの事業者が合法⽊材を供給・利⽤できる体制が整備されています。
さらに、林野庁の⽊材利⽤ポイント、各都道府県の都道府県産材証明制度などで合法⽊材の使⽤
が要件とされること等によって、⺠間での合法⽊材の需要が⾼まってきました。

そのような中、合法的に伐採された⽊材及びその製品の流通及び利⽤をさらに促進するため、
平成 28（2016）年にクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法では、制度の対象範
囲について政府調達に限らず⺠間取引にも拡⼤されるとともに、すべての事業者に対して、⽊材
等を利⽤する場合には合法伐採⽊材等を利⽤することが努⼒義務として定められています。また、
対象事業者についても森林・林業・⽊材産業関連事業者のみならず建設事業者等まで拡⼤して「⽊
材関連事業者」と位置づけ、⽊材関連事業者に対して、⽊材等の取扱いに当たっては合法性の確
認等を⾏うことが求められています。さらに、国内の⽊材流通の最上流で合法性確認を⾏う川上・
⽔際の⽊材関連事業者については、合法性確認の⽅法等の基準を定めるにあたり、その重要性を
踏まえて「第⼀種⽊材関連事業者」と位置づけています。

2 ⽊材等の合法性確認の意義 
2.1 「デュー・デリジェンス」の広がりと事業者のためのリスク管理 

クリーンウッド法では、事業者に対し、利⽤する⽊材等の調達に当たって合法性を確認するこ
とが求められていますが、その確認に際しては「デュー・デリジェンス」の考え⽅が取り⼊れら
れています。「デュー・デリジェンス」とは、「企業／事業者が果たすべき注意義務」や「要求され
る相当の注意」のように訳されることが多く、「⾃らの事業、サプライチェーン及びその他のビジ
ネス上の関係における、実際の及び潜在的な負の影響（リスク）を企業が特定し、防⽌し、軽減
するとともに、これら負の影響へどのように対処するかについて説明責任を果たすために企業が
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実施すべきプロセス」1であるとされています。元々はビジネスにおける証券取引や企業買収等の
際の信⽤調査等に⽤いられてきた概念ですが、経済活動のグローバル化が進む中で、事業者が原
材料の原産地の環境や⼈権等に対して適切に配慮することが求められるようになったことに伴っ
て、様々な分野に考え⽅が広がっています。違法伐採対策の分野においても、我が国のクリーン
ウッド法だけでなく、多くの国の制度にデュー・デリジェンスの考え⽅が導⼊されています。 

事業者が「リスク」という⾔葉に注⽬するとき、多くの場合、主に「事業者⾃体に対して」悪影
響を及ぼす可能性である「経営リスク」ととらえます。例えば、⾃社製品の販売先の喪失等の操
業上のリスク、投資先としての評価の降格や投資候補先からの除外・投資引き揚げの検討対象化
等の⾦融や市場におけるリスク、企業イメージの低下等の社会評価のリスク（企業イメージの低
下は⼈材獲得における⽀障等の操業上のリスク等をもたらす可能性もあります）等が挙げられ、
事業者が事業を継続するためには、これらの経営リスクを適切に管理することが重要とされます。
⼀⽅、デュー・デリジェンスは、環境や社会等の「事業者の外側に対して」、事業者（及び関係者）
が原因等となって悪影響を及ぼす可能性（リスク）を管理するに当たって重要とされます。これ
ら 2 つのリスクのとらえ⽅は、⼀⾒すると異なるように思えます。しかし、事業者の外側に対す
るリスクを効果的に防⽌・緩和することは、社会に対する積極的な貢献を最⼤化し、関係者との
関係を向上させ、事業者の信⽤を守ることにつながることから、経営リスクの管理と密接不可分
な関係であると⾔えます。それだけでなく、デュー・デリジェンスはその特性上、関係者とのコ
ミュニケーションや、市場や業界等での情報収集が必要となることから、⾃社の事業運営の課題
把握や管理強化、コスト削減の機会の特定、市場や調達先についての理解向上等にもつながるた
め、さらなる企業価値の向上に寄与する取組でもあります。 

デュー・デリジェンスはリスク管理の考え⽅に基づく取組ですので、実施に当たって、想定さ
れるあらゆるリスクに対して画⼀的に⼿間や費⽤をかけて対策することは効率的でない上に、あ
まり現実的とも⾔えないことを踏まえ、リスクの内容や所在を特定し、特定されたリスクの深刻
性や発⽣頻度等からその⼤きさを評価し、リスクの⼤きさに応じた優先順位付けや対策の措置が
必要であるとされています。この考え⽅を「リスクベースアプローチ」と⾔います。この際、リ
スクは、⾃社の状況、取引の相⼿や内容、社会環境の変化等によって変動するという性質がある
ことに注意が必要です。 

デュー・デリジェンスの取組は、ある特定の課題を解決するために⾏うのではなく、悪影響を
及ぼす可能性の管理のために実施するものです。そのため、⼀度実施したら終わりというもので
はなく、繰り返し実施し、その都度、何が有効で何が有効でなかったか等、実施によって得られ
た知⾒を取り込み、継続的な改善や精度の向上を⽬指すことが重要であるとされています。また、
取組実施に当たっての考え⽅や結果を記録し、必要に応じて開⽰するなど、いざというときに説
明できる体制を整えておくことも重要とされています。 

ここまでの解説から、デュー・デリジェンスは、実施が困難であったり、専⾨の⼈員を配属で
きるような⼤企業向けの取組であるように感じられたりするかもしれません。しかし、デュー・

                                                       
1 OECD（外務省訳）. 2018. 責任ある企業⾏動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイ
ダンス. p15 
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デリジェンスは、⾃社が及ぼす影響の範囲や⼈的資源・財源といった事業者の状況に適合させて
実施することが重要です。中⼩企業においても、まずは可能なことから取り組み、デュー・デリ
ジェンスの継続を通じて徐々に精度を向上させていくことができます。なお、これまでデュー・
デリジェンスという考え⽅を意識しなかったとしても、既に取り組んでいる事業者も多いと考え
られます。例えば、通常の商取引において新規取引先を検討する場合、相⼿⽅がどのような事業
者であるか情報収集等を⾏うことは⼀般的と考えられますが、このような対応もデュー・デリジェ
ンスに該当します。デュー・デリジェンスの第⼀歩として、既に実施している活動について、
デュー・デリジェンスの取組に該当するものを洗い出すことも有効と考えられます。 
 
2.2 リスクベースアプローチによる違法伐採リスク管理（デュー・デリジェンス）     

2.1 節で述べたように、デュー・デリジェンスの考え⽅は違法伐採対策においても世界的に主流
となっており、それは我が国のクリーンウッド法も同様です。違法伐採対策におけるデュー・デ
リジェンスでは、「違法伐採リスク」をどのように管理するのかが重要となります。 

「違法伐採リスク」とは、「⽊材等が法令に適合せずに伐採された可能性」であり、⽊材関連事
業者の視点からは「違法伐採⽊材等を取り扱ってしまう可能性」を指します。違法伐採⽊材等を
取り扱ってしまうと、当該事業者は、1.1 節で述べたような違法伐採による環境や社会への悪影響
を引き起こす要因となってしまいます。それが意図的な場合はもちろんのこと、意図的でなかっ
たとしても、違法伐採リスク管理に対する適切なデュー・デリジェンスを実施していないと社会
的にとらえられるおそれがあり、それに伴い、様々な経営リスクが⽣じることとなります。例え
ば、ある⽊材製品を⽣産している事業者が、違法伐採リスクを確認せずに⽊材を調達した場合、 

・違法伐採⽊材を含んだ製品を⽣産するリスク 
・⾃社が規定する環境物品調達⽅針等に抵触するリスク 
・調達予定だった⽊材と異なる⽊材を利⽤することで、加⼯機械等が壊れるリスク 
・調達予定だった⽊材と異なる⽊材を利⽤することで、⾃社のカタログ等と異なる製品を⽣産

するリスク 
・これらに伴い、取引先や投資企業、需要者等の社会的信⽤を失うリスク 

等の経営リスクを誘引する可能性があります。⼀⽅で、違法伐採リスクの確認を適切に⾏えば、
企業価値の向上が期待できます。 
 このため、調達する⽊材等の合法性確認を適切に実施することが重要です。この際、当該⽊材
等が真に合法か否かを明らかにするためには、伐採に関する我が国や伐採国の多岐に渡る法令や
その施⾏状況を確認する必要がありますが、それはおよそ現実的ではありません。そのため、リ
スクベースアプローチの考え⽅に基づくデュー・デリジェンスによって、当該⽊材等の違法伐採
リスクを評価し、リスクが無視できるレベルに⼩さい⽊材等は合法伐採⽊材等であると判断して
取り扱い、リスクの⼤きい⽊材等は詳細な調査を⾏ったり、取扱いを回避したりする等、リスク
の⼤きさに応じた対応を取ることが重要です。また、2.1 節で述べたとおり、合法性確認の記録を
保存しておくことも重要です。 

このことを踏まえ、本⼿引きの「実践編」では、リスクベースアプローチに基づく⽊材等の合
法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿法を⽰します。 



 

7 
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【実務編】 

1 本⼿引きの考え⽅ 
1.1 効果的で効率的な「リスクベースアプローチ」による合法性確認（デュー・デリジェンス） 

事業者は⽊材等を調達するにあたり、クリーンウッド法に基づき合法性確認を⾏うことが求め
られています。しかし、取り扱う⽊材等の種類や調達先などにより、違法伐採のリスクは⼤きく
異なります。例えば、丸太であっても国産材と輸⼊材ではリスクが異なると考えられますし、集
成材のような原材料となっている樹種の確認が容易な物品と、家具のような構成している全ての
部材の樹種を把握することが容易でない物品ではリスクが異なると考えられます。仮に、これら
様々な⽊材・⽊材製品それぞれのリスクの⾼低を考慮せずに、同じ⼿法で合法性確認を⾏うと、
事業者にとって過度な負担となったり、リスクが⾼い⽊材・⽊材製品に対して不⼗分な合法性確
認しかなされなかったりする可能性が⽣じます。 

このため合法性確認を実施するに当たっては、取り扱う物品の原材料となる樹⽊が、我が国⼜
は原産国の法令に適合せずに伐採された可能性（違法伐採リスク）に応じて効果的かつ効率的に
⾏うことが重要です。本⼿引きでは、このような考え⽅に基づき、事業者が取り扱う⽊材・⽊材
製品のリスクを「⾒える化」し、リスクに応じた合法性確認を⾏う「リスクベースアプローチ」
の⼿法を解説しています。具体的には、合法性確認のフローチャートや、事業者が合法性確認に
当たって収集すべき情報及びその情報について確認すべき事項等に関するチェックリストなどを
⽰すとともに、それらの活⽤⽅法を解説しています。本⼿引きを⽤いることで、⽊材等の違法伐
採リスクを評価できるようになっています。 

評価の結果、違法伐採リスクが低いと判断された場合は、合法性が確認された⽊材等として流
通させることができます。その⼀⽅で、違法伐採リスクが⾼いと判断された⽊材等については、
追加的な情報収集や取扱い⾃体の回避等の措置によって、リスク緩和を⾏うことが求められます。
本⼿引きでは、これらの⼿法についても解説しています。 

解説編 2.1 節で述べたとおり、デュー・デリジェンスの規模や範囲は、事業者の規模や事業の
状況、事業形態等に影響を受けるため、合法性確認の難易度は事業者によって異なります。また、
違法伐採リスクについても、国内外の情勢や取引相⼿の状況等、様々な要因によって変化するも
のです。そのため、デュー・デリジェンスは、単発的な違法伐採リスクへの対処を⽬的とした臨
時的・随時的な活動ではなく、リスクの影響・発⽣を回避するために実施される「⽇常的・継続
的な活動」であるべきとされています。これらのことから、合法性確認においては、はじめから
完璧に⾏うことよりも、まずは取り組んでみることが重要です。その取組に係る記録を残し、何
が有効で何が有効でなかったか等の知⾒を蓄積するとともに、これらの情報を次の取引に活かし
ていくことで、合法性確認の効果や効率性をいっそう向上させることができます。 
 
1.2 対象事業 
 クリーンウッド法では、合法伐採⽊材等の流通及び利⽤を促進するため、製材⼯場や合単板⼯
場、⽊材市場等の⽊材産業関連事業者や家具事業者、製紙事業者、輸出⼊事業者、建築・建設事
業者、バイオマス発電事業者等の⽊材・⽊材製品を取り扱う事業者を広く「⽊材関連事業者」と
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定義し、⽊材・⽊材製品の合法性確認等の主体として位置づけています2。 
⼀⽅、樹⽊の所有者及び樹⽊を伐採する者（素材⽣産事業者等）、⾃家発電やバイオマスボイラー

による熱利⽤を⾏う者、「⽊材等」を譲り受けて、⽊材等以外のものの製造や加⼯をする事業のみ
を⾏っている者、⽊材等を⾃ら消費している者（⾃家消費者。⽊材等の流通等を⾏わず、もっぱ
ら使⽤のみ⾏う事業者（例えば、⽊製家具等を使⽤する飲⾷店やホテル、学校等）を含む。）等は
⽊材関連事業者に含まれません。また、⽊材等を消費者に販売するいわゆる⼩売事業者も対象外
となっています。 
 

【法第２条第３項】 
この法律において「⽊材関連事業者」とは、⽊材等の製造、加⼯、輸⼊、輸出⼜は販売（消

費者に対する販売を除く。）をする事業、⽊材を使⽤して建築物その他の⼯作物の建築⼜は建設
をする事業その他⽊材等を利⽤する事業であって主務省令で定めるものを⾏う者をいう。 

 
【施⾏規則3第３条】 

法第２条第３項の主務省令で定める事業は、電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）第２条第５項に規定する認定事業者が⾏う
⽊質バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利⽤することができる
もの（原油、⽯油ガス、可燃性天然ガス及び⽯炭並びにこれらから製造される製品を除く。）の
うち⽊に由来するものをいう。以下同じ。）を変換して得られる電気を電気事業者（同条第⼀項
に規定する電気事業者をいう。以下同じ。）に供給する事業とする。 

 
⽊材関連事業者が⾏う事業は「第⼀種⽊材関連事業」と「第⼆種⽊材関連事業」に分類されて

います4。「第⼀種⽊材関連事業」とは国内の⽊材流通の最上流にあたる事業であり、主に⽊材等の
輸⼊、国内の樹⽊の所有者から丸太を譲り受けて⾏う製材や合単板の製造、原⽊市場における委
託販売等の事業が該当します。「第⼆種⽊材関連事業」とは、⽊材関連事業者が⾏う事業のうち第
⼀種⽊材関連事業以外の事業であり、主に第⼀種⽊材関連事業を⾏う事業者から⽊材・⽊材製品
を調達して⾏う集成材製造やプレカット、製紙、建築・建設事業等が該当します（図１参照）。 

同⼀の加⼯・流通事業であっても、⽊材等の調達先によって、第⼀種⽊材関連事業か第⼆種⽊
材関連事業のどちらに該当するかが変わり得るほか、⼀つの事業者が第⼀種⽊材関連事業と第⼆
種⽊材関連事業の両⽅を⾏っている場合もあるため、注意が必要です。 

                                                       
2 クリーンウッド法第２条第３項 
3 合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律施⾏規則（農林⽔産省、経済産業省及び国
⼟交通省 平成 29 年 5 ⽉ 1 ⽇省令第 1 号） 
4 施⾏規則第１条、合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律の⼿引（平成 29 年 9 ⽉
15 ⽇、以下「⼿引き」という。）４ 
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【施⾏規則第１条】 
(１) 第⼀種⽊材関連事業 次のイからニまでに掲げる事業をいう。 

イ 樹⽊の所有者から当該樹⽊を材料とする丸太を譲り受けた者が⾏う当該丸太の加⼯、
輸出⼜は販売（消費者に対する販売を除く。以下同じ。）をする事業（第三者に委託して
当該加⼯、輸出⼜は販売をする事業を含む。） 

ロ 樹⽊の所有者が⾏う当該樹⽊を材料とする丸太の加⼯⼜は輸出をする事業（第三者に
委託して当該加⼯⼜は輸出をする事業を含む。） 

ハ 樹⽊の所有者から当該樹⽊を材料とする丸太の販売の委託を受けた者（その者から当
該丸太の販売の再委託を受けた者を含む。）が⾏う当該丸太を⽊材取引のために開設され
る市場において販売をする事業 

ニ ⽊材等の輸⼊をする事業 
(２) 第⼆種⽊材関連事業 法第⼆条第三項に規定する⽊材関連事業者が⾏う事業のうち、

第⼀種⽊材関連事業以外のものをいう。 

 
【第⼀種⽊材関連事業と第⼆種⽊材関連事業の考え⽅の具体例】 
（例１）製材⼯場の場合 
 ① 材料の全量が素材⽣産事業者から購⼊する丸太である場合は、第⼀種⽊材関連事業に該当 
 ② 材料の全量が市場や輸⼊事業者から購⼊する丸太である場合は、第⼆種⽊材関連事業に該

当 
 ③ 材料を①と②の両⽅の⽅法で調達している場合は、第⼀種と第⼆種⽊材関連事業の両⽅に

該当 
（例２）集成材⼯場の場合 
 ① 材料となる丸太の全量を素材⽣産事業者から購⼊し、ラミナ加⼯から集成材の製造まで⼀

貫して⾏っている場合は、第⼀種⽊材関連事業に該当 
 ② ラミナ加⼯は⾏っておらず、ラミナの全量を市場や輸⼊事業者から購⼊し、集成材を製造

している場合、第⼆種⽊材関連事業に該当 
 ③ 材料を①と②の両⽅の⽅法で調達している場合は、第⼀種と第⼆種⽊材関連事業の両⽅に

該当 
（例３）製紙・紙加⼯業の場合 
 ① 原料（パルプ・チップ等）を全量⾃社輸⼊し、製紙している場合は、第⼀種⽊材関連事業

に該当 
 ② 原料の全量を、商社を介して輸⼊している場合は、第⼆種⽊材関連事業に該当 

③ 原料について、①に加えて、国内⽣産されたチップを市場から購⼊している場合は、第⼀
種と第⼆種⽊材関連事業の両⽅に該当 
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図 1 ⽊材等の流れと⽊材関連事業者の区分 
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1.3 対象物品 
クリーンウッド法では、⽊材及び⽊材を加⼯し、⼜は主たる原料として製造した家具、紙等の

物品を「⽊材等」と総称し、合法性確認の対象としています。クリーンウッド法が対象とする⽊
材等の詳細を表１に⽰します5。⽊材製品の全てが対象ではないこと、いわゆるリサイクル品は対
象ではないことに注意が必要です。 

1.2 節で述べたとおり、第⼀種⽊材関連事業は、主として樹⽊の所有者から丸太を譲り受けて⾏
う事業⼜は⽊材等を輸⼊する事業であり、第⼀種⽊材関連事業が取り扱う⽊材等は、国産材につ
いては丸太のみが該当します。輸⼊材については表１の全ての物品が該当します。 
 

【法第 2 条第 1 項】 
この法律において「⽊材等」とは、⽊材（⼀度使⽤され、⼜は使⽤されずに収集され、若し

くは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。）及び⽊材
を加⼯し、⼜は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの（⼀
度使⽤され、⼜は使⽤されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。）をいう。 

 
【基本⽅針２-１】 

⽊材には、次に掲げるものが該当する。 
（１）丸太 
（２）ひき板及び⾓材 
（３）単板及び突き板 
（４）合板、単板積層材及び集成材 
（５）⽊質ペレット、チップ及び⼩⽚ 

 
  

                                                       
5 クリーンウッド法第２条、施⾏規則第２条、合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する基
本⽅針（農林⽔産省、経済産業省、国⼟交通省 平成 29 年 5 ⽉ 23 ⽇告⽰第 1 号、以下「基本⽅
針」という。）２、⼿引き３、「合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律」に基づく合
法⽊材の普及に向けた家具に関するガイドライン（経済産業省 平成 29 年 5 ⽉ 23 ⽇） 



 

13 

表 1 クリーンウッド法における⽊材等 
 項⽬ 解説 

⽊
材 

(1) 丸太  
(2) ひき板及び⾓材 縦にひき若しくは割り、平削りし⼜は丸剥ぎしたもの

で、厚さが６ミリメートルを超えるもの 
(3) 単板及び突き板 合板⽤単板、これに類する積層材⽤単板その他の縦に

ひき若しくは割り、平削りし⼜は丸剥ぎしたもので、
厚さが６ミリメートル以下のもの 

(4) 合板、単板積層材及び集成材 合板やこれに類する積層材として、単板積層材、集成
材、CLT など 

(5) ⽊質ペレット、チップ及び⼩⽚ チップ状⼜は⼩⽚状の⽊材及び⽊⽑、⽊粉⼜は⼩⽚を
ペレット状に凝結させたもの 

家
具
︑
紙
等
の
物
品 

(1) 椅⼦、机、棚、収納⽤じゅう器、ローパー
ティション、コートハンガー、傘⽴て、掲
⽰板、⿊板、ホワイトボード及びベッドフ
レームのうち、部材に主として⽊材を使
⽤したもの 

「部材に主として⽊材を使⽤したもの」とは、原則と
して、部材の総重量に占める⽊材の重量の割合が 50％
以上であるもの。「部材」とは、机であれば、天板や脚
などの家具を構成する部材を指しており、ダボなどの
部品は含まれません。 

(2) ⽊材パルプ  
(3) コピー⽤紙、フォーム⽤紙、インクジェッ

トカラープリンター⽤塗⼯紙、塗⼯され
ていない印刷⽤紙、塗⼯されている印刷
⽤紙、ティッシュペーパー及びトイレッ
トペーパーのうち、⽊材パルプを使⽤し
たもの 

 

(4) フローリングのうち、基材に⽊材を使⽤
したもの 

「基材」とは、フローリングを構成する材料のうち、
フローリングの表⾯に美観を表すことを主たる⽬的
として施された加⼯層及び表⾯加⼯の保護を⽬的と
して積層された材料並びに裏⾯に防湿及び不陸緩和
を⽬的として積層した材料以外のもの。 

(5) ⽊質系セメント板  
(6) サイディングボードのうち、⽊材を使⽤

したもの 
 

(7) 家具、紙等の物品(1)〜(6)の製造⼜は加⼯
の中間⼯程で造られたものであって、以
後の製造⼜は加⼯の⼯程を経ることに
よって当該物品となるもののうち、⽊材
⼜は⽊材パルプを使⽤したもの 

椅⼦の座⾯、机の天板、棚の棚板などの部材や、コピー
⽤紙、フォーム⽤紙、インクジェットカラープリン
ター⽤紙等の材料となるロール紙など。 
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1.4 本⼿引きにおける⽤語の定義 
本⼿引きでは、分かりやすさの観点から、クリーンウッド法で使われているいくつかの⽤語を

より⼀般的な⽤語に置き換えて表現しています。その⼀覧を表 2 に⽰します。 
 
表 2 本⼿引きで使⽤する⽤語とその定義 

本⼿引きで使⽤
する⽤語 

定義 

伐採国 原材料となっている樹⽊が伐採された国を指します。クリーンウッド法では
第 2 条第 2 項、第 6 条、第 32 条等で伐採国を「原産国」と表現しています
が、⽊材貿易における原産国とは、⽊材を製品に加⼯・製造等した国を指す
ことが多いことから、混同を避けるため、この⽤語を使⽤します。 

調達した⽊材等 第⼀種⽊材関連事業において「譲り受けた丸太」、「販売の委託を受けた丸太」、
「輸⼊した⽊材等」（施⾏規則第 1 条）を指します。 

調達先 ＜国産材＞ 
丸太を譲り受ける⼜は販売の委託を受ける事業において、丸太の原料となっ
た樹⽊の所有者（森林所有者⼜は素材⽣産事業者）を指します。 
＜輸⼊材＞ 
輸⼊した⽊材等の購⼊先の業者（輸出事業者）を指します。調達先⾃⾝が原
材料となった樹⽊の所有者であることもあれば、加⼯、流通事業者であるこ
ともあります。 

リスク緩和措置 クリーンウッド法６条第２項における「合法伐採⽊材等の利⽤を確保するた
めに⽊材関連事業者が追加的に実施することが必要な措置」を指します。具
体的には追加の情報収集⼜は取扱いの回避が含まれます（判断基準省令6第３
条）。 

  

                                                       
6 ⽊材関連事業者の合法伐採⽊材等の利⽤の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令（農林⽔産省、経済産業省、国⼟交通省 平成 29 年 5 ⽉ 23 ⽇省令第 2 号） 
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2 合法性確認の実施に向けて 
2.1 体制の整備 

クリーンウッド法では、⽊材関連事業者が取り組むべき事項として、合法性確認等の取組の責
任者の設置や合法伐採⽊材等の分別管理を⾏う体制の整備が定められています。状況に応じた合
法性確認等を適切に⾏うため、また、確認や判断の内容を事後的に説明できるようにしておくた
め、責任者の設置は特に重要です。違法伐採リスクの評価とそれに基づく合法性確認の判断が適
切に⾏われているか、改善の余地はないかを⾒直すためには、責任者とは別に、内部に監査担当
を設置したり、外部に監査を依頼したりすることも有効と考えられます。 

合法性確認を適切に⾏い、合法性が確認されたとしても、その⽊材等と合法性が確認できなかっ
た⽊材等が混ざってしまっては合法性が確認できた⽊材等として流通させることができなくなっ
てしまうため、それらを分別して管理する体制を整備する必要があります7。具体的には、⼟場、
貯⽊地、倉庫等での保管や、出荷、加⼯等の各段階において、合法性の確認ができた⽊材等とそ
れ以外の⽊材等とを分別して管理します。⽅法としては、物理的な区画のほか、テープ等での明
⽰、時間的な区分等が挙げられます。 
 また、違法伐採リスクを評価するために収集すべき情報や、収集した情報をどのように評価す
るかをあらかじめ整理しておくことで、合法性確認を効率的に実施することができます。本⼿引
きではそのような情報や評価項⽬をチェックリストとして⽰しています（４〜6 章）。合法性確認
に慣れた事業者は、チェック項⽬等を取捨選択してリストを作り替え、⾃らの事業の性質に適し
た内容となるよう改善を継続していくことが有効です。 
 

【判断基準省令第 6 条】 
⽊材関連事業者は、合法伐採⽊材等の流通及び利⽤を促進するため、合法伐採⽊材等の分別

管理、合法伐採⽊材等の利⽤を確保するための措置に関する責任者の設置その他の必要な体制
の整備を⾏うこととする。 

 
2.2 合法性確認を⾏うタイミング 
 合法性確認は、契約時等の物品を⼊荷する前⼜は⼊荷と同じタイミングに実施することが⼀般
的です。例えば、国産材を扱う原⽊市場の場合は、丸太の市場への搬⼊と同時に荷⼊れ伝票や証
明書等が提出されることが多いため、合法性確認はそのタイミングで⾏うことが⼀般的と考えら
れます。輸⼊材を扱う流通事業者の場合は、⽊材等が⽇本国内に輸⼊されるタイミングで⾏うこ
とが⼀般的と考えられます。 

合法性確認は個別の取引等の状況と密接に関わりながら進⾏するため、必ずしも全ての⼿順が
同じタイミングで⾏われるとは限らないことに注意が必要です。例えば、契約時に調達先事業者
や原産国、樹種等、その時点で⼊⼿できる情報に基づき⼀部の合法性確認を⾏い、物品の⼊荷時
等の残りの情報（調達する⽊材等の合法性の根拠となる書類等（納品書や仕⼊書（インボイス）、
パッキングリスト、法令に適合して伐採されたことの証明等。詳細は 4 章に後述）が調達先から
                                                       
7 判断基準省令第 6 条 
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提供されたタイミングで、合法性確認のすべての⼿順を完了する、といったことが考えられます。
このように、各⼿順やそれらの結果が互いに影響を与えながら、順序が⼊れ替わったり、同時進
⾏したりすることがあり得ることに留意が必要です。 

また、個別取引ごとに合法性確認を⾏うと事務量や書類が膨⼤となり、当該事業者や取引先の
負担が過⼤となることから、同⼀の調達先から供給された同⼀の伐採国⼜は地域の、同⼀樹種の
樹⽊を原材料とする⽊材等の取引については、⼀定期間内に調達したものについては、まとめて
合法性確認を⾏うこともできます。ただし、その場合であっても、１年ごとなど定期的に、合法
性確認を⾏うことが求められます。また、同⼀の取引先からであっても、新たな種類（品⽬）の
⽊材等を調達する際若しくは⽊材等の原材料となる樹⽊の伐採国⼜は地域が変更された際には、
改めて合法性確認を⾏うことが求められます。 
 
 
3 合法性確認等の全体像 
 第⼀種⽊材関連事業による合法性確認は国内に⽊材等を最初に流通させる際に⾏われるため、
特に重要です。このため第⼀種⽊材関連事業においては、第⼆種⽊材関連事業より詳細な合法性
確認を⾏うことが求められています8が、1.1 節や【解説編】２章で述べたとおり、第⼀種⽊材関
連事業における合法性確認を効果的かつ効率的なものとするには、リスクベースアプローチの考
え⽅に基づくデュー・デリジェンスを⾏うことが有効です。この考え⽅を踏まえ、本⼿引きでは、
⽊材等の合法性確認の⼿順について、リスクを特定（⾒える化）する材料を収集する「⼿順１：
書類の収集」、それに基づいてリスクの評価を⾏う「⼿順２：違法伐採リスク評価」、⼿順 2 でリ
スクが無視できるレベルとは判断できなかったものについて、リスクに応じた対策を検討する「⼿
順３：リスク緩和措置」の３段階に分けて解説していきます。 

まず本章では、⽊材等を調達先から譲り受けてから、販売先に譲り渡すまでに⾏う合法性確認
等の全体像について、上記の⼿順１〜３の概要及び【解説編】2.1 節でもその重要性を述べた「記
録保存と販売先への書類提供」について解説します。これらの⼿順の流れをフローチャートにま
とめたものが図２です。また参考として、第⼆種⽊材関連事業における合法性確認等についても
解説します。⼿順１〜３については４章〜６章でさらに詳細に解説しますが、⼿順１〜３に対応
した書類収集やリスク評価のためのチェックリスト１〜３を活⽤して実施することが効果的です。 
 
3.1 ⼿順１：書類の収集 
 クリーンウッド法では、⽊材関連事業者は⽊材等の調達先から、合法性を証明する書類や、伐
採国⼜は地域、樹種などの情報が記載された書類等を収集することが求められています9。⼿順１
ではこれらの書類の収集を⾏います。また、これらに加えて、調達した⽊材等や調達先に関する
情報等の補⾜情報をあわせて収集することで、⼿順２以降の、違法伐採リスクの特定等を効率的
に進めることができます。収集すべき情報が掲載された書類等の例をチェックリスト１に掲載し

                                                       
8 基本⽅針 2-3 
9 判断基準省令第 2 条 
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ています。このチェックリスト１を⽤いて、⽊材等の調達先に情報提供の依頼をすることも有効
です。 
 
3.2 ⼿順２：違法伐採リスク評価 
 ⼿順２「違法伐採リスク評価」では、事業者は⼿順１で収集した書類や補⾜情報を確認し、取
り扱う⽊材等の違法伐採リスクを評価します。その際、確認すべき事項の例をチェックリスト２
に掲載しています。その結果、違法伐採リスクが無視できるレベルに⼩さいと評価できた⽊材等
については、合法性が確認できたと判断します。無視できないレベルと評価した⽊材等について
は、合法性が確認できなかったと判断します。 
 
3.3 ⼿順３：リスク緩和措置 
 ⼿順２で合法性が確認できなかったと判断した⽊材等に対しては、⼿順３「リスク緩和措置」
を⾏います。事業者は追加の情報収集に基づく違法伐採リスクの再評価、あるいは当該⽊材等の
取扱いの回避により、リスクの緩和を図ります。追加の情報収集の内容をチェックリスト 3 に例
⽰しています。追加の情報収集を⾏い、それらに基づきリスクを再評価した結果、リスクが無視
できるレベルと評価できた⽊材等は、合法性が確認できたと判断します。リスクが無視できない
レベルと評価された⽊材等は合法性が確認できなかったと判断します。違法伐採リスクの対処が
困難な⽊材等については、合法伐採⽊材の流通及び利⽤を促進する観点から、取引を回避するこ
とも重要な選択肢の⼀つです。 
 
3.4 記録保存と販売先への書類提供 
3.4.1 記録保存 

クリーンウッド法では、第⼀種⽊材関連事業において、以下の書類及び記録を 5 年間保存する
ことが求められています10。 
(1) 丸太⼜は⽊材等の原材料となっている樹⽊が我が国⼜は原産国の法令に適合して伐採された

ことを証明する書類 
(2) その書類⼜はそれ以外の我が国⼜は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報の内

容に対し、法令等情報その他必要な情報を踏まえて⾏った確認に関する記録 
⼿順 1 で収集した書類は（1）に相当します。(2)については、事業者の任意の形式で対応する

ことが可能ですが、チェックリスト１〜３の記録が相当するため、これらを保存することも有効
です。 

これらの記録は、⾃社の合法性確認の⼿順を⾒直したり、評価の精度を向上させたりする際に
も役⽴てることができます。また、事業者が適切に合法性確認を⾏ったことの根拠となりますの
で、国や取引相⼿等から合法性確認に関する報告を求められた場合などにも役⽴つ他、SDGs 等
の観点から⾃社の価値を説明する根拠にも活⽤可能と考えられます。 
 

                                                       
10 判断基準省令第 5 条 
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3.4.2 販売先への書類提供
クリーンウッド法では、第⼀種⽊材関連事業において⽊材等の販売等を⾏う場合（消費者への

販売の場合を除く）、以下の 2 事項を記載⼜は記録した書類を、当該⽊材等の販売先等に提供する
ことが求められています11。
(1) 収集した情報の内容の確認を⾏った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
(2) クリーンウッド法第８条に基づく⽊材関連事業者の登録、その他合法伐採⽊材等の流通及び

利⽤の促進に資する制度に基づく登録、認証⼜は認定を受けている者である場合にはその旨
（例えば、森林認証の認証番号や業界団体認定の認定番号等）

3.5 第⼆種⽊材関連事業における合法性確認（参考） 
第⼆種⽊材関連事業においても、⽊材等を譲り受ける際に、調達先からの書類によって我が国

⼜は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認を⾏いますが、第⼀種⽊材関連事業とは
⽅法が異なります12。確認する書類は、調達先が合法性の確認を⾏った旨及び合法性の確認ができ
た場合はその旨が記載⼜は記録された書類13、その他合法性の確認に資する書類14ですが、第⼀種
⽊材関連事業を通じて販売された⽊材等については 3.4.2 項で規定される書類等、第⼆種⽊材関
連事業を通じて販売された⽊材等については下記の書類が該当します。

第⼆種⽊材関連事業における⽊材等の販売にあたっては、以下の 2 事項を記載⼜は記録した書
類を販売先等に提供することが求められます。
(1) 調達先から提供された書類の内容の確認を⾏った旨、及び合法性の確認ができた場合にはそ

の旨
(2) クリーンウッド法第８条に基づく⽊材関連事業者の登録、その他合法伐採⽊材等の流通及び

利⽤の促進に資する制度に基づく登録、認証⼜は認定を受けている者である場合にはその旨
（例えば、森林認証の認証番号や業界団体認定の認定番号等）

また、第⼆種⽊材関連事業においても、3.4.1 節(2)の書類及び記録を 5 年間保存することが求
められています15。

11 判断基準省令第 4 条
12 基本⽅針 2-3
13 判断基準省令第 4 条
14 判断基準省令第 2 条第 3 号
15 判断基準省令第 5 条
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図 2 合法性確認⼿順フローチャート
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4 ⼿順 1：書類の収集＜チェックリスト 1 参照＞ 
⼿順１の書類の収集では、調達先の事業者に対し、以下のア）〜カ）の事項が記載された書類

の提供を求めます。伐採国や⽊材等の種類によってはこれらの書類の全てを収集することができ
ない場合もありますが、求めて得られなかったということも⼿順 2 の違法伐採リスク評価におい
て活⽤できる情報となり得ますので、全ての書類の提供を求めることが重要です。

またア）〜カ）に加えて、キ）補⾜情報の提供も調達先の事業者に求め、⼿順２において役⽴
てることも可能です。チェックリスト１にはそれぞれの事項が記載された書類の例を掲載してい
ます。

なお、国産材については樹⽊の伐採時に⾏政⼿続が必要となることが⼀般的ですが、⼿順１で
収集したい情報は、多くが当該⾏政⼿続書類に記載されています。チェックリスト１には、国内
の⾏政⼿続書類の詳細な例を A 欄に掲載していますので、当該欄及びこれらの書類を活⽤するこ
とで⼿順１の効率化を図ることができます。

ア）〜キ）及び A）の書類の内容等については、それぞれ以下のとおりです。

ア）原材料となっている樹⽊が我が国⼜は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書
類
調達する⽊材等の原材料となっている樹⽊が法令に適合して伐採されたことを証明する書類

（合法性証明書）は、⽊材等の合法性確認の上で最も重要な書類です。以下の書類が該当します。
複数の伐採国⼜は地域で伐採された樹⽊が原材料となって製造される⽊材等の場合には、それ

ぞれについて、法令に適合して伐採されたことを証明する書類を収集します。

 政府や地⽅⾃治体等の公的機関が発⾏する合法性証明書（国産材の場合は後述する A）及び
別表１を参照）

 森林認証や合法性検証等の第三者機関による認証等を受けた事業者が発⾏する合法性証明書
 林野庁ガイドラインに基づく合法⽊材供給事業者認定を受けた事業者が発⾏する合法性証明

書
 伐採者等が⾃主的に発⾏する合法性証明書

各国の公的機関が発⾏する証明書として、具体的にどのような書類が法令に適合して伐採され
たことを証明するものなのか、林野庁情報サイト「クリーンウッド・ナビ」の国別情報のページ
で情報提供を⾏っています。また、国際機関等も同様の情報を提供しています16。国産材について
は、後述の A）とともに、本⼿引きの別表１に⽰しています。

公的機関が発⾏する証明書が最も厳格に合法性を証明していると考えられますが、伐採にあた
り公的機関からの証明書が必要ではない場合や公的機関からの証明書が発⾏されない国や地域が
あることから、公的機関により証明書が⼊⼿できない場合もあります。その様な場合は、第三者
機関による認証等と受けた事業者が発⾏する合法性証明書や伐採者等が⾃主的に発⾏する合法性

16 本⼿引きの別冊「リスク評価関連情報提供サイトのリスト」に例を記載しています。
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証明書の活⽤が考えられます。これらの森林認証や合法性検証、林野庁ガイドラインに基づく認
定は⺠間の取組であることに注意が必要です。 

森林認証や合法性検証、林野庁ガイドラインに基づく認定は、個々の⽊材等ではなく事業者に
対して認定証や認定番号が発⾏されていることに注意が必要です。このため、認定証に加え、認
定制度に基づく、調達する⽊材等に対する合法性証明書を⼊⼿することが重要です。合法性証明
書の形態としては、証明書や宣誓書のような形のほか、⽊材等の合法性を証明する⽂⾔が記載さ
れた納品書や契約書である場合があります。 
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（参考）森林認証とは 

森林認証とは、持続可能な管理がなされている森林に対して、独⽴した第三者機関が⼀
定の基準に基づいて審査・認証を⾏い、認証された森林から産出される⽊材及び⽊材製品
を分別し、認証材として表⽰管理する仕組みです。認証の基準等はそれぞれの機関によっ
て異なりますが、適正な森林管理に対する FM（Forest Management）認証と、そこから
⽣産された⽊材の加⼯流通段階における適切な管理に対する CoC（Chain of Custody）認
証の⼆種類の認証によって仕組みが構成されることが⼀般的です。事業者は経営している
森林の⼀部のみについて FM 認証を取得することができますし、⼀部の事業所や製品グ
ループに限って CoC 認証を取得することもできます。また CoC 認証を取得した事業者は
⾮認証材を取り扱うこともできます。代表的な森林認証としては FSC や PEFC、SGEC が
挙げられます（表 3）。 

また、FSC や PEFC では「ミックス製品」というカテゴリーもあります。これは CoC
認証を受けた事業者が、認証林から⽣産された認証材に、合法性などについての⼀定の規
格に合致して調達された⽊材（FSC では「管理⽊材（Controlled Wood）」、PEFC では「管
理原材料（Controlled Source）」と呼ばれます。）を混ぜて製造した製品です。 

 
表 3 主な森林認証 

FSC 
（森林管理協議会：Forest 
Stewardship Council） 

 WWF（世界⾃然保護基⾦：World Wide Fund for 
Nature）を中⼼に発⾜した認証の仕組み。 

 世界的規模で森林認証を実施。 
PEFC 
（PEFC 森林認証プログラム：
Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes） 

 ヨーロッパ 11 カ国の認証組織が連携して発⾜した認
証の仕組み。 

 PEFC の基準・指標に合致した各国の認証制度と相互
承認する仕組みによって、世界的規模で広がっている。 

 相 互 承 認 し て い る 各 国 の 認 証 制 度 の 例 ： SGEC
（Sustainable Green Ecosystem Council、⽇本）、SFI
（ Sustainable Forestry Initiative 、 北 ⽶ ）、 CSA
（Canadian Standards Association、カナダ）、MTCC
（Malaysian Timber Certification Council、マレーシ
ア）、Responsible Wood（オーストラリア・ニュージー
ランド） 

SGEC 
（⼀般社団法⼈ 緑の循環認証会
議：Sustainable Green Ecosystem 
Council） 

 我が国の林業団体や環境 NGO 等により発⾜した認証
の仕組み。 

 我が国の実情に応じた基準等を設定。 
 PEFC と相互承認している。 
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（参考）林野庁ガイドラインに基づく合法性証明とは
林野庁ガイドラインは、正式には、「⽊材・⽊材製品の合法性、持続可能性の証明のため

のガイドライン」といい、解説編 1.3.2 項でも解説したとおり、我が国の違法伐採対策と
して、平成 18（2006）年にグリーン購⼊法の基本⽅針が⾒直され、政府調達において合法
性や持続可能性が証明された⽊材の調達を促進する措置が導⼊されたことに併せて、⽊材
の合法性や持続可能性の証明の基準として⽰されたものです。

林野庁ガイドラインでは、合法性等の証明⽅法として、森林認証等を活⽤する⽅法、業
界団体の認定を活⽤する⽅法、個別企業等の独⾃の取組による⽅法が⽰されています（表
４）。このうち業界団体の認定を活⽤する⽅法は広く普及しており、公共調達のみならず、
⺠間の取引にも拡⼤しつつあります。

林野庁ガイドラインでは、上記の何らかの認証や認定を受けた事業者間での取引におい
て、森林所有者等から国等の発注者までの商流上の全ての事業者が、「調達先から受領し
た証明書等を踏まえて証明書を作成し、次の取引相⼿に交付する」ことを繰り返していく
ことを基本としています。合法性についての情報を取引先に伝達するという⾯ではクリー
ンウッド法と似ていますが、クリーンウッド法は「対象事業者は認証や認定を受けた者に
限られない」、「調達する事業者は、証明書を受領するだけでなく、当該⽊材等について、
主体的に合法性確認を⾏う」という⾯で林野庁ガイドラインとは異なる取組です。

表 ４ 林野庁ガイドラインに基づく合法性の証明⽅法
森林認証制度及び
CoC 認証制度を活⽤
した証明⽅法17

 事業者は、森林認証⼜は CoC 認証を取得する。
 伐採事業者等は、認証森林から⽣産された⽊材等であることの証明

書を販売先に発⾏。
 流通・加⼯事業者は、認証⽊材等を譲渡す際は、CoC 認証取得の証

明書を発⾏するとともに、各認証制度の基準に応じて、製品にラベ
リング等を実施。

森林・林業・⽊材産業
関係団体の認定を得
て事業者が⾏う証明
⽅法

 森林・林業・⽊材産業関係団体は、合法性の証明された⽊材等を供
給するための⾃主⾏動規範等を作成。

 上記団体が、当該規範等に基づき適切な取組を実施している事業者
について、申請に基づき認定。

 認定事業者は、取り扱う⽊材等について、合法に伐採されたこと及
び、本取組に係る⽊材等とそれ以外が分別管理されていること等の
証明書を、取引先に発⾏。

個別企業等の独⾃の
取組による証明⽅法

 上記２つの⽅法によらず、個別の事業者が独⾃の取組によって、伐
採から納⼊に⾄るまでの流通経路等を把握した上で証明を実施。

17 森林認証制度及び CoC 認証制度については、p23「（参考）森林認証とは」を参照 
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（参考）合法性検証とは 

合法性検証とは、認証企業などが⼀定の基準に基づいた審査を⾏い、⽊材や⽊材製品が、
伐採国の法律に適合して伐採されたことを証明する制度であり、OLB、LegalSource（旧
VLO 及び VLC）などが知られています18（表５）。森林認証と同様、伐採段階と流通段階
で異なった基準が⽤意されている場合があります。 

 
表 ５ 主な合法性検証 

Origine et Légalité 
des Bois (OLB)19  

 EU ⽊材規則（EUTR）のモニタリング機関である検査・認証企業
Bureau Veritas（本拠フランス）提供。 

 森林事業者認証（17 事業者が取得、2023 年現在。以下、この表に
おいて時点同じ）は主にアフリカの事業者が、CoC 認証（48 事業
者）は欧⽶の事業者も取得。 

LegalSource20  EUTR のモニタリング機関である⾮営利団体 Preferred by Nature
（本拠デンマーク）提供。 

 ⾮営利団体 Rainforest Alliance の SmartWood プログラムが提供
していた合法産地検証 Verification of Legal Origin (VLO)と法順
守検証 Verification of Legal Compliance (VLC)が統合、移管。 

 16 か国 48 事業者が取得。 
Timber Legality 
Verification
（TLV）21 

 EUTR のモニタリング機関である管理・監査・認証企業 Control 
Union Certifications（本拠オランダ）提供。 

 ⽶国レイシー法や EU ⽊材規則に合わせた基準を策定。 
Legal Harvest22  森林認証などの第三者認証・監査企業 Scientific Certification 

Systems（SCS）（本拠⽶国）提供。 
 ⽶国レイシー法、EUTR 等の要求事項を遵守していることを証

明。インドネシアの 2 社が取得。 
Verification of 
Legal Compliance 
(VLC)23  

 UKTR のモニタリング機関であり、英国⽊材貿易連合（UK TTF）
が監 査機関とし て契約して いる英国の 第三者認証 機 関 Soil 
Association 提供。 

 
                                                       
18 出典：平成 30 年度林野庁委託事業「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち追加的措置の先進
事例収集事業報告書 p17 
19 https://www.bureauveritas.fr/besoin/certification-olb 
20 https://preferredbynature.org/certification/legalsource/certify-your-due-diligence 
21 https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/tlv-
timber-legality-verification 
22 https://ja.scsglobalservices.com/services/timber-legality-verification-legal-harvest 
23 https://www.soilassociation.org/certification/forestry/forest-management-fm/is-your-timber-
legal/ 
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イ）原材料となっている樹⽊の所有者⼜はその⽊材の輸出者の⽒名、名称、住所 
調達先の事業者とは、国産材の場合は原材料となっている樹⽊の所有者（森林所有者⼜は素材

⽣産業者）、輸⼊材の場合はその輸出事業者（シッパー）のことです。所有者が複数の場合は、そ
れぞれについて情報を収集します。なお、合法性確認を⾏う事業者⾃⾝が樹⽊の所有者である場
合は情報収集は不要となります。第⼀種⽊材関連事業者にとっては直接の取引相⼿の情報ですの
で、容易に把握することができる場合が多いと考えられます。⾔い換えれば、素性の分からない
事業者等との取引は慎重に検討すべきと思われます。 

⼀般的には、⽊材等の売買契約書のほか、輸⼊材については通関時に必要となる書類、国産材
については⾏政⼿続書類に記載されています。 
 
ウ）樹⽊が伐採された国⼜は地域 

調達する⽊材等の原材料となっている樹⽊の伐採地の情報であり、ア）の書類が国の制度に基
づく証明である場合は国名が、地⽅⾃治体等による証明である場合は地域名が該当します。輸⼊
材の場合、⽊材等の調達先の国⼜は地域（イの輸出者の所在地）と、その原材料となった樹⽊が
伐採された国⼜は地域が異なる場合があるため注意が必要です。また、調達した⽊材等の原材料
が複数の国⼜は地域で伐採された⽊材から構成されている場合、それぞれの伐採国⼜は地域の情
報が必要です。 

当該伐採国⼜は地域において、汚職や腐敗が⾏われている可能性が⾼い等、法制度が適切に機
能しているか懸念がある場合や、違法伐採対策に関する法令が整備されていない場合などでは、
輸⼊する⽊材等に関するア）の書類が合法性の確認に⼗分なものであるか、より慎重な判断が求
められます。 

⼀般的には、ア）の書類のほか、輸⼊材については通関時に必要となる書類（丸太及び製材の
場合、原産地証明書等）に記載されている場合があります。 
 
エ）原材料となっている樹⽊の樹種名 

原材料となっている樹⽊の樹種名とは、通常の取引で使⽤される樹⽊の名称です。樹種名には、
「スギ」、「ダグラスファー」等、⽣物学的に単⼀の種の名称もあれば、「メランティ（マレーシア・
インドネシア産サラノキ属の多く）」、「ユーカリ（ユーカリ属）」等、単⼀の属の中の複数の種を
指す名称もあります。さらに「SPF（北⽶産トウヒ属、マツ属、モミ属の総称）」のように、複数
の属を含むものの範囲が明確な総称や「その他広葉樹」等、範囲が明確ではない総称が⽤いられ
ることもあります。⼊⼿した樹種名の情報が⽰す範囲を把握することが重要です。この際、⽊材
表⽰推進協議会の「⽊材に表⽰する樹種名24」にまとめられている樹種名を参考にすることも有効
です。 

ワシントン条約（CITES）や伐採国・地域の法令等によって、伐採や流通が禁⽌・制限されて
いる樹種があることや、希少性が⾼いなどの理由により、違法伐採の対象となりやすい樹種があ
ることに注意が必要です。樹種情報は、調達先からの書類がなくても、納⼊された⽊材等の⽬視

                                                       
24 https://fipcl.jp/jusyumei.html 
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や分析によって直接確認することができる点が⼤きな特徴です。
⼀般的にはア）の書類や納品書、契約書のほか、輸⼊材については通関時の書類（パッキング

リストやタリーシート等）にも記載されている場合があります。

オ）⽊材等の種類
⽊材等の種類（品⽬）は「1.3 対象物品」の表１の項⽬が相当します。なお、国産材の場合は丸

太となります。
⽊材等の種類から、その物品が単⼀の材料でできている⼜は組み合わせたものなのか、伐採国

⼜は地域、樹種が異なる複数の部材等を組み合わせたものなのかを推し量ることができ、合法性
確認を⾏う上で必要な作業の把握に役⽴てることができます。

⼀般的には納品書、契約書に、輸⼊材については通関時に必要となる書類（仕⼊書／インボイ
ス等）に記載されています。

カ）重量、⾯積、体積、数量
調達する⽊材等の数量の情報であり、業界統計などで使われている単位を⽤いることが望まし

いです。⽊材等の種類（品⽬）によって単位が異なることが多く、丸太や製材品は体積、合板等
は体積や⾯積、チップは重量、家具等は数量（個数）で表されることが⼀般的です。

把握した数量等が、ア）の証明書類等に記載された数量等に⾒合ったものであるか等を推し量
ることができます。

⼀般的には納品書や契約書のほか、輸⼊材については通関時に必要となる書類にも記載されて
います。また、国産材については、市場等の第⼀種⽊材関連事業者⾃らが検量することも多いと
考えられます。

キ）補⾜情報
補⾜情報とは、ア）〜カ）以外の情報で合法性の確認に役⽴てることができる情報です。補⾜

情報はクリーンウッド法において収集を明⽰的に求めるものではありませんが、⼿順２の違法伐
採リスク評価において、「違法伐採リスクは無視できるレベル」と判断するために有効なことがあ
ります。

以下に具体的な補⾜情報の例を⽰しますが、これらに限定されるものではありません。

(1) 調達する⽊材等に関する補⾜情報
 森林所有者⼜は樹⽊の伐採を⾏った事業者から調達先までの取引関係の情報

森林所有者⼜は樹⽊の伐採を⾏った事業者から調達先までの取引関係についての情報は、
ア）の書類が調達する⽊材等と対応するものかの確認に活⽤できます。

 伐採地の詳細な情報
政府の汚職・腐敗や違法伐採事例が知られている国で伐採された樹⽊を原材料とする⽊

材等であっても、伐採コンセッション等の情報や、当該地域⼜は⼟地区分（国有地と⺠有地
など）では違法伐採事例が少ないことの情報を得ることは、違法伐採リスクの評価に役⽴つ
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ことがあります。
 原材料となった⽊材が⼈⼯林由来⼜は植林⽊であるか否かの情報

チークやマホガニー等、樹種によっては、天然林由来のものと⼈⼯林由来⼜は植林⽊であ
るかによって違法伐採リスクが異なるため、その情報を得ることは違法伐採リスクの評価
に役⽴つことがあります。

(2) 調達先に関する補⾜情報
 調達先の事業者との「合法伐採⽊材等を供給する」旨の契約書等

契約によって調達先は⼀定の制限を課されることから、納⼊する⽊材等について、合法性
に関する条件が付与されているか否かという情報は、調達先の評価に活⽤できます。

 調達先との取引実績、⽊材等の合法性に関し、これまで問題になったことはないか
調達先との取引実績や、その中で調達先が⽊材等の合法性に関し問題になったことがな

かったか等の情報は、調達先の評価に活⽤できます。
 森林認証や合法性検証等、信頼のできる独⽴した第三者機関による認定証、林野庁ガイドラ

インに基づく、森林・林業・⽊材産業関係団体からの合法⽊材供給事業者認定番号
ア）で述べたように、事業者に対する認定証等のみでは調達する⽊材の合法性が証明され

ているとは⾔えませんが、認証や認定の要件とされていることによって調達先は⼀定の制
限を課されることから、調達先の評価に役⽴てることができます。

 調達先の事業者の、合法性に関する⾃⼰宣⾔や取組についての報告等
調達先の評価に役⽴てることができます。

A）国内の⾏政⼿続の詳細
我が国における樹⽊の伐採に係る法令に基づく⾏政⼿続書類について、別表１に詳細に記載す

るとともに、チェックリスト１でも A 欄に整理しています。基本的にはア）の書類に該当します
が、⼿続の種類によってはイ）、ウ）、エ）の情報も記載されている場合があります。したがって、
国産材においては、まずは別表１（チェックリスト１の A 欄）に記載した書類の収集を試みるこ
とで、⼿順の効率化を図ることができます。



記入日： 年 月 日　

チェックリスト１　木材等の調達先に対し提供を求める事項 社内管理番号：

自由記載欄
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□

□
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事項 収集した書類 （該当するものを選択）

木材等の合法性の確認のためのチェックリスト

取引内容：

取引相手：

担 当 者 ：

責 任 者 ：

ア

原材料となっている樹木
が我が国又は原産国の
法令に適合して伐採され
たことを証明する書類

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

ウ

樹木が伐採された国又
は地域：

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

イ

原材料となっている樹木
の所有者又はその木材
の輸出者の氏名、名称、
住所：

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

エ

原材料となっている樹木
の樹種名：

納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

オ

木材等の種類（品目）：
納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

カ

重量、面積、体積、数量：
納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

保安林又は保安施設地区における立木の伐採に係る許可書及び許可
決定通知書（保安林（保安施設地区）内立木伐採許可決定通知書　等）

国有林野事業に関する売買契約書

その他（具体的に記載） ： 

キ 補足情報

第三者機関による認証の証明書等（森林認証、合法性検証等）

林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定書

その他（具体的に記載） ： 

Ａ
国内の行政手続き書類
の詳細

伐採及び伐採後の造林の届出書（伐採造林届）（伐採届を受けて市町村
から発出される適合通知書又は確認通知書を含む）

森林経営計画（森林経営計画の認定書を含む）

開発行為に係る許可の申請書及び許可書（いわゆる林地開発許可書）

28
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5 ⼿順 2：違法伐採リスク評価＜チェックリスト２参照＞ 
5.1 書類の確認 

⼿順１における書類の収集の結果についてチェックリスト 1 を⽤いて確認します。続いて、情
報の評価をチェックシート２で⾏います。

5.2 違法伐採リスクの評価 
収集した書類等の内容をチェックリスト２に当てはめ、原材料となった⽊材が法令に適合せず

に伐採された可能性（違法伐採リスク）に係る情報の評価を⾏います。具体的には下記の考え⽅
や留意事項を踏まえ、「確認内容」の各項⽬に該当するかを判断し、該当する場合はチェック欄に
チェックします。なお、チェック欄は「低リスク評価寄与度」が３段階に分かれていますが、低
リスク評価寄与度が⾼い項⽬にチェックできれば、点線で囲まれた寄与度が更に低い項⽬の確認
を省略することも可能と考えられます。

各項⽬に「⾃由記載欄」を設けています。この欄に、チェックを⾏った根拠や、参照した情報
（クリーンウッド・ナビの国別情報やリスク評価関連情報提供サイト等）、特記事項等を具体的に
記載することにより、次回以降の合法性確認に役⽴てることができます。また、事業体において、
⽊材等に関する情報や参照情報が別途整理されている場合は「⾃由記載欄」に情報を記載するの
ではなく、チェックリストと⽊材等に関する情報が紐付くように管理することも有効と考えられ
ます。

以下にチェックリスト２の各項⽬の考え⽅や、参照できる情報に関する留意事項（以下、⾏頭
「■」で列記。）などを記載します。

１ 総論 

（１） 収集した全ての書類は、期限は有効、発⾏⽇は妥当なものです。
収集した書類の期限が有効か及び発⾏⽇は妥当かについて確認を⾏います。違法伐

採由来の⽊材に対して、有効期限が切れた書類のコピーが使いまわされる事例が散⾒
されるため、書類の有効期限や発⾏⽇を確認することが重要です。
■ 保管期間が⻑期にわたる⽊材等もあることから、発⾏⽇が古いことのみをもって、

違法性のリスクが⾼いとは⾔えませんが、調達先への聞き取りや棚卸記録などの
確認によって妥当性を確認することが有効です。

（２） 調達する⽊材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国⼜は地域、樹種名）を
把握できています。

⼿順１で収集した書類により、調達する⽊材等の全量についての情報が得られる場
合、違法伐採リスクが低いと考えられます。
■ 証明書類が全量を証明するものなのか、⼀部のみを証明するものなのか、確認す

ることが重要です。

（３） 調達した⽊材等は、単⼀の材料でできている⼜は組み合わせたものです。
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単⼀の材料から成る⽊材等はサプライチェーンが⽐較的単純であると考えられるこ
とから、違法伐採リスクが相対的に低い可能性があります。
■ 複数の部材や材料を組み合わせた製品の場合、収集した書類や情報はその⼀部に

ついてのみの可能性があるため、注意が必要です。
■ ⼀種類の部材や材料からなる製品であっても、複数の伐採地域や樹種の⽊材等で

構成されている場合があることに注意が必要です。

（４） 調達する⽊材等の⼀部についての情報（合法性の証明、伐採国⼜は地域、樹種名）を
把握できています。

合法性の証明、伐採国⼜は地域、樹種名の根拠が原材料の⼀部しか把握できない場
合は全部把握できる場合と⽐べてリスクが⾼いと考えられますが、リスクの⾼さは、
不明な量が調達量全体の中に占める割合によっても変わってくるものと考えられま
す。
■ 複数の部材や材料を組み合わせた製品の場合、その⼀部の部材についてのみの書

類である場合があります。また、製材やチップ等の加⼯度の低い⽊材でも、複数
のコンセッションで伐採された樹⽊を原材料として調達しているにも関わらず、
⼀部の書類しか提供されていない場合があります。

■ 提供された書類に記載されている数量より調達した⽊材等の量が下回る場合にお
いても、全ての⽊材等についての証明となっていない場合があり得ることに注意
が必要です。

２ 原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する

書類や情報 

法令に適合して伐採されたことを確認する上で最も重要な書類ですが、必ずしも公的書類
が⼊⼿できるとは限りません。状況に応じて、合法性の確認を⾏うに⼗分な情報を得る⼯夫
をすることが⼤切です。

（１） 調達した⽊材等について、原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合
して伐採されたことを証明する公的機関が発⾏した書類を取得しています。

■ 伐採国・地域の公的機関から発⾏される書類が必ずしも伐採段階の合法性を担保
しているわけではないことに注意が必要です。特に、通関時の書類は最も⼊⼿し
やすいと考えられますが、伐採段階の合法性を証明する書類と紐づけられている
国もあれば、そのような制度になっていない（通関時の書類が伐採段階の合法性
を担保しない）国もあります。

■ 伐採された⼟地の区分によっては、⼀つの書類で伐採段階の合法性を担保できる
場合もあれば、複数の書類や情報を揃えることが必要な場合もあります。また、
ワシントン条約（CITES）附属書に記載されている樹種の場合などでは、⼟地区
分ではなく樹種によって許可が必要になる場合があります。
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■ 伐採に関する許認可制度等がない場合も存在します（国産材の場合、森林法の対
象外の⼟地で伐採された⽊材など）。そのような場合でも、次に⽰す（２）から（５）
の情報によって合法性が確認できたと判断できる場合があります。 

■ 参照情報に掲載されていない書類を取得した場合は、事業者⾃⾝で制度を確認す
る、サプライヤーに追加の説明を求めるなどの⼯夫を⾏うことが考えられます。 

■ チェックリスト２において、この項⽬の低リスク評価寄与度を「⼤」としていま
すが、伐採国・地域の法執⾏状況が不⼗分で違法伐採リスクが⾼いと考えられる
場合には、公的書類を⼊⼿できたことのみをもって合法性の評価を⾏うのではな
く（２）の第三者機関による認証情報等の情報を合わせるなどの⼯夫を⾏うこと
も重要です。 

＜参照情報＞ 
○ 国産材：別表１ 
〇 輸⼊材：クリーンウッド・ナビの国別情報、リスク評価関連情報提供サイトのリ

スト 
 
（２） 調達した⽊材等について、森林認証（FSC や PEFC 等）や合法性検証等、第三者機関

による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています。 
国産材と⽐較して輸⼊材は、法令に適合して伐採されたことを証明する公的機関が

発⾏した書類の⼊⼿の難易度が⾼い⼀⽅で、森林認証や合法性検証が広く普及してい
るため、その証明書であれば⽐較的容易に収集できる場合があります。また、伐採国
や樹種から、公的機関が発⾏した書類だけでは違法伐採リスクが低いと評価できない
場合においても、第三者機関による認証等の活⽤は有効と考えられます。 
■ 森林認証や合法性検証の信頼性に対し、疑義が⽣じている伐採国や加⼯国も存在

しますので、留意が必要です。 
■ 調達先事業者に対する認証ではなく、調達した個別の⽊材等についての証明書を

収集する必要があることに注意が必要です。 
 
（３） 調達した⽊材等について、林野庁ガイドライン（平成 18 年）に基づく合法⽊材供給事

業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています。 
国産材については、現在多くの森林組合や素材⽣産事業者が林野庁ガイドラインに

基づき森林・林業・⽊材産業関係団体の認定を受け、合法性証明書を付けた丸太を供
給しています。輸⼊材については、現在はアメリカの広葉樹輸出協会、カナダのケベッ
ク⽊材製品輸出振興会とロシアの極東⽊材輸出協会（ダリエクスポートレス）が海外
の認定団体となっており、これらの団体の認定を受けた事業者が合法性証明書を発⾏
しています。これらの合法性証明書を⽤いて、違法伐採リスクが低いと評価すること
も可能です。 
■ 調達先事業者に対する認定書ではなく、調達した個別の⽊材等についての証明

書を収集する必要があることに注意が必要です。 
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＜参照情報＞
〇 合法⽊材ナビ25：林野庁ガイドラインに基づく合法性証明の仕組みや、団体認定を

受けた事業者名を確認することができます。

（４） 伐採者が⾃主的に発⾏した、原材料となった樹⽊について法令に適合して伐採したこ
との証明書を取得しています。

公的機関からの証明書等が発⾏されず、第三者機関による証明書も得られない場合
などには、樹⽊の所有者等による⾃⼰証明を取得することにより違法伐採リスクを評
価することも可能と考えられます。

海外では、⽶国など公的機関による伐採許可書等の発⾏が⾏われないケースや、私
有地に対して伐採に関する届出等が不要なケースがあり、これらの場合に⾃⼰証明の
活⽤が有効と考えられます。
■ ⾃⼰証明を活⽤する場合には、証明書発⾏者の信頼性を合わせて評価することが

重要です。
■ ⾃⼰証明を⽤いる理由について調達者に確認することにより、⾃⼰証明を違法伐

採リスクの評価に活⽤する妥当性の評価に役⽴てられると考えられます。
■ 証明書類が紛失され、提供を受けられない場合においても、当該⽅法を活⽤する

ことが考えられます。

（５） 調達した⽊材等について、森林所有者や樹⽊の伐採を⾏った事業者から調達先までの
取引関係を把握しています。

直接の調達先から森林所有者⼜は樹⽊の伐採を⾏った事業者までの取引関係が明確
であれば、違法伐採リスクは低いと評価することもできます。公的機関からの書類や、
第三者機関等に基づく証明書がない⽊材等、また公的機関からの書類があってもリス
クが⾼い伐採国や樹種からの⽊材等の合法性確認に有益です。
＜参照情報＞
〇 輸⼊材：リスク評価関連情報提供サイト

３ 調達先に関する情報 

（１） 調達先と「合法伐採⽊材等を供給する」旨の契約等を結んでいます。
調達先と「合法伐採⽊材等を供給する」旨の契約等を結んでいる場合、違法伐採リ

スクは低いと評価することが考えられます。

（２） 調達先とは取引実績があり、⽊材等の合法性に関し、これまで問題になったことはあ
りません。

25 http://www.goho-wood.jp/
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調達先との取引実績を違法伐採リスクの評価に⽤いることができます。

（３） 調達先は、何らかの認証や検証等を取得している⼜は認定等を受けている事業者です。 
調達先の事業者が、森林認証や合法性検証、林野庁ガイドラインに基づく合法⽊

材事業者認定など、⽊材の合法性に関する認証や認定を受けている場合、違法伐採
リスクの評価に⽤いることができます。

原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐採されたことの
証明のためには、事業者に対する認定証に加え、認定制度に基づく、調達する⽊材
等に対する合法性証明書を⼊⼿することが重要です。
■ ⽊材等の品質など、合法性とは関係がない認証や認定は該当しないことに留意

が必要です。

（４） 調達先の事業者は、⽊材等の合法性に関する⾃⼰宣⾔や、取組についての報告等を公
表しています。

調達先の事業者が、⽊材等の合法性に関する⾃⼰宣⾔や、独⾃に構築した環境マ
ネジメントシステムや監査委員会による合法性確認の取り組みを⾏い、⾃社のホー
ムページ等で公表している場合があります。このような調達先の取組状況を違法伐
採リスクの評価に⽤いることができます。
＜参照情報＞
○ 調達先のホームページなど

４ 材料となっている樹木が伐採された国又は地域 

（１） 伐採国は汚職・腐敗が⾏われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に関する法令
が整備されています。

公的機関が発⾏した法令に基づき伐採されたことを証明する書類は、違法伐採リス
クの評価において重要ですが、この書類が事業者によって偽造されることや必要な審
査等を経ずに発⾏される可能性もあることから、伐採国における法令の執⾏状況を違
法伐採リスクの評価に活⽤することができます。

また、伐採国で違法に伐採された⽊材対策の法律（例；EU ⽊材規則や⽶国レイシー
法）が整備されていれば、調達する⽊材等の違法伐採リスクはさらに低いと評価する
ことも可能と考えられます。
■ 我が国については、トランスペアレンシー・インターナショナルが公開してい

る 2021 年の腐敗認識指数（CPI）は 73 であり、腐敗は少ないと評価されてい
ます。また、違法伐採対策に関する法律として、クリーンウッド法が施⾏され
ています。
＜参照情報＞

○ リスク評価関連情報提供サイト：トランスペアレンシー・インターナショナルが
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公開している腐敗認識指数が広く使われています。
〇 違法伐採対策に係る法令整備の状況：クリーンウッド・ナビの国別情報や FAO の

TimberLex26に掲載されているものもあります。

（２） 伐採国⼜は地域において、違法伐採や違法⾏為等の報道はありません。
伐採国⼜は地域において汚職・腐敗が深刻だったとしても、森林・⽊材産業とは特

に関連がない場合も考えられます。伐採国⼜は地域における違法伐採や違法⾏為等の
報道の確認を⾏い、そのようなケースが稀であること確認できれば、違法伐採リスク
は低いと評価することが可能と考えられます。
＜参照情報＞
〇 輸⼊材：リスク評価関連情報提供サイト

５ 原材料となっている樹木の樹種 

（１） 調達した⽊材等の原材料の樹⽊について、樹種名を把握しています。
クリーンウッド法で求められている樹種名は、通常の取引で使⽤されている樹種名

ですが、特に⽣物学的な種や属までが把握できる場合、違法伐採リスクが低いと評価
することが可能と考えられます。⼀⽅、「その他広葉樹」などの樹種名は多様な種を含
み、通常の取引で使⽤されていたとしても、樹種による違法伐採リスクの評価が困難
です。
■ 「スギ」、「ダグラスファー」などは⽣物学的に単⼀の樹種名です。「メランティ（マ

レーシア・インドネシア産サラノキ属の多く）」、「ユーカリ（ユーカリ属）」、「ア
カシア（アカシア属）」等は単⼀の属の中の複数の種を指す樹種名です。

＜参照情報＞
○ ⽊材に表⽰する樹種名（⽊材表⽰推進協議会）27

○ ⽊材図鑑：様々な⽊材図鑑が市販されています。また Web サイト28もいくつか公
開されています。

（２） 調達した⽊材等の樹種名は、範囲が明確な総称です。
通常の取引で使⽤されている樹種名のうち、「SPF（北⽶産トウヒ属、マツ属、モミ

属の総称）」などのように、⽣物学的には複数の属を含みますが、範囲が明確なものも
あります。また「その他広葉樹」のように幅広い樹種が該当し得る総称であっても、
伐採国や地域が特定されている、ある程度のサプライチェーンの把握ができていると
いった調達先から範囲を明確にする情報が得られる状況により、⽣物学的な樹種名が

26 https://timberlex.apps.fao.org/
27 https://fipcl.jp/jusyumei.html
28 例：⽇本⽊材情報センター<https://www.jawic.or.jp/woods/sch.php>
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限定的に推測される場合は、樹種名を把握していると判断しても差し⽀えありません。
これらの情報は違法伐採リスクの評価を⾏う上でプラスの情報として評価することが
可能と考えられます。 
■ ハードウッド等、樹種ではなく商品名のみしか明らかでない場合があることに注

意が必要です。 
 
（３） 調達した⽊材等の樹種は、記載された伐採国⼜は地域に分布するものであり、かつ、

当該国⼜は地域において伐採や取引の禁⽌対象となっている樹種は含まれていません。 
調達先から提供された書類に記載された樹種が伐採国に分布するものでない場合、

樹種若しくは伐採国のいずれか、若しくは両⽅が間違っている可能性があります。伐
採国に分布する樹種であるかを確認することは、違法伐採リスクの評価を⾏う上で重
要です。 

また伐採国・地域によっては、伐採や流通が禁⽌されている樹種がある場合があり
ます。これらに該当しないことを確認することは、違法伐採リスクの評価を⾏う上で
重要です。 
■ 樹種によっては伐採や取引に許可制などの規制がある場合もあります。この場合

には、許可書等の必要な⼿続きが⾏われていることを⽰す書類を確認することが
重要です。（２ 原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して
伐採されたことを証明する書類や情報 参照） 

＜参照情報＞ 
〇 ⽊材図鑑：樹種ごとに⾃然分布域、植栽されている国が掲載されている場合があ

ります。 
〇 クリーンウッド・ナビの国別情報 
〇 リスク評価関連情報提供サイト：特に IUCN レッドリスト29には樹種ごとに⾃然

分布域、植栽されている国が掲載されています。 
 
（４） 植林⽊／⼈⼯林由来の⽊材のみが原材料として使われています。 

チークやマホガニーなど、同⼀樹種であっても、植林⽊や⼈⼯林由来の⽊材は天然
林由来の⽊材よりも違法伐採事例が少ない場合もあることから、これらの情報を確認
し違法伐採リスクの評価に⽤いることも可能と考えられます。 

 
（５） 伐採国⼜は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれていません。 

伐採国⼜は地域において、⾼価で希少性が⾼い樹種等、特定の樹種に対して選択的
に違法伐採が⾏われている場合があります。このような場合には、調達した⽊材等の
原材料となっている樹⽊の樹種名について特定できなくても、伐採国で違法伐採が⾏
われている樹種を特定し、調達した⽊材等の原材料には含まれていないことを確認で

                                                       
29 https://www.iucnredlist.org/ja 
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きれば、違法伐採リスクが低いと評価することも可能です。
＜参照情報＞
〇 クリーンウッド・ナビの国別情報、リスク評価関連情報提供サイト

5.3 合法性確認の判断 
チェックリスト 2 の１〜５の各項⽬のチェック結果に基づき、総合的なリスク評価とそれに基

づく合法性確認の判断を⾏います。どれ程度⼜はどの項⽬にチェックが付けば違法伐採リスクが
無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断するかは、チェックリスト２の低リスク
評価寄与度を参考として事業者⾃⾝が判断することとなります。

例えば、調達した⽊材等の原材料となっている樹⽊が伐採国の法令に適合して伐採されたこと
を証明する書類を取得できなくても（2(1), (2), (3)）、伐採国や樹種（4, 5）から違法伐採リスク
が低いと評価することは可能と考えられます。反対に、伐採国の法令に適合して伐採されたこと
を証明する公的機関が発⾏した書類を取得できても（2(1)）、その国で汚職や腐敗が⾏われている
可能性が⾼く（4(1)）、違法伐採も知られている（4(2)）場合には、森林認証に基づく合法性証明
（2(2)）や取引先との合法伐採⽊材に関する契約（3(1)）などと合わせなければ、違法伐採リスク
が低いと評価することは難しいと考えられます。いずれの場合においても、収集した情報を評価
し、合法性の確認に⾄った経緯を説明できるようにすることが重要です。

違法伐採リスクが無視できるレベルと評価できず、合法性が確認できなかったと判断した⽊材
等については、⼿順 3 のリスク緩和措置を⾏います。



チェックリスト２ 木材等の違法伐採リスク評価に係る確認事項 社内管理番号：

　「低リスク評価寄与度」の上位の項目が確認できれば、下位の項目の確認は省略可能です。

大 中 小

１　総論

(1) □ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、
樹種名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) □ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) □
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、
樹種名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

２　原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の
法令に適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得
しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三
者機関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材
供給事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して
伐採したことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調
達先までの取引関係を把握しています

キ

３　調達先に関する情報

(1) □ 調達先と「合法伐採木材等を供給する」旨の契約等を結んでいます キ

(2) □
調達先とは取引実績があり、木材等の合法性に関し、これまで問題になった
ことはありません

キ

(3) □
調達先は、合法性に関する何らかの認証や検証等を取得していたり、認定
等を受けている事業者です

キ

(4) □
調達先の事業者は、木材等の合法性に関する自己宣言や、取組について
の報告等を公表しています

キ

４　原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

(1) □
伐採国は汚職・腐敗が行われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に
関する法令が整備されています

ウ

(2) □ 伐採国又は地域において、違法伐採や違法行為等の報道はありません ウ

５　原材料となっている樹木の樹種

(1) □ 調達した木材等の原材料の樹木について、樹種名を把握しています エ、キ

(2) □ 調達した木材等の樹種に関し、範囲が明確な総称を把握しています エ、キ

(3) □
調達した木材等の樹種は、記載された伐採国又は地域に分布するものであ
り、かつ、当該国又は地域において伐採や取引の禁止対象となっている樹
種は含まれていません

ウ、エ

(4) □ 植林木／人工林由来の木材のみが原材料として使われています キ

(5) □
伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれてい
ません

ウ、エ

上記の確認により、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断できましたか？

□ 違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断しました

□ 違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断しました
→ 【チェックリスト３】へ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄
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6 ⼿順 3：リスク緩和措置＜チェックリスト３参照＞ 
6.1 リスク緩和措置の実施 

⼿順２において合法性が確認できなかったと判断した⽊材等について、事業者はリスク緩和措
置を実施します30。リスク緩和措置としては、リスクを減らすための措置である「追加の情報収集
に基づく違法伐採リスクの再評価」及びリスクを完全に避けるための措置である「取扱いの回避」
が挙げられます。⼿順２における合法性確認の判断はあくまでも事業者に委ねられますが、必要
に応じて⼿順３を⾏うことにより、合法性確認の精緻化、調達先からの確実な合法伐採⽊材の確
保を達成することが期待されます。

6.1.1 追加の情報収集及び収集した情報の評価
追加の情報収集では、⼿順１で収集した情報の再精査や、収集できなかった情報の再収集も含

め、取り扱う⽊材等に関する情報を改めて収集します。この際、チェックリスト２の項⽬１〜５
の中でチェックできなかった項⽬を踏まえて、どのような情報を新たに収集するのかを検討する
ことが重要です。チェックリスト 3 に追加の情報収集の内容を例⽰しています。追加的に収集で
きた情報については、違法伐採リスクに係る評価を⾏います。追加的に収集できた情報の内容に
よっては、リスク評価に当たってチェックリスト２を再度活⽤することも可能です。

チェックリスト３では、実施した情報収集の内容に該当する項⽬のチェック欄にチェックしま
す。「⾃由記載欄」は事業者が⾃由に使⽤することができますが、どのように追加の情報収集や違
法伐採リスクの評価を⾏ったか、後から分かるような記載がされていることが有効です。例えば、
情報収集の具体的⽅法や収集した情報の内容、それらに基づく違法伐採リスクに係る評価、評価
に当たって参照した情報（クリーンウッド・ナビの国別情報やリスク評価関連情報提供サイト等）
等が該当します。また、個別の状況に応じた対応が必要となることから、事業者の創意⼯夫によっ
てチェックリスト３に例⽰されていない情報収集を⾏うことも⼗分に考えられることに留意が必
要です。その場合は、チェックリスト３の３（４）「その他」の⾏を活⽤することができます。

なお、⼿順２までの説明において、我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐採されたこととして、
国内であれば森林法など直接的に伐採の許可等に関わる法令への適合のみを⽰していますが、伐
採国や取引相⼿等の状況に応じて、労働安全や⼈権など、伐採に関する他法令の遵守状況を評価
することも必要な場合があると考えられ、その場合も追加の情報収集によって対応することが必
要と考えられます。

上記を踏まえ、以下にチェックリスト３で例⽰した各項⽬の考え⽅を記載します。

30 判断基準省令第 3 条
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１ 取引関係者について 

 取引関係者がどのような事業者か、信⽤に⾜るか等について追加の情報を収集します。サプ
ライチェーンをさらに遡って情報を求めることや、当該⽊材流通に知⾒を有する専⾨家や市⺠
団体、公的機関などのステイクホルダーに対して情報収集を⾏うことが考えられます。 
（１）直接の調達先やさらに川上の事業者、樹⽊の所有者等に追加情報を求める。 
（２）同業他社、専⾨家、研究機関、市⺠団体等に問い合わせる。 
（３）調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を起こしたことはないか、政府機関や地⽅⾃治

体に対して照会する。 
  
２ 調達する木材そのものについて 

サンプル品を含め、調達する⽊材が⼿元にある場合は、⽊材そのものを調べることにより、
樹種や伐採国⼜は地域の情報を得ることができます。科学的な分析に基づくデータを得られる
こと、⽊材関連事業者⾃らが主体的に調べることができることから、精度の⾼い情報が取得で
きることが特徴です。 
（１）⽊材の⽬視を⾏う。 
（２）⽊材の組織観察を⾏う。 
（３）⽊材の DNA 分析を⾏う。 
（４）⽊材の安定同位体分析を⾏う。 
  
３ その他の情報について 

１、２以外の情報を収集します。⼿順１において収集した書類そのものの真偽や記載事項の
精査、収集できなかった情報の再収集も含まれます。 
（１）問い合せや訪問調査を⾏う。上記１（１）、（２）と同様の⽅法を取ることや、リスク評

価関連情報提供サイトを確認することも有効です。 
（２）伐採地の衛星データを確認する。 
（３）証明書等に記載されている政府機関や地⽅⾃治体に対し、実際に届出が⾏われた⼜は当

該政府機関等が発⾏した書類であるかどうかや、伐採地の状況等を照会する。 
  

 
6.1.2 取扱いの回避 

⼿順２によって合法性が確認できなかった⽊材等については、リスクを完全に避けるため、当
該⽊材等の取扱いそのものを回避することも考えられます。⼿順２のリスク評価によって、6.1.1
の追加の情報収集等の措置を⾏うまでもなく違法伐採リスクが明らかに⼤きいと評価された⽊材
等の取扱いを回避することは、合法伐採⽊材等の流通及び利⽤を促進する観点から重要な選択肢
のひとつと考えられます。取扱い回避の⼿法としては、調達先の変更という直接的な⽅法のほか、
当該調達先に対する原材料の調達先や樹種等の変更の申⼊れ等が考えられますが、代替となる⽊
材等の調査や、⼿順１からの全てのプロセスのやり直し等の必要が⽣ずるため、コストのかかる
⼿段であるという側⾯もあります。 



40

6.2 合法性確認の再判断 
6.1.1 の追加の情報収集及び収集した情報の評価に基づき、5.3 と同様に、総合的なリスクの再

評価とそれに基づく合法性確認の再判断を⾏います。法令に適合せずに伐採されたリスクが無視
できると評価できた⽊材等は、合法性が確認できたと判断することができます。

合法伐採⽊材の流通及び利⽤を促進や事業者のリスク回避の観点から、⼿順３によっても合法
性が確認できなかった⽊材等については、6.1.2 と同様に取扱いを回避することも重要な選択肢の
ひとつです。取扱い回避の特徴は 6.1.2 と同様です。



チェックリスト３ リスク緩和措置に係る追加的な情報収集事項

社内管理番号：

チェックリスト２の
項目番号 （No.）

自由記載欄

1

(1) □
直接の調達先やさらに川上の事業者、樹木
の所有者等に追加情報を求める

(2) □
同業他社、専門家、研究機関、市民団体等
に問い合わせる

(3) □
調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を
起こしたことはないか、政府機関や地方自治
体に対して照会する

2

(1) □ 木材の目視を行う

(2) □ 木材の組織観察を行う

(3) □ 木材のDNA分析を行う

(4) □ 木材の安定同位体分析を行う

3

(1) □ 問い合せや訪問調査を行う

(2) □ 伐採地の衛星データ等を確認する 

(3) □

証明書等に記載されている政府機関や地方
自治体に対し、実際に届出が行われた又は
当該政府機関等が発行した書類であるかど
うかや、伐採地の状況等を照会する

(4) □

その他 （具体的に記載） ：

－

□

□

追加の情報収集の内容

取引関係者について

上記の確認に
より、違法伐
採リスクは無
視できるレベ
ルと評価し、合
法性が確認で
きたと判断で
きましたか？

違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認でき
たと判断しました

違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認で
きなかったと判断しました

2, 3, 4, 5

4, 5

1, 2, 4, 5

その他の情報について
※手順１で収集した情報の精査や、収集できなかった情報の再収集を含む

調達する木材そのものについて
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別表 1 我が国における樹⽊の伐採に係る法令に基づく⾏政⼿続に係る書類 
樹⽊を伐採する森林の種類 ⾏政⼿続に係る書類 申請（届出）先

⾏政機関
法令上の根拠 備考

1 ⺠
有
林

普
通
林

森林経営計画対象森林 森林経営計画及び森林経営計画の認定

書 
市町村等 森林法第 11 条 計画対象森林が、複数の市町村

にわたる場合は都道府県知事

が、複数の都道府県にわたる場

合は農林⽔産⼤⾂が認定を⾏

います。 
2 森林経営計画対象森林以外の森林 伐採及び伐採後の造林の届出書（以下

「伐採造林届」という。）を受けて市

町村から発出される適合通知書若しく

は確認通知書、⼜は伐採造林届の写し 

市町村 森林法第 10 条の８

第１項 

3 森林法第10条の2の規定に基づく許

可（いわゆる林地開発許可）を受

けた森林 

開発⾏為に係る許可の申請書及び許可

書（いわゆる林地開発許可書） 
都道府県 森林法第 10 条の２

第１項 
樹種は記載されていません。

また、樹⽊の所有者が記載さ

れていない場合もあります。 
4 保安林（保安施設地区） 保安林⼜は保安施設地区における⽴⽊

の伐採に係る許可申請書及び許可決定

通知書（例えば、保安林（保安施設地

区）内⽴⽊伐採許可決定通知書） 

都道府県 森林法第34条第１

項、第34条の２第

１項⼜は第34条の

３第１項（第44条

において準⽤する場

合も含む。） 
※ 国有林野事業において⽣産された⽊材を取り扱う場合には、⾏政⼿続書類に代えて、売買契約書等の書類を活⽤できます。



 
 

 

 
巻末資料 2 リスク評価関連情報提供サイトのリスト 

 
 

  



 



 

 
 

 

 

リスク評価関連情報提供サイトのリスト 

  
 

⽬次 
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リスク評価関連情報提供サイトのリストの概要 

クリーンウッド法に基づく第⼀種⽊材関連事業（うち、丸太の譲受け、委託販売、⽊材
等の輸⼊）における合法性確認では、以下の書類の内容確認にあたり、樹⽊の所有者⼜は
我が国に⽊材等を輸出する者との取引の実績その他必要な情報を踏まえることが求められ
ています1。 
イ) 丸太⼜は輸⼊した⽊材等について、次に掲げる事項が記載された書類（納品書、通関

書類など）  
(1) 種類及び原材料となっている樹⽊の樹種 
(2) 原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域 
(3) 重量、⾯積、体積⼜は数量 
(4) 原材料となっている樹⽊の所有者⼜は我が国に⽊材等を輸出する者の⽒名⼜は

名称及び住所  
ロ) イ）の丸太⼜は⽊材等の原材料となっている樹⽊が我が国⼜は原産国の法令に適合し

て伐採されたことを証明する書類 
また上記による合法性の確認ができなかった場合、それ以外の我が国⼜は原産国の法令

に適合して伐採されたことに係る情報を収集し、法令等情報その他必要な情報を踏まえ、
その内容を確認することが求められています2。 

本リストでは、これらのその他必要な情報として、違法伐採や各国のリスク等の合法性
確認に資する情報の提供サイトと、各サイトが提供する情報の確認⽅法を例⽰します。表
１では、情報提供サイトの⼀覧と、それらのサイトが「クリーンウッド法における合法性
確認（デュー・デリジェンス）⼿引き」のチェックリスト２及びチェックリスト３のどの
項⽬を確認する際に特に参考になるかをまとめています。 
 
【免責事項】 

本リストでは、⽊材調達時のリスク検討に当たって活⽤可能な資料を掲載しています。
なお、掲載している資料には、実務で任意に使⽤されているものも含まれますが、正確性
を担保するものではありません。また、これらのサイトに掲載された情報、評価結果等は
それぞれ背景や⽬的が異なる場合もあり、必ずしも我が国の事業者による⽊材調達に着⽬
したものではないことから、それらの資料のみに依拠するのではなく、事業者固有の状況
に応じた検討が必要になることも留意が必要です。本リストで紹介するサイト以外にも、
様々な情報や資料が公開されており、必要に応じてそれらも参照することができます。 

                                                       
1 判断基準省令第 2 条第 1 号 
2 判断基準省令第３条第 1 号 
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表 1 クリーンウッド法における合法性確認（デュー・デリジェンス）⼿引きのチェック
リスト項⽬と参考となる情報提供サイト 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

チ

ク
リ
ス
ト 

項
⽬ 確認したい事項 

テ
ン
バ
レ
ク
ス 

森
林
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
合
法
性 

ソ
シ
ン
グ
・
ハ
ブ 

FSC

リ
ス
ク
評
価
プ
ラ
ト
フ

ム 

違
法
森
林
減
少
と
関
連
取
引
リ
ス
ク 

オ
プ
ン
・
テ
ン
バ
・
ポ
タ
ル 

グ
ル
バ
ル
・
フ
レ
ス
ト
・
ウ

チ 
腐
敗
認
識
指
数 

IUCN

絶
滅
危
惧
種
レ
ド
リ
ス
ト 

フ
ア
ウ
ド
・
パ
ト
ナ
ズ 

2 2(1) 調達した⽊材等について、原材
料となっている樹⽊が我が国⼜
は伐採国の法令に適合して伐採
されたことを証明する公的機関
が発⾏した書類の取得の有無 

〇 〇 〇 〇  〇     

2(5) 調達した⽊材等について、森林
所有者や樹⽊の伐採を⾏った事
業者から調達先までの取引関係 

  〇        

4(1)a 伐採国の汚職・腐敗が⾏われて
いる可能性 

    〇   〇   

4(1)b 違法伐採対策に関する法令の整
備状況 

〇 〇 〇        

4(2) 伐採国⼜は地域における、違法
伐採や違法⾏為等の有無 

 〇 〇 〇 〇     〇 

5(3)a 当該の樹種が、記載された伐採
国⼜は地域に分布するものかど
うか 

   〇 〇    〇  

5(3)b 伐採国⼜は地域において伐採や
取引の禁⽌対象となっている樹
種が含まれていないか 

〇  〇 〇 〇      

5(6) 伐採国⼜は地域において違法伐
採事例が知られている樹種が含
まれていないか 

 〇 〇  〇     〇 

3 3(1) 伐採地に関するヒアリングや訪
問調査の結果 

  〇        

3(2) 伐採地の衛星データ      〇 〇    
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1） ティンバーレックス（TimberLex） 

【情報サイトの概要】 
ティンバーレックスは国際⾷糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the 

United Nations：FAO）が運営するデータベースサイトで、⽇本政府（農林⽔産省）の資
⾦拠出によって作成されたものです。世界 50 か国の森林経営、⽊材⽣産、貿易に関する法
律や政策、国際条約を含む包括的な国別の法令情報が参照できます。 
 
【掲載されている情報の概要】 

主要な⽊材貿易国の法令の概要は、FAO が策定した⽊材の合法性に関する指針となる法
的要素（Guiding Legal Elements：GLEs）に基づいて構成されており、⽊材流通の各段階
を把握するための 4 項⽬に分類されています：（1）⼟地所有権と森林経営、（2）⽊材の伐
採活動、（3）加⼯・輸送・貿易、（4）税⾦と⼿数料。GLEs は⽊材の合法性に関する各分
野の法的⽂書の⼀覧として、各国の適⽤法令の概要と関連する国内法の抜粋、または原⽂
を提供しています。また、GLEs を検索項⽬として使⽤することで、異なる国の法令を⽐
較することも可能です。また、⼀部の国については、伐採に際して公的機関等から発⾏さ
れる書類のサンプルが掲載されています。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL http://34.149.51.237/  

 

共通  トップページから画⾯左側の Country profile から参照する国を選択する
と、「Full Country Profile（国概況）」、「Relevant Legal Framework（関連
法制度）」、「Additional documents（追加資料）」と表⽰され、EU ⽊材規
則（EU Timber Regulation：EUTR）を踏まえて４つに分類された合法
性確認に資する情報が表⽰される。 
 Land Tenure and Forest management（⼟地所有権と森林経営） 
 Timber harvesting activities（⽊材の伐採施業） 
 Processing, transport and trade（加⼯・輸送・貿易） 
 Taxes and fees（税⾦と⼿数料） 

 各分類を選択すると、左側にグレーの⽂字で⽬次のような形式で詳細な
項⽬が表⽰される。確認したい項⽬を選択すると右側に適⽤法令の要
約、国内法の抜粋及び全⽂（原⽂）が表⽰される。 
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2） 森林ガバナンスと合法性（Forest Governance and Legality） 

【情報サイトの概要】 
英国王⽴国際問題研究所（チャタムハウス）が運営している情報サイトで、2000 年代か

ら運営されていた違法伐採関連の総合情報ポータルサイト「IllegalLogging.info」の後継サ
イトです。チャタムハウスは 1920 年に設⽴された独⽴系⺠間シンクタンクであり、国際問

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
2(1) 

◎各国のページにおいて、伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明す
る書類様式やその書類が証明している事項に関する情報が確認できる。 

 「Additional documents（追加資料）」から書類をダウンロードする。 
 ダウンロードしたファイル内の各リストがリンクになっており、リ

ンク先には伐採に係る書類の例が掲載されている（未掲載の国もあ
る）。 

 「Land Tenure and Forest management（⼟地所有権と森林経営）」
の例： 
 Forest management plans/work plans/operational plans（森林経

営計画／作業計画／施業計画） 
 Designation of forest areas where logging is restricted（伐採制限

のある森林区域の指定） 
 Concession licenses（コンセッションライセンス） 

 「Timber harvesting activities（⽊材の伐採施業）」の例： 
 Harvesting（伐採） 
 Rights attached to logging authorisations and post-harvest 

requirements（伐採許可と伐採後の要求に付随する権利） 
 Identification and/or protection of environmental and social 

values affected by harvesting（伐採の影響を受ける環境・社会的
価値の特定と保護） 

4(1)b ◎違法伐採対策の法令に関する情報が確認できる。 
 「Processing, transport and trade（加⼯・輸送・貿易）」において、違法

伐採由来の⽊材の輸⼊に関する規制が確認できる。 
5(3)b ◎伐採国⼜は地域における保護樹種または禁伐種等に関する情報が確認でき

る。 
 「Timber harvesting activities（⽊材の伐採施業）」には「Protection of 

wildlife and biodiversity（野⽣動物と⽣物多様性の保護）」などの項⽬が
ある。 
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題に関する研究の組織、情報の交換などを主⽬的に幅広い活動を続けています3。 
 
【掲載されている情報の概要】 

⽊材の⽣産国（伐採国）、消費国に関する 19 か国の国別情報ページがあり、チャタムハ
ウス独⾃の調査⼿法に基づく各国の森林政策・ガバナンス（法的・制度的枠組、法執⾏）
の評価や森林資源の減少状況、⽊材・⽊材製品の合法・違法輸出に関するリスク評価が掲
載されています。⼀部の国については、丸太、製材、単板、合板など品⽬ごとのリスク評
価も⽰されています。その他、各国における違法伐採等に関連する専⾨家の報告書も多数
掲載されています。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

                                                       
3 
https://kotobank.jp/word/%E7%8E%8B%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5
%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-38926 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://forestgovernance.chathamhouse.org/  

 

共通  トップページ上部にあるメニューから「Country Profiles（国概況）」を選
択すると 19 の国名が表⽰され、確認したい国を選択する。 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
2(1) 

◎資料には当該国内の法制度や執⾏状況などの説明があり、法令の名称や詳
細の把握に参照できる。 

 「Forest policy and governance（森林政策とガバナンス）」の「Download 
data」を選択すると詳細な資料を⼊⼿できる。 

4(1)b ◎違法伐採対策に関する法令の整備状況等が確認できる。 
 「Forest policy and governance（森林政策とガバナンス）」の⼤項⽬には

以下の⼩項⽬がある。なお、国によって⼤項⽬、⼩項⽬の数が異なる
（省略されている）場合がある。 
 Legal & Institutional Framework（法的・制度的枠組） 
 Tenure & Resource Allocation（保有権と資源配分） 
 Regulating Demand（需要の統制） 
 Rule of Law（法の⽀配） 

 画⾯左側の「＞」を選択すると、以下の詳細な指標に基づく評価が参照
できる。 
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 Legal & Institutional Framework（法的・制度的枠組） 
 High-level policy（⾼いレベルの政策） 
 Legal & Institutional Framework（法的・制度的枠組） 
 International engagement（国際的な取組） 

 Tenure & Resource Allocation（保有権と資源配分） 
 Tenure & use rights（保有と利⽤の権利） 
 Resource allocation procedures（資源配分⼿続き） 

 Regulating Demand（需要の統制） 
 Legislation & regulations on illegally sourced timber（違法伐採⽊

材に関する法律と規制） 
 Policies & measures concerning demand for legal timber（合法⽊

材の需要に関する政策と措置） 
 Rule of Law（法の⽀配） 

 Timber tracking & chain of custody（⽊材追跡＆管理の連鎖） 
 Law enforcement（法施⾏） 

4(2) ◎伐採国⼜は地域における、違法伐採や違法⾏為等の有無に関するリスクが
確認できる。 

 「Forest policy and governance（森林政策とガバナンス）」の⼤項⽬には
以下の⼩項⽬がある。 
 Regulating Demand（需要の統制） 

 画⾯左側の「＞」を選択すると、さらに以下の詳細な指標に基づく評価
が参照できる。 
 Regulating Demand（需要の統制） 

 Legislation & regulations on illegally sourced timber（違法伐採⽊
材に関する法律と規制） 

 Policies & measures concerning demand for legal timber（合法⽊
材の需要に関する政策と措置） 

5(6) ◎樹種を天然⽊と植林⽊とに⼤別した場合のリスク、および森林経営や保
護・保全地域における禁伐種の伐採リスクなどが確認できる。 

 「Legal and illegal exports（合法的／違法な輸出）」の⼤項⽬には以下の
⼩項⽬があり、森林のタイプに分けて各種⽊材・⽊材製品（Logs（丸
太）、Sawnwood（製材）など）が表⽰されている。 
 Likelihood of illegality（違法性を伴う可能性） 

 From natural forest（天然林由来） 
 From plantation（⼈⼯林由来） 

 各種⽊材・⽊材製品の左側の「＞」を選択すると、さらに以下の詳細な
指標に基づく評価が参照できる。 
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3） ソーシング・ハブ（Sourcing Hub） 

【情報サイトの概要】 
森林減少の主要因とされる⽊材、⽜⾁、⼤⾖、パーム油といった商品作物に関する包括

的 な リ ス ク 情 報 を 紹 介 す る サ イ ト で す 。 EUTR に お け る 監 視 団 体 （ Monitoring 
Organization）の⼀つで認証機関でもある Preferred by Nature（前 NEPCon、以下「PbN」
という。）が運営しています。本サイトは、オーストラリア政府による⽊材輸⼊事業者に
対する情報提供サイトでも紹介されています。 
 
【掲載されている情報の概要】 

PbN は⽊材に関して 67 か国を対象に EUTR の適⽤法令やデュー・デリジェンスの基準
に基づいた独⾃の⼿法により、⽊材合法性リスクアセスメント（Timber Legality Risk 
Assesment）を実施しています。その結果概要が国別ページに整理されています。リスク
は定量的に評価されており、また確認されたリスクに関して当該国の状況を踏まえた緩和
措置も提供しています。 

国別ページは、「CONTRY OVERVIEW（国概況）」、「VERIFY YOUR SUPPLY CHAIN
（ 貴 社 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン 検 証 ）」、「 RISK OVERVIEW （ リ ス ク 概 況 ）」、「 RISK 
MITIGATION（リスク緩和）」の 4 つのタブで構成されています。 

「CONTRY OVERVIEW（国概況）」タブでは、定量的な Risk Score（リスク点数）、特
定されたリスクの数が表⽰されていて、⽊材合法性リスクアセスメント結果報告書、リス
ク緩和ガイド、適⽤法令⼀覧、証明書等ガイドの 4 種の⽂書が提供されています。また、
⽊材の由来別の説明（Description of source types）、武⼒衝突/紛争状況（Armed Conflicts）、
EU との⾃主的⼆国間協定の状況（Voluntary Partnership Agreement）、森林認証制度取得
状況（Certifications）、伐採や貿易等の禁⽌・制限事項（Bans & Restrictions）、リスク樹種
（Risk Species）などの項⽬についての概略が⽰されています。なおリスク樹種の項⽬には
ワシントン条約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora：CITES）附属書掲載樹種の有無や IUCN レッドリストの評価などが掲載されて
います。「CONTRY OVERVIEW（国概況）」以外の 3 つのタブでは実践的なリスクに関す

 Logs（丸太）の例： 
 Tenure and resource rights（保有権と資源に対する権利） 
 Award of permits（許認可の授与） 
 Forest management（森林経営） 
 Revenue and finance（歳⼊・財政） 
 Transport and trade（運輸・貿易） 
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る情報や管理⼿法が参照できます。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://sourcinghub.preferredbynature.org/ 

  
 

共通  View Risk Profile（リスク概略を⾒る）の⾚の*印のついた Commodity
（商品作物）のプルダウンメニューから Timber（⽊材）を選択し、
Country of harvest（伐採国）から知りたい国名を選択し、View Details
（詳細を⾒る）ボタンを押すと国別情報ページが表⽰される。 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
2(1) 

◎法令に適合して伐採されたことを証明する書類名等が確認できる。 
 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」

から⽂書名が「（国名）TIMBER List of App Legislation（⽊材：適⽤法令
⼀覧）」を⼊⼿する。 
 同⽂書には EUTR の 5 つの適⽤法令分野に沿って、各基準に該当す

る法令名が記載されている 
または、以下の⼿順で⽊材合法性リスクアセスメント⽂書を⼊⼿する。 
 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」

から⽂書名が「TIMBER（国名）Risk-Assessment（⽊材：リスク評
価）」を⼊⼿する。 
 「D. Legality Risk Assessment（合法性のリスク評価）」章は EUTR

に対応した以下の節に分けられ、各節の「Risk determination（リス
ク判定）」における「Overview of Legal Requirements（法的要求事項
の概要）」に法令に適合して伐採されたことを証明する書類名等が記
載されている。 
 Legal Right to Harvest（合法的な伐採の権利） 
 Taxes and Fees（諸税・⼿数料等） 
 Timber Harvesting Activities（⽊材伐採施業） 
 Third Parties Right（第三者の権利） 
 Trade and Transport（貿易・運輸） 

2(5) ◎調達した⽊材等について、どの森林区分に由来するか、どのような事業者
が関与するか等の情報が確認できる。 
 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」

から⽂書名が「TIMBER（国名）Risk-Assessment（⽊材：リスク評
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価）」を⼊⼿する。 
 「C. Overview of the forest sector（森林分野の概況）」章において、

当該国の森林区分、⽊材⽣産や輸⼊の状況が掲載されている。 
4(1)b ◎EU との VPA 交渉の状況が⽰されており、違法伐採対策に関する状況が確

認できる。 
 国別ページ中段の Voluntary Partnership Agreement（⾃主的⼆国間協

定）の項⽬に VPA 交渉に関する情報が記載されている。 
4(2) ◎違法伐採のパターンが⽰されている場合があり参考になる。 

 国別ページ内の「About （国名）」の項⽬に国概況が⽰されている。 
 違法伐採または合法性リスクに関する記述として違法伐採の状況や

パターンなどが記述されている場合がある。 
 
◎違法伐採の具体的な事例が掲載されていて参考になる。 
 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」

から⽂書名が「TIMBER（国名）Risk-Assessment（⽊材：リスク評
価）」を⼊⼿する。 
 「D. Legality Risk Assessment（合法性のリスク評価）」の各節の

「Risk determination（リスク判定）」における「Description of Risk
（リスク内容）」の項⽬。 

5(3)b 
 

◎規制対象になっている樹種が⽰されていて参考になる。 
 国別ページ中段の Risk Species（リスク樹種）の項⽬に CITES 附属書掲

載樹種や IUCN レッドリストの評価が記載されている。 
5(6) ◎特定の種に関する違法伐採の具体的な事例が掲載されており参考になる。 

 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」
から⽂書名が「TIMBER（国名）Risk-Assessment（⽊材：リスク評
価）」を⼊⼿し、「D. Legality Risk Assessment（合法性のリスク評価）」章
の以下を参照する。 
 1.9.「Protected sites and species（保護地域及び樹種）」 
 1.20.「CITES（ワシントン条約附属書の掲載樹種）」 
 1.20.5.「Risk determination（リスク判定）」における「Description 

of Risk（リスク内容）」 
チ ェ ッ
ク リ ス
ト 3 
3(1) 

◎各国で想定されるリスク緩和措置が紹介されており参考になる。 
 国別ページの上段にある「Download files（ファイルのダウンロード）」

から⽂書名が（国名） TIMBER Risk Mitigation Guide（⽊材リスク緩和
ガイド）」を⼊⼿し、参照する。 



 

10 
 

4） FSC リスク評価プラットフォーム（FSC Risk Assessment Platform） 

【情報サイトの概要】 
国際的な森林認証制度の⼀つ、森林管理協議会（Forest Stewardship Council：FSC）が

提供しているリスク評価に関する情報プラットフォームです。FSC 認証制度の規格の⼀つ
「FSC 管理⽊材の調達に関する要求事項（FSC-STD-40-005）」を適⽤する際に参照するサ
イトとして設けられ、リスク評価書に含まれるリスクの説明と対応についての要約を⾒る
ことができます。リスク評価書は FSC ドキュメントセンターから⼊⼿できます。これらの
世界 60 か国のリスク評価情報は、同認証取得の有無にかかわらず各国のリスク情報の確認
に活⽤可能です。 
 
【掲載されている情報の概要】 

FSC では、取扱いを許容できない供給源として、管理⽊材カテゴリーと呼ばれる以下の
5 基準 33 指標が設けられており、サイトには、各国における各指標に関するリスク評価結
果が掲載されています。 

1) 違法に伐採された⽊材 
2) 伝統的権利及び⼈権を侵害して伐採された⽊材 
3) 管理活動により⾼い保護価値(High Conservation Value：HCV)が脅かされている森

林からの⽊材 
4) ⼈⼯林または森林以外の⼟地利⽤に転換されている森林からの⽊材 
5) 遺伝⼦組換え樹⽊が植えられている森林からの⽊材 

 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://connect.fsc.org/fsc-risk-assessment-platform 

共通  世界地図が表⽰され、濃い緑の国が評価対象国。地図の下には各指標の
評価⼀覧表が表⽰されている。 

 探している国を世界地図から選択するか、⼀覧表を上下にスクロールし
て探す。⼀覧表を左右にスクロールすることですべての指標の評価を確
認できる。 
 表中の評価にカーソルを置くと「Go to risk description summary（リ

スク説明の概要へ進む）」が表⽰され、選択すると詳細な説明が確認
できる。 
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または、以下の⼿順でリスク評価⽂書を⼊⼿する。 
 プラットフォームページの冒頭の説明中にある「FSC document Centre

（⽂書センター）」のリンクから Document Centre ページへ移り、画⾯下
⽅の検索欄の左側のプルダウンメニューから「Controlled Wood Risk 
Assessment（CW）（管理⽊材リスク評価）」を選択し、右端の検索マー
クをクリックする。検索結果が画⾯下に表れるため画⾯をスクロールす
る。 
 検索結果は 3 列（「Type（種類）」、「Doc. Code（⽂書コード）」、

「Doc. Title（⽂書名）」）の表で表⽰される。 
 右側の「Doc. Title（⽂書名）」列に国名を含む書類名が明記されるた

め、確認したい国名を含む書類を選ぶ。検索名の際に対象国名などを⼊
⼒すると、絞込みが容易。 
 各国資料の冒頭に「Risk designations in finalized risk assessments

（最終リスク評価におけるリスク判定）」としてリスク評価の⼀覧表
が掲載されている。 

 表では「Low risk（低リスク）」、「Specified risk（特定リスク）」、
「N/A（評価なし）」で評価結果が⽰されている。 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
2(1) 

◎当該国における適⽤法令等を参照可能。 
 Cat.1（カテゴリー1）の Indicator（指標）1.1〜1.21 を参照する。 
（⽂書の場合） 
 ⽬次（Contents）から「Controlled wood category 1: Illegally harvested 

wood（管理⽊材カテゴリー1：違法伐採⽊材）」を参照する。 
4(2) ◎「Specified risk（特定リスク）」と評価されている場合、その説明と根拠資

料が記されており、伐採国⼜は地域における違法伐採や違法⾏為等の有
無、懸念点を参照可能。 

 Cat.1（カテゴリー1）の Indicator（指標）1.1〜1.21 を参照する。 
（⽂書の場合） 
 ⽬次（Contents）から「Controlled wood category 1: Illegally harvested 

wood（管理⽊材カテゴリー1：違法伐採⽊材）」を参照する。 
5(3)a ◎該当する樹種に関して参照可能。また「Specified risk」と評価されている

場合、その説明と根拠資料が記されており、伐採国⼜は地域における違法
伐採や違法⾏為等の有無、懸念点を参照可能。 

 Cat.1（カテゴリー1）の Indicator（指標）1.9 を参照する。 
（⽂書の場合） 
 ⽬次（Contents）から「Controlled wood category 1: Illegally harvested 

wood（管理⽊材カテゴリー1：違法伐採⽊材）」を参照する。 
 指標 1.9「Protected sites and species（保護地域と樹種）」の欄に伐採
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5） 違法森林減少と関連取引リスク（Illegal Deforestation and Associated Trade 

(IDAT) Risk） 

【情報サイトの概要】 
⽶国に拠点を置く NGO フォレスト・トレンズ（Forest Trends）が運営するサイトです。

フォレスト・トレンズの活動分野は森林、気候、地域コミュニティ、⽔、⽣物多様性、投
資、農業など多岐に渡りますが、違法伐採関連では、EU と中国との⾃主的⼆国間協定
（Voluntary Partnership Agreement：VPA）に関する対話に関与するなど、各国政府との
連携した政策形成にも寄与しています。 

違法な森林減少及び関連する取引について、⽊材・⽊材製品のみならず、森林減少リス
クを伴う農産物を対象にして、国ごとにまとめられたリスク情報、211 の国・地域を対象
とした違法伐採と関連取引リスクデータツール、及び調査報告書等を提供しています。ま
た EUTR に関連してミャンマー、ベトナム、カンボジア、タイ、ラオスなどインドシナ諸
国に関する調査報告や関連情報も提供しています。 

 
【掲載されている情報の概要】 

⽊材・⽊材製品を調達する際の、国別のリスク評価の初期段階を円滑にするために設計

国⼜は地域における保護・保全対象のエリアや種に関する国内法令
や制度についての記述や根拠資料が⽰されている。 

 
◎記載情報は遺伝⼦組換え樹種に関することながら、⼀部リスク評価に参照

可能。 
 Cat.5（カテゴリー5）の Indicator（指標）5.1 を参照する。 
（⽂書の場合） 
 ⽬次（Contents）から「Controlled wood category 5: Wood from forests in 

which genetically modified trees are planted（管理⽊材カテゴリー5：遺伝
⼦組換え樹⽊の植林地に由来する⽊材）」を参照する。 

5(3)b ◎該当する樹種が禁⽌の対象かどうかの確認において参考にできる。 
 Cat.1（カテゴリー1）の Indicator（指標）1.9 を参照する。 
（⽂書の場合） 
 ⽬次（Contents）から「Controlled wood category 1: Illegally harvested 

wood（管理⽊材カテゴリー1：違法伐採⽊材）」を参照する。 
 指標 1.9「Protected sites and species（保護地域と樹種）」の欄に伐採

国⼜は地域における保護・保全対象のエリアや種に関する国内法令
や制度についての記述や根拠資料が⽰されている。 
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されたツールとして、以下の 3 つが提供されています。21 か国の⽊材の合法性に関する国
別サマリーが提供されており、合法性に関するリスク、リスクの⾼い製品・樹種、輸出製
品や貿易相⼿国の統計情報、解説などの項⽬でまとめられています。次に、世界の違法伐
採と関連取引データツール（Illegal Logging and Associated Trade（ILAT） Risk Data Tool）
では、211 の国・地域の⽊材取引データと主要なリスク指標に基づき、サプライチェーン
に違法⽊材が⼊り込むリスクを確認できます。また、各国に関するフォレスト・トレンズ
の調査報告や森林セクターおよび違法森林減少に関するメディア情報等が紹介されていま
す。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://www.forest-trends.org/idat/  

 
チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
4(1)a 

◎政府による証明、認可等に関する公的書類の信頼性や、閲覧・⼊⼿の可能
性の把握に活⽤できる。 

 IDAT Risk のトップページから、探したい国を選択すると国別ページが
表⽰される。各国の⾊は、リスクの程度を⽰す。 
 国別ページには「Risk score（リスクの点数）」、「Risk profile（リス

クの程度）」、「Conflict state（紛争状態）」、「Import regulation（輸⼊
規制）」などの項⽬ごとの評価が⽰されている。 

または、以下の⼿順で確認する。 
 トップページの世界地図の下に「Country ILAT risk score（国別違法伐

採・関連取引貿易リスクスコア）」の表が表⽰されている。 
 表は「Country（国）」、「ILAT risk score（違法伐採・関連取引リス

クスコア）」、「Risk profile（リスクの程度）」の項⽬がある。 
 表の⼀番上に「Country search」と記載されている検索欄があり、国

名を⼊⼒して検索すると、評価結果を確認できる。 
4(2) ◎伐採国における合法性リスクとして違法伐採や違法⾏為等に関する情報を

得られる。 
 IDAT Risk のトップページの世界地図から国を選択すると国別ページが

表⽰される。 
 国 ペ ー ジ の 中 ほ ど に 「 Country dashboards （国 別 サ マ リ ー ）」、

「Legality risk（合法性リスク）」、「Latest updates（最新情報）」の項
⽬がある。 
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6） オープン・ティンバー・ポータル（Open Timber Portal） 

【情報サイトの概要】 
国際的なシンクタンク機関の世界資源研究所（World Resource Institute：WRI）が運営

するサイト です。カメ ルーン共和 国(Republic of Cameroon)、中央アフリカ共 和国
（Central African Republic：CAR）、コンゴ共和国（Republic of Congo）、コンゴ⺠主共和

 「Legality risk（合法性リスク）」の右にある三⾓マーク（▼）を選
択すると、違法伐採や違法⾏為等に関する情報が記載されている。 

または、以下の⼿順で確認する。 
 国別ページの国名の右に「Download Country Dashboard（国別サマリー

のダウンロード）」が表⽰されていれば、国別サマリーを⼊⼿できる。 
 国別サマリーの「Timber Legality」の項⽬において違法伐採や違法

⾏為等に関する情報が記載されている。 
5(3)a ◎当該国に分布している樹種に関するリスク情報を得られる。 

 国別ページの国名の右に「Download Country Dashboard（国別サマリー
のダウンロード）」が表⽰されていれば、国別サマリーが⼊⼿できる。 
 国別サマリーの「Summary of highest species-level risks（リスクの⾼

い樹種に関するサマリー）」の項⽬において、その国の樹種でワシン
トン条約附属書掲載樹種や、その国に輸⼊されている樹種でリスク
の⾼いものに関して記述されている。 

5(3)b ◎当該国に分布している樹種、および当該国で取引／輸⼊されている樹種に
関するリスク情報を得られる。 

 国別ページの国名の右に「Download Country Dashboard（国別サマリー
のダウンロード）」が表⽰されていれば、国別サマリーが⼊⼿できる。 
 国別サマリーの「Summary of highest species-level risks（リスクの⾼

い樹種に関するサマリー）」の項⽬において、その国の樹種でワシン
トン条約附属書掲載樹種や、その国に輸⼊されている樹種でリスク
の⾼いものに関して記述されている。 

5(6) ◎当該国に関する各種メディアのニュースやレポートなど最新情報から、違
法伐採や対象となった樹種に関する情報を得られることもある。 

 国ページの中ほどに「Country dashboards（国別サマリー）」、「Legality 
risk（合法性リスク）」、「Latest updates（最新情報）」の項⽬がある。 
 「Latest updates（最新情報）」の右にある三⾓マーク（▼）を選択

すると、各種メディアで報じられた最新ニュースやレポートが紹介
されている。 
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国（Democratic Republic of the Congo：DRC）、ガボンのアフリカ 5 か国に関する情報を
提供しています。⽇本語のページも提供されています。 
 
【掲載されている情報の概要】 

対象 5 か国の政府、森林経営・⽊材⽣産事業者、NGO、第三者森林監査機関がそれぞれ
提供するデータが掲載されています。A「森林経営・⽊材⽣産事業者の透明性ランキング」
では、掲載されている⽣産事業者のコンセッションの位置が地図上で確認でき、各事業者
が所有する伐区（Forest Management Units：FMU）数や森林認証の取得状況なども確認
できます。B「事業者プロファイル」では、各事業者をイニシャルで検索できるように
なっており、各事業者のページでは、同事業者から提供されている各種データ、証明書類
等が確認できます。C「データ観察」では、掲載されているデータ全体、または各カテゴ
リーで⾒ることができ、リスクの度合についても確認できます。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://opentimberportal.org/ 

 

チ ェ
ッ ク
リ ス
ト 2 
2(1) 

◎法令に適合して伐採されたことを証明する書類が確認できる。 
 A「Visualize Ranking（ランキングの可視化）」を選択する。 

 画⾯右には地図上で各国の伐採コンセッションの位置や分布が⽰され
ます。画⾯左には Transparency Ranking（透明性ランキング）という
⼀覧に地図上に⽰されている各伐区の詳細が⽰される。 

 画⾯右の地図上で内容を知りたいコンセッションを選択、または画⾯左の
⼀覧から事業者名を選択すると、各事業者プロファイルのページに移る。 
 各事業者の概要ページでは、「Overview（概要）」、「Documentation

（⽂書）」、「Observation（観測）」、「Forest management units（伐
区）」のタブがある。 

 「Observation（観測）」には事業者の概要が記されている。 
 「Documentation（⽂書）」には各種法令に関する書類が確認できる。 

チ ェ
ッ ク
リ ス
ト 3 
3(2) 

◎近年伐採が⾏われた場所が確認できる。 
 A「Visualize Ranking（ランキングの可視化）」で、対象とする伐採コン

セッションを図中から探す。 
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7） グローバル・フォレスト・ウォッチ（Global Forest Watch） 

【情報サイトの概要】 
WRI が運営する世界の森林伐採状況や様々な⼟地利⽤情報のオンラインプラットフォー

ムです。オーストラリア政府の⽊材輸⼊事業者に対する情報提供ページでも紹介されてい
ます。 
 
【掲載されている情報の概要】 

全世界の森林の 2000 年以降の森林減少、増加、森林⽕災など森林の変化について衛星
データ等を活⽤した地理情報システム（GIS）に基づく分析結果を公表しています。また
FOREST CHANGE（森林変化）、LAND COVER（⼟地被覆）、LAND USE（⼟地利⽤）、
BIODIVERSITY（⽣物多様性）などのカテゴリーごとに複数のレイヤーが⽤意されており、
森林の推移・変化を複合的に分析することができます。例えば、LAND USE（⼟地利⽤）
カテゴリーには Logging concessions（伐採コンセッション）や Wood fiber concessions（植
林プランテーション）、Protected areas（保護地域）、が、BIODIVERSITY（⽣物多様性）
のカテゴリーには Biodiversity Hotspots（⽣物多様性保全に重要な地域）などのレイヤー
が⽤意されています。なお、各レイヤーとも対象国や地域が限られているケースもあるた
め、注意が必要です。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://www.globalforestwatch.org/  

 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 3 
3(2) 

◎関⼼のあるコンセッション等で対象とする年に伐採が⾏われた場所が確認
できる。 
 「MAP（地図）」を選択すると全世界の⽩地図が表⽰されます。画⾯左

の「FOREST CHANGE（森林変化）」の「Tree cover loss（樹冠被覆減
少）」を選択すると、2001 年以降の各年に伐採が⾏われた場所を表⽰さ
れる。「LAND USE（⼟地利⽤）」の「Logging concessions（伐採コン
セッション）」「Wood fiber concessions（⽊質繊維コンセッション）」を
選択すると、各国の伐採コンセッション、植林プランテーションの場所
が表⽰される。 

 マウスで選択することによって事業者名の情報が得られる。 
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8） 腐敗認識指数（Corruption Perception Index） 

【情報サイトの概要】 
国際 NGO トランスペアレンシーインターナショナル（Transparency International）が

運営・提供する情報サイトです。腐敗認識指数（CPI）は、欧州委員会の EUTR に関する
ガイダンス⽂書4や、オーストラリア政府の⽊材輸⼊事業者に対する情報提供ページにおい
てリスク評価のための有益な指標として⽰されており、ドイツやオーストラリアの業界団
体のデュー・デリジェンスマニュアル等でも活⽤されています5。 
 
【掲載されている情報の概要】 

世界 180 か国・地域の公共部⾨の腐敗度合いについて、国際機関などが定期的に公表し
ている 13 種類のデータに基づき評価しています。例えば、World Bank Country Policy and 
Institutional Assessment（世界銀⾏の国別政策・制度評価）、World Economic Forum 
Executive Opinion Survey （ 世 界 経 済 フ ォ ー ラ ム 経 営 者 意 識 調 査 ）、 IMD World 
Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey（IMD
世界競争⼒センター世界競争⼒年鑑経営者意⾒調査）などを指標として活⽤しており、各
評価⼿法や参照データも公表されています。評価結果（CPI スコア）は 0（⾮常に腐敗し
ている）から 100（⾮常にクリーン）の範囲で⽰されています。 

CPI スコアは、その国における違法伐採の有無を直接的に⽰しているわけではありませ
んが、合法性証明書や伐採許可証等、政府による証明、認可等に関する公的書類の信頼性
を推し量ることに活⽤できます。例えば、CPI スコアが低い国においては、脆弱なガバナ
ンスゆえ、伐採の許認可⼿続きにおける汚職⾏為のリスク、証明書類の信頼性のリスク等
が考えられます。 
 
 
 
 

                                                       
4 https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/api/files/C(2016)755_0/de00000000356129?rendition=false 
5 平成 30 年度林野庁委託事業「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち 追加的措置の先進事
例収集事業報告書< https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/pdf/r1/r1report-
tuika.pdf> 
令和元年度林野庁委託事業 「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち 海外情報収集事業報
告書オーストラリア＜https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/pdf/r2/r2report-
overseas_7.pdf＞ 
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【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

 
 

9） IUCN 絶滅危惧種レッドリスト（Red List of Threatened Species） 

【情報サイトの概要】 
国際 NGO 国際⾃然保護連合（International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources：IUCN）が運営・提供する情報サイトです。 
 
【掲載されている情報の概要】 

⽊材の樹種を含む 41,000 種を超える動植物等に関して絶滅危惧の有無について評価結果
を紹介しています。そのほか、当該種の分布域や資源量の増減傾向、⽣態、脅威、⽤途・
流通などに関する情報も記載されています。 

基本的に学名での検索となりますが、樹種によっては⼀般名称や市場で流通している通
称でも検索可能です。また検索結果からは、その樹種の分布する国⼜は地域、植林がされ
ている国⼜は地域といった情報も得ることができます。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://www.transparency.org/en/cpi 

 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
4(1) 

◎CPI スコアから、政府による証明、認可等に関する公的書類の信頼性や、
閲覧・⼊⼿の可能性の把握に活⽤できる。 

 トップページを開くと「CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX（汚職
腐敗認識指数）」の隣にプルダウンメニューで「年」が選択できますの
で、確認したい年を選択する。 

 そのページの左側に「Search（検索）」欄があり、国名を検索欄に⼊⼒す
ることでその CPI スコアが確認できる。 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://www.iucnredlist.org/ja 
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10） フェアウッド・パートナーズ 

【情報サイトの概要と掲載されている情報の概要】 
国際環境 NGO FoE Japan と地球・⼈間環境フォーラムが共同で運営するフェアウッド・

パートナーズが提供する情報サイトです。「森林の⾒える⽊材ガイド」では、既存の樹種
特性情報に独⾃の環境視点の指標を加え、樹種ごとにレーダーチャートで評価結果を紹介
しています。 

「クリーンウッド法に対応する⽊材デュー・デリジェンスのための実践情報」では、合
法性確認のための⽊材デュー・デリジェンスのステップである「情報収集」、「リスク評
価」、「リスク緩和措置」の 3 つを紹介しています。また国別リスク情報では、中国、マ
レーシア・サラワク州、ルーマニア、ベトナム、インドネシアといったリスクが⾼いとさ

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
5(3)a 

◎該当する樹種の分布する国⼜は地域、植林がされている国⼜は地域といっ
た情報が確認できる。 

 トップページにある検索欄（Names ‒ common, scientific, regions etc（種
名-⼀般名、学名、地域等）と記載されている欄）に⽊材樹種の学名また
は商業（商⽤）名を⼊⼒し、検索結果から該当樹種を選択する。 

 例えばスギの場合、事前に検索サイト等を使って「スギ 学名」という
キーワードで検索をすると、「Cryptomeria japonica」が学名であること
がわかるので、これを⼊⼒する。 
 「 Geographic Range （ 地 理 的 範 囲 ）」 の 「 NATIVE  Extant

（resident）（固有 現存（⽣息））」に⽇本（本州、⼩笠原、四国）
という情報が記載されている。 

 例えばチークの場合、事前に検索サイト等を使って「チーク 学名」と
いうキーワードで検索をすると「Tectona grandis」が学名であることが
わかるので、これを⼊⼒し、検索結果から該当樹種を選択する。 
 「Geographic Range」の「NATIVE Extant（resident）（固有 現

存（⽣息））」には原産国が記載されている。（インド、ラオス、ミャ
ンマー、タイ） 

 「 Geographic Range （ 地 理 的 範 囲 ）」 の 「 Extant ＆ Introduced
（resident）（現存 導⼊（⽣息））」には植林されている国が記載さ
れています。（アンゴラ、ベリーズ、ベニン、カンボジア、コスタリ
カ、エルサルバドル、⾚道ギニア、ガンビア、ホンジュラス、イン
ド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、ニカラグア、パナマ、
スリランカ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ボリビ
ア、ベトナム） 
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れる⽣産国、かつ⽇本市場とのつながりの深い⽣産国を取り上げ、伐採に関する概要を紹
介しています。 
 
【合法性確認に役⽴つ情報の探し⽅】 

 

項⽬ 探し⽅ 
URL https://fairwood.jp/ 

 

チ ェ ッ
ク リ ス
ト 2 
4(2) 

◎リスクが⾼いとされる国における違法伐採の事例が掲載されている。 
 トップページのメニューから「資料・情報」にマウスを置き、表⽰され

るメニューから「01. ⽊材デュー・デリジェンス」を選択する。 
 画⾯中ほどの「国別リスク情報」の欄に各国における違法伐採の事

例が掲載されている。 
5(6) ◎伐採国⼜は地域において違法伐採事例が確認されている樹種かどうか、参

照できる。 
 トップページのメニューから「資料・情報」にマウスを置き、表⽰され

るメニューから「森林の⾒える⽊材ガイド」を選択する。 
 ⽊材樹種名を五⼗⾳別、産地別、⽤途別（住宅建築の場合）、⼀覧表の 4

通りから検索できる。 
 各樹種のページにおいて「環境評価」の項⽬でその樹種の分布域、

天然⽊／植林⽊について、IUCN レッドリストの評価結果、また樹
種によっては違法伐採の対象の有無などについて情報が記載されて
いる。 





 
 

 

 
巻末資料３ 合法性確認の仮想事例 
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仮想事例１：⽶国産丸太 
⽇本の⽊材商社である A 社は、継続的に取引のある⽶国の B 社から輸⼊する丸太に対して、以

下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ B 社との取引に際し、樹種、伐採国の情報を確認し、取引書類への記⼊を依頼し
た。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、第三者機関による認証等を取得
している場合は、そのことを証する書類についても、補⾜情報として提供を依頼し
た。 

その結果、商品が届くまでに、以下の①、②の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の HP に掲載された環境関連⽅針の情報を得た。 

① Bill of Lading（船荷証券） 
② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on 

company lands in the United States(SFI の森林管理認証書) 
⼿順 2 「DD ⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類に、

必要な事項が含まれているかを確認した。 
提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「DD ⼿引き」のチェッ

クリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採リスクの評価
を⾏った。 
 全量がダグラスファー（⽶松）であることを確認した。伐採国については、全

量が⽶国産であることを確認した。【チェックリスト２：１（２）（３）】 
 調達した⽊材に対する合法性証明は得られなかった。【チェックリスト２：２】 
 同社との取引において、これまで合法性に関する問題がなかったことを確認し

た。【チェックリスト２：３（２）】 
 調達先は SFI の FM 及び CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３

（３）】 
 調達先より、森林認証取得状況を含む環境関連情報を掲載した HP 情報を取得

した。【チェックリスト２：３（４）】 
 ダグラスファーが⽶国に分布する樹種であり、禁伐となっておらず、違法伐採

の事例がないこと、及び取引された丸太が植林⽊であることを確認した。
【チェックリスト２：５（１）（２）（３）（４）（５）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認できた
と判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①、②の書類を電⼦データとして保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した丸太の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を納品書
に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（⽶国産丸太） 

 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①により、イ〜カの項⽬へチェックした。次に、書類②の SFI 認証の情報により、項⽬キ
をチェックしたが、取引書類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得ら
れなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①、②で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ〜キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 
 
 
 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：B 社 
ウ 伐採国：⽶国 
エ 樹種：ダグラスファー（⽶松） 
オ 品⽬：丸太 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：SFI 認証 
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チェックリスト２（⽶国産丸太） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 
⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価
寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックした。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記載欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。本事例では、⼊
⼿した書類の情報により「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐
採されたことを証明する書類や情報」以外の項⽬をチェックする根拠が得られた。また、取引書
類に認証材である旨の記載はないが、調達先の認証取得に関する情報から、⾃社林での伐採も確
認されたため、その旨を記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報は得られなかったが、その他すべての項
⽬がチェックされ、伐採国が⽶国であり、樹種から考えても違法伐採リスクが低いと判断した。 
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仮想事例１添付資料 
 
① Bill of Lading（船荷証券） 
② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on company lands in the 

United States(SFI の森林管理認証書) 
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① Bill of Lading（船荷証券） 
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② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on company lands in the 
United States(SFI の森林管理認証書) 
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仮想事例２：カナダ産製材 
⽇本の⽊材商社である C 社は、継続的に取引のあるカナダの D 社から輸⼊する製材に対して、

以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ D 社への発注時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び

仕様書/梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 

⼿順 2 「DD ⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の
書類に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「DD ⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 全量がダグラスファー（⽶松）の製材であることを確認した。伐採国に

ついては、全量がカナダであることを確認した。【チェックリスト２：１
（２）（３）】 

 調達した⽊材に対する合法性証明として、PEFC 材であることが確認さ
れた。【チェックリスト２：２（２）】 

 同社との継続的な取引において、これまで合法性に関する問題がなかっ
たことを確認した。【チェックリスト２：３（２）】 

 調達先は PEFC の CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３
（３）】 

 ダグラスファーがカナダに分布する樹種であり、禁伐となっていないこ
とを確認した。【チェックリスト２：５（１）（２）（３）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認
できたと判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類をひとつの簿冊として保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した製材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１(カナダ産製材)  

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①〜③により PEFC 認証材 100％であることが確認されたため、項⽬アをチェックした。
次に、①〜④までの書類に記載されている情報を確認し、イ〜カの項⽬のうち、該当する書類の
種類にチェックした。また、書類⑤の認証書の情報により、項⽬キをチェックした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬ア〜カのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。本事例の場
合、「ウ．伐採国」の項⽬以外は、取引書類に記載された情報により多重的にカバーされていた
ため、整合性を確認する⽬的から根拠となる書類を全て記⼊することは有効と判断した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：PEFC 
イ 輸出者の名称：D 社 
ウ 伐採国：カナダ 
エ 樹種：ダグラスファー（⽶松） 
オ 品⽬：製材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：SAI GLOBAL による森林認証の証明書 
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チェックリスト２（カナダ産製材） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認
し、該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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チェックリスト２における作業の流れ 
⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、「低リスク評価寄与度」の列の該当する項⽬へ
チェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされている場合でも、「中」
の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 
本事例では、⼊⼿した取引書類において合法性の根拠としての認証材である旨が明記されており、
かつ調達先、伐採地、樹種等の情報も網羅されていたことから、その旨を総論に記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 公的な合法性証明書は⼊⼿できなかったが、取引書類に認証材である旨が記載されている。 

また、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」において違法伐採リスクが低
いことも確認されており、「３．取引先」、「５．樹種」の情報も問題ないことから違法伐採リス
クが低いと判断した。 
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仮想事例２添付資料 
 
① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び仕様書/梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 
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① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
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② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び仕様書/梱包明細書） 
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④ Bill of Lading（船荷証券） 
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⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 
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仮想事例 3：オーストリア産製材 
⽇本の⽊材商社である E 社は、継続的に取引のあるオーストリアの F 社から輸⼊する製材に対

して、以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ F 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① Sales confirmation（売買確認書） 
② Invoice（インボイス） 
③ Package specification（パッケージ仕様） 
④ Way Bill（貨物運送状） 
⑤ 調達先の PEFC-CoC の認証書 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 全量が WW（オウシュウトウヒ）であることを確認した。伐採国につい

ては少なくとも⼀部はオーストリアであることを確認したが、全量かは
不明であった。【チェックリスト２：１（4）】 

 調達先はＰＥＦＣの CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３
（３）】 

 しかし、調達した⽊材に対する合法性証明は得られなかった。【チェック
リスト２：２】 

 オーストリア以外の伐採国が特定できないため、伐採国に基づく違法伐
採リスクの判断ができなかった。【チェックリスト２：４】 

 樹種名が、WW（オウシュウトウヒ）であることを確認した。【チェック
リスト２：５（１）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できないと評価し、合法性が確
認できなかったと判断した。 

⼿順 3  調達先にヒアリングを⾏い、当該製品の原材料（原⽊）の調達先を確認。
原⽊の伐採地は複数あったが全てオーストリア国内で、調達先による合
法性の確認が⾏われていることを確認。 

 調達先は EU ⽊材規則が施⾏されているオーストリアに所在しているこ
とから、違法伐採⽊材を原材料としているとは考えにくい。 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認
できたと判断した。 
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記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類を電⼦データとして保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した製材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（オーストリア産製材） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業のながれ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①〜⑤までの書類に記載されている情報を確認し、イ、エ、オ、カ、キの項⽬において、
該当する書類の種類へとチェックした。 

なお、「キ．補⾜情報」として、調達先事業者の CoC 認証（PEFC）の取得が確認されたが、
取引書類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得られなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 

本事例では、製材がオーストリアで⾏われたことがわかったが、伐採国⼜は地域の情報なかっ
たことを記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ、エ、オ、カ、キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。
本事例の場合、「ア．合法性の証明」と「ウ．伐採国」が取得された書類によりカバーされな
かったが、「キ．補⾜情報」が得られたことを記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：F 社 
ウ 伐採国：不明 
エ 樹種：White Wood（オウシュウトウヒ） 
オ 品⽬：製材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：PEFC-CoC の認証書 
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チェックリスト２(オーストリア産製材) 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業のながれ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価
寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐採されたことを
証明する書類や情報」（２）、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」（１）、
「５．原材料となっている樹⽊の樹種」（３）へ、項⽬を選択できなかった根拠を記⼊し、評価を
するために不⾜している情報を明らかにした。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、伐採国が不明であることを考慮し、違法
伐採リスクが無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断してチェックし
た。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 項⽬２の合法性を担保する書類及び伐採国が記載してある書類はなかったため、欧州域内、域
外を含め、原材料をどこから輸⼊しているか不明であることを加味し判断の根拠を記⼊した。 
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チェックリスト３（オーストリア産製材） 

(1)実施した⽅法に
チェック 

(2) 収 集 し た 情 報
の内容を記⼊ 

(3)これまでのチェック内容等を踏まえて、
合法性が確認できたか否かを判断して
チェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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3） チェックリスト 3 における作業の流れ 

⼿順 2 の判断を受け、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 実施した追加の情報収集の内容にチェック 
 チェックリスト２の結果を受けて実施した項⽬にチェックした。 
 本事例では、調達先の事業者へ確認し、当該の製材に使⽤された原材料の調達先の情報を⼊⼿
した。加えて、外部の情報源を参照し、原材料調達先に関連した追加情報、周辺情報の⼊⼿も
⾏った。 
 
(2) 実施した追加の情報収集の具体的内容、参照した情報、それらに基づく違法伐採リスクに係

る評価を記⼊ 
 上記(1)で得られた情報に基づき、特定された調達先のホームページから伐採地に関する追加情
報を取集。調達先の所在する地域について外部の情報も参照し、伐採地に関する違法伐採リスク
評価も⾏った。 
 
(3) 総合的なリスク再評価、合法性確認の判断 
 上記(2)で得られた情報に基づき、合法性確認の判断を⾏った。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 

直接の調達先への問い合わせにより、丸太の調達先に対しても合法性確認を⾏っており、伐採
国はオーストリアに限定されることを確認、クリーンウッド・ナビを含めた外部の情報も参照し
た結果、違法伐採リスクは無視できると判断した。 
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仮想事例３添付資料 
 
① Sales confirmation（売買確認書） 
② Invoice（インボイス） 
③ Package specification（パッケージ仕様） 
④ Way Bill（貨物運送状） 
⑤ PEFC-CoC の認証書 
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① Sales confirmation（売買確認書） 
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② Invoice（インボイス） 
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③ Package specification（パッケージ仕様） 
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④ Way Bill（貨物運送状） 
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⑤ PEFC-CoC の認証書 
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仮想事例 4：インドネシア産合板 
⽇本の⽊材商社である G 社は、継続的に取引のあるインドネシアの H 社から輸⼊する合板に

対して、以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ H 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑨の書類の提供を受けた。補⾜情報は
得られなかった。 

① Contract（契約書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Certificate of Species（樹種証明書） 
⑤ Report of Testing（試験報告書） 
⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
⑨ V-LEGAL（合法性証明書） 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 調達先、伐採国、樹種、量について、複数の書類で確認でき、互いに齟

齬はなかった。 
 法令に適合して伐採された合法性証明については、インドネシア政府に

より発⾏された書類であると確認できた。【チェックリスト２：１（１）
（２）、２（１）】 

 伐採国であるインドネシアについて、クリーンウッド・ナビの国別情報
や、複数の違法伐採リスク評価サイトの情報から、⽊材合法性検証シス
テム（SVLK）が整備されており、調達した⽊材の違法伐採リスクは低い
と評価した。【チェックリスト２：4（1）（2）】 

 原材料となっている樹⽊の樹種について、明確に確認できたとともに、
すべて禁伐対象樹種ではないことを確認できた。【チェックリスト２：５
（１）（２）（３）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性
が確認できたと判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑨の書類をひとつの簿冊として保存した。

このデータは以後の H 社から調達する合板の合法性確認にも活⽤した。 
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販売先へ
の提供 

調達した合板の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（インドネシア産合板） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類についてチェック 
 はじめに、書類⑨の V-Legal において、ア〜カまでの情報が確認されたため、項⽬へチェック
した。次に、①〜⑧までの書類に記載されている情報も確認し、イ〜カの項⽬のうち、該当する
書類の種類へとチェックした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑨で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬ア〜カのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。本事例の場
合、⑨V-Legal によってチェックリストの項⽬を満たすことができたが、ウの伐採地、エの樹種
名の項⽬など、他の書類においてより詳細な情報が記されている場合があること、及び収集した
書類同⼠の整合を図る意味においても、根拠となる書類を全て記⼊することは有効と判断した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：V-Legal 
イ 輸出者の名称：H 社 
ウ 伐採国：インドネシア 
エ 樹種：メランティ、ファルカタ 
オ 品⽬：合板 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：なし 
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チェックリスト２（インドネシア産合板） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価

寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」の（１）の⼤項⽬が選択できな
かった根拠を記⼊し、中項⽬の根拠を明確に記⼊することに努めた。 

「５．原材料となっている樹⽊の種類」については、複数の樹種が組み合わされた製品である
ことを考慮し、それぞれの樹種の詳細を記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 公的な合法性証明があり、かつ取引書類により情報が多重的にカバーされていることから、違
法伐採リスクが低いと判断した。 
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仮想事例 4 添付資料 
 
① Contract（契約書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Certificate of Species（樹種証明書） 
⑤ Report of Testing（試験報告書） 
⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
⑨ V-LEGAL 
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① Contract（契約書） 
 

 
  



 
 

49 
 

② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Packing List（梱包明細書） 
 

 



 
 

51 
 

④ Certificate of Species（樹種証明書） 
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⑤ Report of Testing（試験報告書） 
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⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
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⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
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⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
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⑨ V-LEGAL 
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仮想事例 5：中国産集成材 
⽇本の⽊材商社である I 社は、新規の取引先である中国の J 社から輸⼊する集成材に対して、

以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ J 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記載
された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、
第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類につ
いても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① 売買契約書 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ 森林認証（PEFC-COC）証書 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 JAS 製材であり、全量が Red Wood（オウシュウアカマツ）であること

を確認できたが、伐採国や合法性の根拠を⽰す書類は得られなかった。
【チェックリスト２：１、２、５】 

 調達先は PEFC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３（３）】 
 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法

性が確認できなかったと判断した。 
⼿順 3  調達先の事業者から、原材料（製材）の調達先が、ドイツ、スウェーデ

ンの 2 製材事業者であることを記載した書類を取得。【チェックリスト
２：２（１）】 

 2 事業者の HP を確認し、丸太の主な調達先についての情報を参照。 
 また、合法性確保に関する取り組みを公表しており、森林認証などを取

得していることを確認。 
 2 事業者は EU ⽊材規則の対象国に所在していることから、違法伐採⽊

材を原材料としているとは考えにくい。【チェックリスト２：２（１）】 
 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性

が確認できたと判断した。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類をひとつの簿冊として保存した。

このデータは以後の J 社から調達する合板の合法性確認にも活⽤した。 
販売先へ
の提供 

調達した集成材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨
を納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（中国産集成材） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 



 
 

59 
 

 
1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類についてチェック 
 書類①〜⑤までの書類に記載されている情報を確認し、イ、エ、オ、カ、キの項⽬において、
該当する書類の種類へとチェックした。 

なお、「キ．補⾜情報」として、調達先の CoC 認証（PEFC）の取得が確認されたが、取引書
類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得られなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 

本事例では、集成材の製造が中国で⾏われたことがわかったが、伐採国⼜は地域の情報なかっ
たことを記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ、エ、オ、カ、キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記載した。
本事例の場合、「ア．合法性の証明」と「ウ．伐採国」が取得された書類によりカバーされな
かったが、「キ．補⾜情報」が得られたことを記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：J 社 
ウ 伐採国：不明 
エ 樹種：Red Wood（オウシュウアカマツ） 
オ 品⽬：集成材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：森林認証（PEFC-CoC）証書 
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チェックリスト２（中国産集成材） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チ ェ ッ ク 内 容 等
を踏まえて、合法
性 が 確 認 で き た
か 否 か を 判 断 し
てチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価

寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「中」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、総論（２）及び「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐
採されたことを証明する書類や情報」（２）、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は
地域」（１）、「５．原材料となっている樹⽊の樹種」（３）へ項⽬を選択できなかった根拠を記
⼊し、評価をするために不⾜している情報を明らかにした。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠を総合的に検討し、伐採国が不明であることを考慮し、合法性
が確認できなかったと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 項⽬２の合法性を担保する書類及び伐採国が記載してある書類はなかったため、欧州、ロシア
など原材料をどこから輸⼊しているか不明であることを加味し、判断の根拠を記⼊した。 
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チェックリスト３（中国産集成材） 

(1) 実 施 し た ⽅ 法
にチェック 

(2) 収 集 し た 情 報
の内容を記⼊ 

(3)これまでのチェック内容等を踏まえて、
合法性が確認できたか否かを判断して
チェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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3） チェックリスト 3 における作業の流れ 

 ⼿順 2 の判断を受け、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 実施した追加の情報収集の内容にチェック 
 チェックリスト２の結果を受けて実施した項⽬にチェックした。 
 本事例では、調達先の事業者へ確認し、当該の集成材の製造に使⽤した原材料（製材）の調達
先が記載された書類の提供を依頼した。 
 
(2) 実施した追加の情報収集の具体的内容、参照した情報、それらに基づく違法伐採リスクに係

る評価を記⼊ 
 上記①で得られた情報に基づき、特定された調達先との取引関係に関する追加情報をオンライ
ンベースで取集、また調達先の所在する地域について外部の情報も参照し、確認された内容を記
⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク再評価、合法性確認の判断 
 上記で得られた情報に基づき、合法性の判断を⾏った。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 

調達先への問い合わせにより、川上の事業者を特定。原材料の調達状況と合法性確認の取組を
確認し、外部の情報も参照した結果、違法伐採リスクは無視できると判断した。 
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仮想事例５添付資料 
 
① 売買契約書 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ 森林認証証書（PEFC） 
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① 売買契約書 
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② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Packing List（梱包明細書） 
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④ Bill of Lading（船荷証券） 



 
 

70 
 

⑤ 森林認証証書（PEFC） 
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事業者向け報告会の発表資料 
 
 
 

  



 



クリーンウッド法における⽊材等の
合法性確認⼿引きの概要説明

2023/3/3
林野庁委託事業成果報告会
クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引き：
リスクベースで考える⽊材のデュー・デリジェンス

1

公益財団法⼈地球環境戦略研究機関
⽣物多様性と森林領域主任研究員鮫島弘光

⼿引き作成の⽬的

 本⼿引きは2016年制定のクリーンウッド法に対応したもの
 クリーンウッド法では、事業者が⽊材等を利⽤する場合に合法伐採⽊材
等を利⽤することを努⼒義務として定められるとともに、⽊材関連事業
者の判断の基準となるべき事項として、合法性確認に関する事項が定め
られている

 本委託事業では、事業者が⽊材の合法性確認をより円滑に⾏うための⼿
引きを作成した

2



⼿引き概要
【はじめに／本⼿引きの⽬的】
【解説編】
 違法伐採を取り巻く状況
 合法性確認（デュー・デリジェンス）とは何か？
 リスクベースアプローチによる合法性確認を⾏うとなぜよいのか？
【実務編】
 1、2章 合法性確認の全体像
 3〜6章 合法性確認の具体的な⼿順

（フローチャート・チェックリスト）
3

4

【解説編】



１．違法伐採を取り巻く状況
 違法伐採が引き起こす問題

 森林の持つ多⾯的機能（国⼟の保全、⽔源涵養、気候変動緩和等）に負の影響を与える可能性
 不当な価格競争⼒によって、林業・⽊材産業の健全な発展に⽀障をもたらす可能性

 違法伐採対策の重要性の⾼まり
 ⽶国、EU、オーストラリア、韓国、中国等で違法伐採⽊材の取り扱いに対する法令等の整備が進んでいる
 ⽊材産業の振興や⽊材利⽤の推進について社会的な応援を得ていく上で、事業者が、取り扱う⽊材の合法性確

認をしていることを⽰すことの重要性が増している

 我が国のこれまでの違法伐採対策
 2006年グリーン購⼊法改正、林野庁「⽊材・⽊材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」

• 合法⽊材が公共調達の要件となる → 近年では⺠間需要も拡⼤
 2016年クリーンウッド法制定（2017年より施⾏）

• 全ての事業者に対し、⽊材等の利⽤にあたって、合法伐採⽊材等の利⽤の努⼒が義務づけられる
• ⽊材関連事業者に対し、その具体的な処置として、合法性の確認が求められる

5

２．⽊材等の合法性確認（デュー・デリジェンス）の意義
通常の商取引における書類確認（売買契約書、納品書等）だけでは、調達する⽊材等が
違法伐採由来である可能性（違法伐採リスク）を⼗分排除しているとは⾔えない場合がある
→ 合法性確認（デュー・デリジェンス）が求められる
→ 事業者の経営リスク管理や企業価値の向上にも重要

6

合法性確認（デュー・デリジェンス）
繰り返し実施し、何が有効であったか等、実施に
よって得られた知⾒を取り込み、継続的な改善や精
度の向上を⽬指すことが重要

取組実施に当たっての考え⽅や結果を記録し、必要
に応じて説明ができる体制を整えておくことも重要

輸出業者流通・
加⼯業者

森林所有者
・伐採業者

⽊
材
関
連
事
業
者

森林所有者
・伐採業者



３．リスクベースアプローチによる合法性確認の有効性
様々な⽊材等について同程度の合法性確認を⾏うのは⾮効率
→ 違法伐採リスクの⼤きさに応じた優先順位付けや、念⼊りな確認

違法伐採リスク

⼩

⼤

例：A国産合板

例：国産材丸太
⽊
材
関
連
事
業
者

簡便な確認

⼊念な確認
7

8

【実務編】



１．本⼿引きの対象事業
 第⼀種⽊材関連事業

9

 国内の樹⽊の所有者から譲り受けた丸太の加⼯・輸出・販売、原⽊市場における委託販売
 ⽊材等（丸太や製品）の輸⼊

小

売

事

業

者

消

費

者

木材関連事業者

海
外
事
業
者

その他の
木材関連事業者

輸
入
事
業
者

集成材工場
プレカット工場
家具工場
製紙工場
建築事業者

等

素
材
生
産
事
業
者

･･･ 第一種木材関連事業 ･･･ 第二種木材関連事業 ･･･ 合法性確認等の対象外 ･･･ 木材等の流れ

森
林
所
有
者

• それ以外の⽊材関連事業は「第⼆種⽊材関連事業」
• 単⼀の事業者が第⼀種、第⼆種の両⽅の事業を⾏っている場合も存在

木
材
加
工
事
業
者

（
製
材

・
合
板
工
場
等

）

木
材
市
場

２．合法性確認（デュー・デリジェンス）の⼿順
 リスクベースアプローチに基づく⼿順
 ⼿順１：書類の収集
 ⼿順２：書類の確認・リスク評価
→ リスクが無視できると評価したものは合法性が確認できたと判断

 ⼿順３：リスクが無視できないと評価したものに対するリスク
緩和措置（追加的情報収集とリスク再評価、⼜は取引回避）

【⼿順や評価項⽬を整理しておくメリット】
• 合法性確認の効率化
• 社内での業務標準化
• 調達先にどのような⽊材等が欲しいか明⽰できる
• 客観的に合法性確認をしていることを対外的に説明する根拠

⇒ ⼿引きでは⼿順や評価項⽬を例⽰、そのまま活⽤することも
ひな形として活⽤することも可能

10



３．チェックリスト

11

 本⼿引きでは⼿順１〜３で使⽤できるチェックリスト１〜３の例⽰を⾏う
 事業者は、このチェックリストをそのまま使うこともできる。また、これを参考に事業体ま
たは業界団体で独⾃のものを作成することも可能

チェックリスト１：
⽊材等の調達先に対し
提供を求める事項

チェックリスト２：
⽊材等の違法伐採リスク
評価に係る確認事項

チェックリスト３：
リスク緩和措置に係る
追加的な情報収集事項

※ １セットのチェックリストは１回の取引を対象とすることも、同⼀製品の⼀定期間の取引を対象と
することも考えられる。

４．⼿順１：書類の収集

12

 調達先（国産材：樹⽊の所有者、輸⼊材：輸出者）に以下の事項
が記載された書類の提供を求める

※ ⼀部しか収集できなかったとしても⼿順2に進む

ア 法令に適合して伐採されたことを証明する書類
イ 調達先の⽒名、名称、住所
ウ 伐採国⼜は地域

※調達先の国ではないこともあることに注意
エ 樹種名
オ ⽊材等の種類（品⽬）
カ 重量、⾯積、体積、数量
キ ＜任意＞ア〜カ以外で、合法性確認に役⽴つ補⾜情報：調達

先の認証や認定、合法伐採⽊材等の供給に関する契約等

A 国内における樹⽊の伐採に係る法令に基づく⾏政⼿続き書類
の詳細な例

※ 国内の⾏政⼿続き書類は上記の複数の事項が記載されている可能
性があるため、A欄を活⽤することで書類収集の効率化が可能

記入日：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

チェックリスト１　木材等の調達先に対し提供を求める事項 社内管理番号：

自由記載欄

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事項 収集した書類 （該当するものを選択）

木材等の合法性の確認のためのチェックリスト

取引内容：

取引相手：

担 当 者 ：

責 任 者 ：

ア

原材料となっている樹木が
我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたこと
を証明する書類

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

ウ

樹木が伐採された国又は
地域：

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

イ

原材料となっている樹木の
所有者又はその木材の輸
出者の氏名、名称、住所：

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

エ

原材料となっている樹木の
樹種名：

納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

オ

木材等の種類（品目）：
納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

カ

重量、面積、体積、数量：
納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

保安林又は保安施設地区における立木の伐採に係る許可書及び許可決
定通知書（保安林（保安施設地区）内立木伐採許可決定通知書　等）

国有林野事業に関する売買契約書

その他（具体的に記載） ： 

キ 補足情報

第三者機関による認証の証明書等（森林認証、合法性検証等）

林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定書

その他（具体的に記載） ： 

Ａ
国内の行政手続き書類の
詳細

伐採及び伐採後の造林の届出書（伐採造林届）（伐採届を受けて市町村
から発出される適合通知書又は確認通知書を含む）

森林経営計画（森林経営計画の認定書を含む）

開発行為に係る許可の申請書及び許可書（いわゆる林地開発許可書）

チェックリスト1

12



13

記入日：　 　　年　 　　月　 　　日　

チェックリスト１　木材等の調達先に対し提供を求める事項 社内管理番号：

自由記載欄

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事項 収集した書類 （該当するものを選択）

木材等の合法性の確認のためのチェックリスト

取引内容：

取引相手：

担 当 者 ：

責 任 者 ：

ア

原材料となっている樹木が
我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたこと
を証明する書類

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

ウ

樹木が伐採された国又は
地域：

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

イ

原材料となっている樹木の
所有者又はその木材の輸
出者の氏名、名称、住所：

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

当該事項について、
記載のある書類の
具体的名称を記⼊

記載情報を
記⼊

当該事項について、記載
のある書類をチェック

チェックリスト１の使⽤⽅法 枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

５．⼿順２：書類の確認・リスク評価

 チェックリスト１で収集した書類の確認

チェックリスト２ 木材等の違法伐採リスク評価に係る確認事項 社内管理番号：

　「低リスク評価寄与度」の上位の項目が確認できれば、下位の項目の確認は省略可能です。

大 中 小

１　総論

(1) □ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) □ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) □
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

２　原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に
適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三者機
関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材供給
事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して伐採し
たことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調達先ま
での取引関係を把握しています

キ

３　調達先に関する情報

(1) □ 調達先と「合法伐採木材等を供給する」旨の契約等を結んでいます キ

(2) □
調達先とは取引実績があり、木材等の合法性に関し、これまで問題になったことは
ありません

キ

(3) □
調達先は、合法性に関する何らかの認証や検証等を取得していたり、認定等を受
けている事業者です

キ

(4) □
調達先の事業者は、木材等の合法性に関する自己宣言や、取組についての報告
等を公表しています

キ

４　原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

(1) □
伐採国は汚職・腐敗が行われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に関する
法令が整備されています

ウ

(2) □ 伐採国又は地域において、違法伐採や違法行為等の報道はありません ウ

５　原材料となっている樹木の樹種

(1) □ 調達した木材等の原材料の樹木について、樹種名を把握しています エ、キ

(2) □ 調達した木材等の樹種に関し、範囲が明確な総称を把握しています エ、キ

(3) □
調達した木材等の樹種は、記載された伐採国又は地域に分布するものであり、か
つ、当該国又は地域において伐採や取引の禁止対象となっている樹種は含まれ
ていません

ウ、エ

(4) □ 植林木／人工林由来の木材のみが原材料として使われています キ

(5) □ 伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれていません ウ、エ

上記の確認により、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断できましたか？

□ 違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断しました

□ 違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断しました
→ 【チェックリスト３】へ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄

 総合的なリスク評価→合法性確認の判断

 チェックリスト２を⽤いたリスク評価
20のリスク評価項⽬を設定
1. 総論
2. 法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報
3. 調達先の事業者
4. 伐採国⼜は地域
5. 樹種

チェックリスト2

141



チェックリスト２ 木材等の違法伐採リスク評価に係る確認事項 社内管理番号：

　「低リスク評価寄与度」の上位の項目が確認できれば、下位の項目の確認は省略可能です。

大 中 小

１　総論

(1) □ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) □ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) □
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

２　原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に
適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三者機
関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材供給
事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して伐採し
たことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調達先ま
での取引関係を把握しています

キ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄

15

⼊れ⼦構造：
低リスク評価寄
与度の上位の項
⽬が確認できれ
ば、下位の項⽬
は省略可能

該当する項⽬に
チェック

チェックした
根拠を記⼊

低リスク評価寄
与度を３段階に
設定

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

チェックリスト２の使⽤⽅法①

枠なし ：解説

大 中 小

１　総論

(1) □ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) □ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) □
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

２　原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に
適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三者機
関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材供給
事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して伐採し
たことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調達先ま
での取引関係を把握しています

キ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄

16

丸太、製材、単板、単⼀の材料
でできている集成材等が該当

伐採地から調達先までの取引関
係の情報の把握も低リスク評価
に寄与

公的機関が発⾏した書類の他、森林認
証や林野庁ガイドラインに基づき事業
者が発⾏した合法性証明書等も、法令
に適合して伐採されたことを証明する
書類とみなせます。
※ただし公的な証明書も含め、証明書
のみで合法性が確認できたと⾃動的に
判断できるわけではなく、他の確認項
⽬も勘案して総合的に判断することが
求められます。
※事業者に対する認証や認定ではない
ことに注意

枠なし ：項⽬の解説
チェックリスト２の使⽤⽅法②



３　調達先に関する情報

(1) □ 調達先と「合法伐採木材等を供給する」旨の契約等を結んでいます キ

(2) □
調達先とは取引実績があり、木材等の合法性に関し、これまで問題になったことは
ありません

キ

(3) □
調達先は、合法性に関する何らかの認証や検証等を取得していたり、認定等を受
けている事業者です

キ

(4) □
調達先の事業者は、木材等の合法性に関する自己宣言や、取組についての報告
等を公表しています

キ

４　原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

(1) □
伐採国は汚職・腐敗が行われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に関する
法令が整備されています

ウ

(2) □ 伐採国又は地域において、違法伐採や違法行為等の報道はありません ウ

５　原材料となっている樹木の樹種

(1) □ 調達した木材等の原材料の樹木について、樹種名を把握しています エ、キ

(2) □ 調達した木材等の樹種に関し、範囲が明確な総称を把握しています エ、キ

(3) □
調達した木材等の樹種は、記載された伐採国又は地域に分布するものであり、か
つ、当該国又は地域において伐採や取引の禁止対象となっている樹種は含まれ
ていません

ウ、エ

(4) □ 植林木／人工林由来の木材のみが原材料として使われています キ

(5) □ 伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれていません ウ、エ 17

森林認証や合法⽊材供給事業者
認定等

樹⽊の種や属を把握している

樹種によっては植林⽊と天然⽊で
違法伐採リスクが⼤きく異なる
（チーク、マホガニー等）

トランスペアレンシー・イン
ターナショナルなどの公表し
ている指数などが参考になる

我が国ではクリーンウッド法が
相当、海外についてはクリーン
ウッド・ナビに情報あり

「SPF」や国産材における「その
他広葉樹」等、⽣物学的には複数
の属を含むが、範囲が明確なもの
※商品名のみしか明らかでない場合が
あることに注意

チェックリスト２の使⽤⽅法③

(5) □ 伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれていません ウ、エ

上記の確認により、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断できましたか？

□ 違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断しました

□ 違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断しました
　→　　【チェックリスト３】へ

18

⼤項⽬１〜５の結果から、事業者⾃⾝
が評価・判断を⾏う
※事業者⾃⾝が判断基準を設けること
も考えられる

評価・判断を⾏った
理由を記⼊

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

チェックリスト２の使⽤⽅法④



６．⼿順３：リスク緩和措置
（追加的情報収集とリスク再評価、⼜は取引回避）

チェックリスト２において違法伐採リスクが
無視できないと評価したもののみに⾏う
 チェックリスト３を⽤いた追加的情報収集・
合法性確認の再判断
【追加の情報収集の内容（例）】
 取引関係者に関する情報
 調達する⽊材そのものに関する情報
 その他の情報（※ ⼿順１で収集した情報の精査や、

収集できなかった情報の再収集を含む）

 取引回避
19

チェックリスト３ リスク緩和措置に係る追加的な情報収集事項

社内管理番号：

チェックリスト２の
項目番号 （No.）

自由記載欄

1

(1) □
直接の調達先やさらに川上の事業者、樹木の
所有者等に追加情報を求める

(2) □
同業他社、専門家、研究機関、市民団体等に
問い合わせる

(3) □
調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を起こ
したことはないか、政府機関や地方自治体に対
して照会する

2

(1) □ 木材の目視を行う

(2) □ 木材の組織観察を行う

(3) □ 木材のDNA分析を行う

(4) □ 木材の安定同位体分析を行う

3

(1) □ 問い合せや訪問調査を行う

(2) □ 伐採地の衛星データ等を確認する 

(3) □

証明書等に記載されている政府機関や地方自
治体に対し、実際に届出が行われた又は当該
政府機関等が発行した書類であるかどうかや、
伐採地の状況等を照会する

(4) □

その他 （具体的に記載） ：

－

□

□

追加の情報収集の内容

取引関係者について

上記の確認に
より、違法伐採
リスクは無視で
きるレベルと評
価し、合法性が
確認できたと判
断できました
か？

違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと
判断しました

違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できな
かったと判断しました

2, 3, 4, 5

4, 5

1, 2, 4, 5

その他の情報について
　　※手順１で収集した情報の精査や、収集できなかった情報の再収集を含む

調達する木材そのものについて

チェックリスト3

チェックリスト２の
項目番号 （No.）

自由記載欄

1

(1) □
直接の調達先やさらに川上の事業者、樹木の
所有者等に追加情報を求める

(2) □
同業他社、専門家、研究機関、市民団体等に
問い合わせる

(3) □
調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を起こ
したことはないか、政府機関や地方自治体に対
して照会する

2

(1) □ 木材の目視を行う

(2) □ 木材の組織観察を行う

(3) □ 木材のDNA分析を行う

(4) □ 木材の安定同位体分析を行う

3

(1) □ 問い合せや訪問調査を行う

(2) □ 伐採地の衛星データ等を確認する 

(3) □

証明書等に記載されている政府機関や地方自
治体に対し、実際に届出が行われた又は当該
政府機関等が発行した書類であるかどうかや、
伐採地の状況等を照会する

その他 （具体的に記載） ：

その他の情報について
　　※手順１で収集した情報の精査や、収集できなかった情報の再収集を含む

1, 2, 4, 5

追加の情報収集の内容

取引関係者について

2, 3, 4, 5

調達する木材そのものについて

4, 5

20

実施した⽅法
をチェック

以下の情報を記⼊
• 具体的な収集⽅法
• 収集した情報の内容
• 追加情報に基づくリスク評価
（必要に応じて外部情報も活⽤）

取引先や同業他社、専⾨家、研究機関、
市⺠団体等に対する問い合わせや確認

樹種や伐採国の直接確認

取引関係者に関する
追加情報を収集

チェックリスト３の使⽤⽅法① 枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：項⽬の解説



伐採地の状況等を照会する

(4) □

その他 （具体的に記載） ：

－

□

□

上記の確認に
より、違法伐採
リスクは無視で
きるレベルと評
価し、合法性が
確認できたと判
断できました
か？

違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと
判断しました

違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できな
かったと判断しました

21

追加的情報収集の結果から、事業者⾃⾝がリスク再評価・
合法性確認の再判断を⾏う
※事業者⾃⾝が判断基準を設けることなども考えられる

再評価・判断を
⾏った理由を記⼊

チェックリスト３の使⽤⽅法② 枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

22

【⼿引きの活⽤に向けて】



 チェックリストの詳細については有識者・専⾨家でも様々な意⾒
 チェックリスト２のリスク評価項⽬、「低リスク評価寄与度」や⼊れ⼦構造の設定
 チェックリスト３の構造

 ⼿引きの活⽤に当たって
 今回の⼿引きは唯⼀絶対のものではない
 ⾃社の状況や世の中の変化に合わせて、リスク評価項⽬や、どれを重視するか等を⾒
直していくことが重要

 合法性確認の継続を通じて、精度の向上を図っていく（PDCAを回す）ことが重要

23

⇒ ⼿引きをきっかけに、各事業体・業界が、⾃分なりのデュー・デリ
ジェンスに取り組んでいただくことを期待

24

【参考】林野庁情報サイト「クリーンウッド・ナビ」
（http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html ）

• クリーンウッド法の制度解説、登録⽊材関連事業者に関する登録の⽅法・登録事業者⼀覧、
合法性確認の⽅法等に関する⼿引・Q&A、分かりやすい動画等を発信。

• 国別情報として、35の国や地域（令和４年12⽉現在）について、⽊材等の⽣産及び流通の状
況、合法伐採⽊材等に関連する法令や⼿続、合法性の確認に活⽤できる書類の事例等を掲載。

• 登録⽊材関連事業者による合法伐採⽊材等の確認等の先進事例を掲載。



合法性確認の仮想実施
事例紹介

2023/3/3
林野庁委託事業成果報告会
クリーンウッド法における⽊材等の合法性確認⼿引き：
リスクベースで考える⽊材のデュー・デリジェンス

1

認定NPO法⼈ 国際環境NGO FoE Japan
森林チームリーダー 佐々⽊勝教

仮想実施の⽬的
 ⼿引きを活⽤した合法性確認の具体例を⽰し、⼿引きの利⽤を促進する

仮想実施の⼿順
 事業者から提供を受けた実際に輸⼊の際に確認している書類を⼀部改変

し、仮想の輸⼊事例を作成
 以下の⽊材製品について、フローチャートに沿って、チェックリストを

⽤いた合法性確認を仮想的に実施
①インドネシア合板、②オーストリア製材、③中国集成材

2



①インドネシア合板

3

輸出国と製品 合法性の根拠 樹種 伐採国 ⼿順2 ⼿順3
インドネシア合板 V-Legal（政府の合

法性証明書）
メランティ、
ファルカタ

インドネシア リスクは無視できると判断 −

 継続的に取引のあるインドネシアのB社から輸⼊する合板に対して、以下のとおり合法性の確
認等を⾏った。

 B社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記載された書類の提供
を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、第三者機関による認証等を取得し
ている場合は、そのことを証する書類についても、補⾜情報として提供を依頼した。

 その結果、商品が届くまでに、①〜⑨の書類の提供を受けた。

① Contract（契約書）
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス）
③ Packing List（梱包明細書）
④ Certificate of Species（樹種証明書）
⑤ Report of Testing（試験報告書）
⑥ Bill of Lading（船荷証券）
⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォームAJ）

⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制)
⑨ V-LEGAL（合法性証明書）

⼊⼿した書類に基づく対応

 その他の書類についても
同様にチェック

 ⑨ V-Legalの書
類に記載されて
いる事項を選択
してチェック

①インドネシア合板

B

チェックリスト1

収集した書類の具体的名称を記載
※必ずしも全ての収集書類を転記しなくてもよい

書類に記載されてい
た情報を記載

4

各事項について事項記載の
ある書類にチェック

⑨

⑥

① ② ③ ④
⑦

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

B



5

【収集できた書類に記載されていた事項】
ア 合法性の根拠：V-Legal

（政府の合法性証明書）
イ 輸出者の名称：B社
ウ 伐採国：インドネシア
エ 樹種：メランティ、ファルカタ
オ 品⽬：合板
カ 数量：○○㎥
キ 補⾜情報：なし

①インドネシア合板
チェックリスト1

前ページと同様にチェック、
記載

V-Legal書類にはア〜カの全ての情報につ
いて記載があったが、イ〜カについては
他の書類でも確認できた
※VｰLegal書類のみでチェックリスト１を完成させる
ことも可能ですが、収集した書類同⼠の整合を図る
意味においても、根拠となる書類を全て記載するこ
とは有効

6

法令に適合して
伐採されたこと
を証明する公的
書類（V-Legal）
を収集できたた
めチェック

①インドネシア合板
チェックリスト2

・チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認
・該当する項⽬にチェック

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：考え⽅の解説

チェックした根
拠を記⼊



7

伐採国の汚職認
識指数（CPI）
は⾼いとは⾔え
ないが、外部の
情報源から、当
該製品の違法性
リスクは低いと
評価 【合法性の判断結果と根拠】

公的な合法性証明があり、か
つ取引書類により情報が多重
的にカバーされていることか
ら、違法リスクが低いと判断これまでの

チェック内容
等を踏まえて、
合法性が確認
できたか否か
を判断して
チェック 判断の根拠を記載

①インドネシア合板

②オーストリア製材

8

調達先と製品 合法性の根拠 樹種 伐採国 ⼿順2 ⼿順3
オーストリア製
材

なし
※調達先は森林認
証（CoC）取得し
ているが、合法性
証明書なし

White Wood
（オウシュウト
ウヒ）

不明 伐採国が不明で
あり、リスクは
無視できないと
判断

• 調達先への問い合わせにより、丸太の調
達先に対する合法性確認を⾏っており、
伐採国はオーストリアに限定されること
を確認

→リスクは無視できると評価

 継続的に取引のあるオーストリアのC社から輸⼊する製材に対して、以下のとおり合法性の
確認等を⾏った。

 C社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記載された書類の提
供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、第三者機関による認証等を取
得している場合は、そのことを証する書類についても、補⾜情報として提供を依頼した。

 その結果、商品が届くまでに、①〜 ⑦の書類の提供を受けた。
① Sales confirmation（売買確認書）
②Invoice（インボイス）
③Package specification（パッケージ仕様）
④Way Bill（貨物運送状）
⑤⑥⑦調達先のPEFC-CoCの認証書



9

チェックリスト1
自由記載欄

□

□

□

■ ①Sales confirmation（売買確認書）

■

②Invoice
③Package specification（パッケー
ジ仕様）
④Way Bill（貨物運送状）

□

□

□

□

□

□

□

□

事項 収集した書類 （該当するものを選択）

ア

原材料となっている樹木が
我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたこと
を証明する書類

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

ウ

樹木が伐採された国又は
地域：

不明

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

イ

原材料となっている樹木の
所有者又はその木材の輸
出者の氏名、名称、住所：

Ba社
オーストリア

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

納品書

伐採国⼜は地域の情報なし
※製材がオーストリアで⾏
われたことがわかるのみ

②オーストリア製材

C

①

②

③

④

⼊⼿した書類に基づく対応
 ①〜④の書類に記載されて

いる事項をチェック

書類に記載されてい
た情報を記載

各事項について事項記載の
ある書類にチェック

法令に適合して伐採されたことを証明する書類なし
※調達先はCoC認証（PEFC）を取得しているが、認
証材との表⽰なし

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：考え⽅の解説

10

□

■ ①Sales confirmation（売買確認書）

■

②Invoice
③Package specification（パッケー
ジ仕様）
④Way Bill（貨物運送状）

□

□

□

□

■

■

□

□

■ ①Sales confirmation（売買確認書）

■

②Invoice
③Package specification（パッケー
ジ仕様）
④Way Bill（貨物運送状）

□

■
⑤⑥⑦調達先のPEFC-CoCの認証
書

□

□

エ

原材料となっている樹木の
樹種名：

White Wood（オウシュウト
ウヒ）

納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

国内の行政手続書類 （事項Ａ参照）

外国政府等が発行する伐採に関する許可書等の公的書類

その他（具体的に記載） ： 

オ

木材等の種類（品目）：

製材

納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

カ

重量、面積、体積、数量：

○○m3

納品書

売買契約書

通関時に必要となる書類（仕入書（インボイス）等）

その他（具体的に記載） ： 

キ 補足情報

第三者機関による認証の証明書等（森林認証、合法性検証等）

林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定書

その他（具体的に記載） ： 

チェックリスト1

②オーストリア製材

前ページと同様にチェック、
記載

【収集できた書類に記載されていた事項】
ア 合法性の根拠：なし
イ 輸出者の名称：C社
ウ 伐採国：なし
エ 樹種：WhiteWood（オウシュウトウヒ）
オ 品⽬：製材
カ 数量：○○㎥
キ 補⾜情報：PEFC-CoCの認証書

書類により、アとウの情報は得られなかった
が、キの補⾜情報が得られた。

⑤ ⑥ ⑦



大 中 小

１　総論

(1) ■ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) ■ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) ■
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、樹種
名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

製品は○○m3の製材で、その全量が
WW（オウシュウトウヒ）であることを確
認。少なくとも一部はオーストリアで伐
採されたものであるが、全量かは不
明。

２　原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に
適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三者機
関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア
製品がCoC認証材であることが、取引
書類から確認できない。

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材供給
事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して伐採し
たことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調達先ま
での取引関係を把握しています

キ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄

11

チェックリスト2

法令に適合して伐採されたことを証明
する書類なし
※調達先は事業体としてCoC認証
（PEFC）を取得しているが、認証材
との表⽰なし

②オーストリア製材
・チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認
・該当する項⽬にチェック

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：考え⽅の解説

チェックした根拠
を記⼊

３　調達先に関する情報

(1) □ 調達先と「合法伐採木材等を供給する」旨の契約等を結んでいます キ

(2) ■
調達先とは取引実績があり、木材等の合法性に関し、これまで問題になったことは
ありません

キ

(3) ■
調達先は、合法性に関する何らかの認証や検証等を取得していたり、認定等を受
けている事業者です

キ
調達先のPEFCのCoC認証証書を確
認。

(4) ■
調達先の事業者は、木材等の合法性に関する自己宣言や、取組についての報告
等を公表しています

キ

４　原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

(1) □
伐採国は汚職・腐敗が行われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に関する
法令が整備されています

ウ
製品はオーストリアから輸入している
が、伐採国はオーストリア以外の第三
国も含む可能性を棄却できない。

(2) □ 伐採国又は地域において、違法伐採や違法行為等の報道はありません ウ

５　原材料となっている樹木の樹種

(1) ■ 調達した木材等の原材料の樹木について、樹種名を把握しています エ、キ オウシュウトウヒ

(2) □ 調達した木材等の樹種に関し、範囲が明確な総称を把握しています エ、キ

(3) □
調達した木材等の樹種は、記載された伐採国又は地域に分布するものであり、か
つ、当該国又は地域において伐採や取引の禁止対象となっている樹種は含まれ
ていません

ウ、エ 伐採国不明のために確認できない

(4) □ 植林木／人工林由来の木材のみが原材料として使われています キ

(5) □ 伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれていません ウ、エ

上記の確認により、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断できましたか？

□ 違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断しました

■

製品に使用された原材料の伐採国を
確認できなかった。また、調達先が
PEFC認証を受けていることは確認でき
たが、取引書類に認証材の記載はな
かった。

違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断しました
　→　　【チェックリスト３】へ 12

【合法性の判断結果と根拠】
伐採国が不明であり、リスク
は無視できないと判断

伐採国不明のため、
評価できない

伐採国不明のため、
評価できない

これまでの
チェック内容
等を踏まえて、
合法性が確認
できたか否か
を判断して
チェック

判断の根拠を記載

②オーストリア製材
チェックリスト2



チェックリスト２の
項目番号 （No.）

自由記載欄

1

(1) ■
直接の調達先やさらに川上の事業者、樹木の
所有者等に追加情報を求める

(2) □
同業他社、専門家、研究機関、市民団体等に
問い合わせる

(3) □
調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を起こ
したことはないか、政府機関や地方自治体に対
して照会する

2

(1) □ 木材の目視を行う

(2) □ 木材の組織観察を行う

(3) □ 木材のDNA分析を行う

(4) □ 木材の安定同位体分析を行う

3

(1) ■ 問い合せや訪問調査を行う

(2) □ 伐採地の衛星データ等を確認する 

(3) □

証明書等に記載されている政府機関や地方自
治体に対し、実際に届出が行われた又は当該
政府機関等が発行した書類であるかどうかや、
伐採地の状況等を照会する

その他 （具体的に記載）

追加の情報収集の内容

取引関係者について

2, 3, 4, 5

4, 5

1, 2, 4, 5

その他の情報について
　　※手順１で収集した情報の精査や、収集できなかった情報の再収集を含む

調達する木材そのものについて

調達先に問い合わせを行い、当該製品の原材料
（原木）の調達先を確認

・原木の伐採地は複数あったが、全てオーストリア
国内で、調達先事業者による合法性の確認が行わ
れていることを確認。
・オーストリアは汚職・腐敗が行われている可能性
が低いと評価（2022年のCPI指標：71）
・オーストリアは違法伐採対策の法律であるEUTR
が施行されている（クリーンウッド・ナビ）。

13

チェックリスト3

取引関係に関する
追加情報を収集

• 伐採地に関する追加
情報を収集

• 伐採地のリスク評価
（外部情報を活⽤）

②オーストリア製材

実施した⽅法
にチェック

収集した情報の内容
を記載

14

調達先への問い合わせにより、丸太の調達
先に対する合法性確認を⾏っており、伐採
国はオーストリアに限定されることを確認
→リスクは無視できると判断

(4) □

その他 （具体的に記載） ：

－

■

□

上記の確認に
より、違法伐採
リスクは無視で
きるレベルと評
価し、合法性が
確認できたと判
断できました
か？

違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと
判断しました

伐採国はオーストリアであり、違法伐採リスクは低
いと判断した

違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できな
かったと判断しました

これまでの
チェック内容
等を踏まえて、
合法性が確認
できたか否か
を判断して
チェック

判断の根拠を記載

②オーストリア製材



③中国集成材

15

調達先と製品 合法性の根拠 樹種 伐採国 ⼿順2 ⼿順3
中国集成材 なし

※調達先は森林認
証（CoC）取得し
ているが、合法性
証明書なし

Red Wood
（オウシュウア
カマツ）
※JAS製材のため
種名が明らか

不明 伐採国が不明で
あり、リスクは
無視できないと
判断

• 調達先への問い合わせにより、原料（製
材）の調達先はドイツ、スウェーデンの
２事業者であることを確認

• ドイツ、スウェーデンの2事業者がHPで
公開している合法性確保に関する取組や、
森林認証取得を確認

→リスクは無視できると評価

 新規の取引先である中国のD社から輸⼊する集成材に対して、以下のとおり合法性の確認等
を⾏った。

 D社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記載された書類の提
供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、第三者機関による認証等を取
得している場合は、そのことを証する書類についても、補⾜情報として提供を依頼した。

 その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。
①売買契約書
②Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス）
③Packing List（梱包明細書）

④Bill of Lading（船荷証券）
⑤森林認証（PEFC-COC）証書

16

チェックリスト1

伐採国⼜は地域の情報なし
※集成材の製造が中国で⾏
われたことがわかるのみ

③中国集成材

D

各事項について事項記載の
ある書類にチェック

書類に記載されてい
た情報を記載

⼊⼿した書類に基づく対応
 ①〜④の書類に記載されて

いる事項をチェック

①

②
③

④

チェックリスト1

③中国集成材

法令に適合して伐採されたことを証明
する書類なし
※調達先はCoC認証（PEFC）を取得し
ているが、認証材との表⽰なし

枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：考え⽅の解説



17

チェックリスト1
③中国集成材

前ページと同様にチェック、
記載

【収集できた書類に記載されていた事項】
ア 合法性の根拠：なし
イ 輸出者の名称：D社
ウ 伐採国：なし
エ 樹種：RW（オウシュウアカマツ）
オ 品⽬：製材
カ 数量：○○㎥
キ 補⾜情報：PEFC-CoCの認証書

書類により、アとウの情報は得られなかった
が、キの補⾜情報が得られた。

⑤

18

チェックリスト2

法令に適合して伐採されたこと
を証明する書類なし
※調達先はCoC認証（PEFC）を
取得しているが、認証材との表
⽰なし

③中国集成材
・チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認
・該当する項⽬にチェック 枠あり

枠なし

：基本的な使⽤⽅法

：より効果的な使⽤⽅法

枠なし ：考え⽅の解説

チェックできな
かった根拠を記⼊
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伐採国不明のため、
評価できない

③中国集成材

伐採国不明のため、
評価できない

これまでの
チェック内容
等を踏まえて、
合法性が確認
できたか否か
を判断して
チェック

判断の根拠を記載

【合法性の判断結果と根拠】
伐採国が不明であり、リスク
は無視できないと判断

チェックリスト2

20

・取引関係に関する追加情報を取集
・原材料の調達先を特定
・調達先の所在する地域について、
外部の情報を活⽤

③中国集成材
チェックリスト3

実施した⽅法
にチェック

収集した情報の内容
を記載



21

調達先への問い合わせにより、川上の事
業者を特定。原材料の調達状況と合法性
確認の取組を確認。
→リスクは無視できると判断

判断の根拠を記載

これまでの
チェック内容
等を踏まえて、
合法性が確認
できたか否か
を判断して
チェック

③中国集成材

仮想実施5事例

22

調達先と製品 合法性の根拠 樹種 伐採国 ⼿順2 ⼿順3
⽶国丸太 なし ダグラスファー ⽶国 ⾃社の認証林か

らの⽊材であり、
違法伐採リスク
は無視できると
判断

カナダ製材 PEFC ダグラスファー カナダ リスクは無視で
きると判断

オーストリア製材 なし White Wood（オウ
シュウトウヒ）

不明 伐採国が不明で
あり、リスクは
無視できないと
判断

• 調達先へ問い合わせ、丸太の調達先に対
する合法性確認を⾏っており、伐採国は
オーストリアに限定されることを確認

→リスクは無視できると判断

インドネシア合板 V-Legal メランティ、
ファルカタ

インド
ネシア

リスクは無視で
きると判断

中国集成材 なし Red Wood（オウ
シュウアカマツ）

不明 伐採国が不明で
あり、リスクは
無視できないと
判断

• 調達先へ問い合わせ、原料（製材）の調
達先はドイツ、スウェーデンの２事業者
であることを確認

• これら事業者がHPで公開している合法性
確保に関する取組等を確認

→リスクは無視できると判断

報告書には本⽇を発表を含めた５事例を掲載予定



注意事項
 今回⽰した事例の評価、判断は⼀つの例であり、同じ書類を得ても

①情勢の変化
②事業者
③デュー・デリジェンスの精度向上

などによって異なる評価、判断が⾏われることは⼗分に考えられる
 これらの事例と同様のケースにおいて、今回⽰した書類を全て集めなけ

れば、合法性確認（デュー・デリジェンス）を実施できない⼜は、合法
性が確認できたと判断できない、ことを⽰しているわけではない

23

まとめ：仮想実施の⼯夫と活⽤のお願い
 今回の仮想実施は、⽇本に輸⼊される⽊材のボリュームゾーンを対象と

した
 ⼿順１の多くの項⽬は、通常の取引書類の記載情報でカバーできる
 ⼿順１では主に合法性の根拠と伐採国情報が得にくいが、他の項⽬の情

報から違法伐採リスクが無視できると評価するケースを⽰した
 イメージしづらいとの指摘が多い⼿順３に⾄る事例を２事例作成した

24

事業体の状況に合わせて、⼿引きと仮想実施を活⽤ください
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